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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式および作成方法(以下、「米国会計基準」とい

う。)に基づき記載されております。 

２ 米国財務会計基準書第144号(長期性資産の減損または処分の会計処理)に従い、第45期において、重要な継

続的関与がなく売却された子会社、事業および賃貸不動産に伴う第43期から第44期までの損益を組替再表示

しております。 

３ 株主資本は米国会計基準に基づく資本合計を記載しており、１株当たり株主資本および株主資本比率は、当

該資本合計を用いて算出しております。 

４ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第43期中 第44期中 第45期中 第43期 第44期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

営業収益 (百万円) 440,903 550,786 568,064 927,597 1,138,934

税引前中間(当期)純利益 (百万円) 131,806 149,870 128,536 248,643 315,641

中間(当期)純利益 (百万円) 83,954 91,326 92,008 166,388 196,506

株主資本 (百万円) 821,420 1,034,339 1,266,994 953,646 1,194,234

総資産 (百万円) 6,333,055 7,633,915 8,878,006 7,242,455 8,207,187

１株当たり株主資本 (円) 9,333.32 11,470.78 13,832.97 10,608.97 13,089.83

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 957.87 1,014.29 1,006.25 1,883.89 2,177.10

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) 907.93 977.73 981.15 1,790.30 2,100.93

株主資本比率 (％) 12.97 13.55 14.27 13.17 14.55

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 112,157 165,962 2,027 136,003 226,128

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △182,787 △520,853 △557,731 △799,357 △802,278

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 102,172 252,904 595,735 762,528 545,014

現金および現金等価物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 177,565 143,971 254,705 245,856 215,163

従業員数 (人) 14,310 16,414 17,986 15,067 16,662



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、第44期中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第５号)および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計

基準適用指針第８号)を適用しております。 

  

回次 第43期中 第44期中 第45期中 第43期 第44期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 243,008 241,750 232,791 481,009 472,069

経常利益 (百万円) 39,716 48,019 31,814 89,255 70,115

中間(当期)純利益 (百万円) 8,481 30,860 19,071 34,242 67,205

資本金 (百万円) 76,520 89,705 101,962 88,458 98,755

発行済株式総数 (株) 88,593,439 90,497,813 91,843,773 90,289,655 91,518,194

純資産額 (百万円) 306,464 384,227 474,716 368,328 465,197

総資産額 (百万円) 3,982,347 4,843,286 5,751,937 4,621,870 5,279,705

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 90 130

自己資本比率 (％) 7.70 7.93 8.23 7.97 8.80

従業員数 (人) 2,461 2,639 2,959 2,462 2,619



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、オリックスグループ(当社および当社の関係会社)が営んでいる事業の内

容に重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社の異動は、「３ 関係会社の状況」に記載のとおりであります。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間における重要な関係会社の異動状況は以下のとおりであります。 

新規 

該当事項はありません。 

除外 

(1) 連結子会社 

 平成19年７月27日付でオリックス・コモディティーズ株式会社およびオリックス・インベスト

メント株式会社は、オリックス・コモディティーズ株式会社を存続会社として合併し、同日付で

商号をオリックス・インベストメント株式会社に変更しております。 

(2) 持分法適用関連会社 

 平成19年９月28日付で当社が保有するKorea Life Insurance Co., Ltd.(大韓生命保険株式会

社)の全株式を売却いたしました。この結果、同社を持分法適用関連会社から除外しておりま

す。 

その他 

(1) 平成19年７月、当社のオリックス・ファシリティーズ株式会社に対する出資比率は100％にな

りました。 

(2) 平成19年７月17日付で日鐡リース株式会社は、エヌエスリース株式会社に商号変更しておりま

す。また、同月において当社のエヌエスリース株式会社に対する出資比率は100％になりまし

た。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員数であります。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

法人金融サービス事業 1,969

自動車事業 2,051

レンタル事業 965

不動産関連ファイナンス事業 938

不動産事業 2,761

生命保険事業 546

その他の事業 3,518

国内計 12,748

米州 1,088

アジア・大洋州・欧州 2,145

海外計 3,233

全社(共通) 2,005

全社計 17,986



(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員数であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

  

従業員数(人) 2,959



第２ 【事業の状況】 

 以下の事業の状況は、「1 業績等の概要 (3) 特定金融会社等の開示に関する内閣府令に基づく営業貸

付金の状況」を除き、米国会計基準による数値を記載しております。 
  

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間の世界経済は、米国で発生したサブプライム(低所得者向け)住宅ローン問題によ

る先行きの懸念を含みながらも、総じて景気回復・拡大基調を維持しました。米国経済は、住宅投資が

減少するなど影響が懸念されましたが、個人消費や雇用環境も弱含みながらも増加するなど、緩やかな

景気の回復が見られました。欧州経済は、設備投資の拡大や堅調な個人消費などを背景に、引き続き回

復傾向を示しました。また、アジア経済は、中国において北京オリンピックを控え引き続き高い成長を

記録し、他のアジア諸国においても、一部地域に政情不安が見られたものの総じて景気の拡大が見られ

ました。 

一方、日本経済は、原油価格の上昇などによる景気の不安定要素はありましたが、好調な企業収益に

よる民間設備投資の拡大や雇用環境が改善するなど、緩やかな景気回復基調を維持しました。 

このような経済環境下において、当中間連結会計期間における当社の業績は以下のようになりまし

た。なお、サブプライム住宅ローン問題については、当社にとって、直接的な影響はなく、また金融市

場が混乱を来したことによる間接的な影響も限定的なものとなりました。 

  

業績総括 

税引前中間純利益………………………… 128,536百万円(前年同期比14％減) 

中間純利益………………………………… 92,008百万円(前年同期比１％増) 

１株当たり中間純利益(基本的)………… 1,006.25円(前年同期比１％減) 

１株当たり中間純利益(希薄化後)……… 981.15円(前年同期比０％増) 

１株当たり株主資本……………………… 13,832.97円(前期末比６％増) 

ＲＯＥ(株主資本当期純利益率、年換算) … 15.0％(前年同期18.4％) 

ＲＯＡ(総資本当期純利益率、年換算) …… 2.15％(前年同期2.46％) 

  

(注１) １株当たり株主資本およびＲＯＥ(株主資本当期純利益率、年換算)は、米国会計基準に基づく資本合計

を用いて算出しております。 

  

営業収益：568,064百万円(前年同期比３％増) 

 当中間連結会計期間の営業収益は前年同期比３％増の568,064百万円になりました。「ファイナン

ス・リース収益」「有価証券等仲介手数料および売却益」「不動産販売収入」「賃貸不動産売却益」

は前年同期に比べて減少しましたが、「オペレーティング・リース収益」「貸付金および有価証券利

息」「生命保険料収入および運用益」「その他の営業収入」が前年同期に比べて増加しました。 



 「ファイナンス・リース収益」は、前年同期比17％減の38,744百万円になりました。国内では、前

連結会計年度に実施した証券化の影響で営業資産が減少したことに加え、ファイナンス・リース資産

の解約・売却益や証券化による利益が減少したことなどにより、前年同期の32,049百万円に比べて

19％減の25,981百万円になりました。海外では、営業資産が減少したため、前年同期の14,704百万円

に比べて13％減の12,763百万円になりました。 

 「オペレーティング・リース収益」は、前年同期比19％増の145,544百万円になりました。国内で

は、自動車、不動産および測定機器等のオペレーティング・リースが伸長したことなどにより、前年

同期の93,004百万円に比べて14％増の106,226百万円になりました。海外では、アジア・大洋州・欧

州地域における自動車のオペレーティング・リースが伸長したことなどにより、前年同期の29,498百

万円に比べて33％増の39,318百万円になりました。 

 「貸付金および有価証券利息」は、前年同期比19％増の112,498百万円になりました。国内では、

主としてノンリコース・ローンを含む法人向け融資などが伸長し、サービサー(債権回収)事業の収益

も貢献したことなどにより、前年同期の71,828百万円に比べて24％増の89,214百万円になりました。

海外では、米州地域において前第２四半期に貢献のあった有価証券利息は減少しましたが、法人向け

融資が伸長したため前年同期の22,974百万円に比べて１％増の23,284百万円になりました。 

「有価証券等仲介手数料および売却益」は、前年同期比19％減の15,047百万円になりました。有価

証券等仲介手数料は、前年同期に比べ４％増加しましたが、有価証券売却益は、ベンチャーキャピタ

ル事業からの収益が減少し、米州地域における債券投資事業からの収益も減少したことなどにより、

前年同期比25％減になりました。 

「生命保険料収入および運用益」は、保険料収入は前年同期並みでしたが、運用益が増加したこと

により、前年同期比１％増の64,149百万円になりました。 

「不動産販売収入」は、大洋州地域において販売収入が計上されたものの、主に国内におけるマン

ションの引き渡し戸数が前年同期に比べて減少したことにより、前年同期比40％減の40,592百万円に

なりました。 

「賃貸不動産売却益」は、非継続事業(８ページ(注２)参照)に該当しないオフィスビルなどの売却

益が減少したことにより、前年同期比52％減の5,839百万円になりました。 

「その他の営業収入」は、前年同期比17％増の145,651百万円になりました。国内では、主にゴル

フ場・研修所などの不動産運営事業の収益が増加し、また前連結会計年度中に取得した会社が期首か

ら貢献、さらに建物総合管理および関連サービスの収益が拡大したことなどにより、前年同期の

98,805百万円に比べて18％増の116,158百万円になりました。海外では、アジア地域において船舶関

連の収益が計上されたことにより、前年同期の25,548百万円に比べて15％増の29,493百万円になりま

した。 

  

営業費用：470,103百万円(前年同期比13％増) 

当中間連結会計期間の営業費用は、前年同期比13％増の470,103百万円になりました。「支払利

息」「オペレーティング・リース原価」「その他の営業費用」「販売費および一般管理費」「貸倒引

当金繰入額」「有価証券評価損」が前年同期に比べて増加しましたが、「生命保険費用」「不動産販

売原価」が前年同期に比べて減少しました。 



「支払利息」は、主に国内での増加により前年同期比38％増の51,796百万円になりました。国内で

は、金利が上昇したことに加え、借入債務の期中平均残高の増加により、前年同期比57％増になりま

した。海外では、主に金利が上昇したことにより前年同期比14％増となりました。 

「オペレーティング・リース原価」は、オペレーティング・リース資産の増加に伴い、前年同期比

22％増の92,506百万円になりました。 

「生命保険費用」は、前年同期比３％減の55,835百万円になりました。 

「不動産販売原価」は、前述の「不動産販売収入」と同様の要因により、前年同期比33％減の

36,647百万円になりました。 

「その他の営業費用」は、前述の「その他の営業収入」と同様の要因により、前年同期比27％増の

82,358百万円になりました。 

「販売費および一般管理費」は、無形資産の一時償却費の計上などにより管理費が増加したことに

加え、前連結会計年度中に取得した会社の費用が期首から計上されたことや既存事業の拡大に伴っ

て、前年同期比12％増の133,078百万円になりました。 

「貸倒引当金繰入額」は、前年同期において一部戻し入れがあったこと、および営業貸付金の増加

などを反映し、前年同期に比べ４倍弱の14,132百万円になりました。 

「長期性資産評価損」の計上はありませんでした。 

「有価証券評価損」は、前年同期比75％増の3,757百万円になりました。 

  

中間純利益：92,008百万円(前年同期比１％増) 

営業利益は、上記の結果、前年同期比27％減の97,961百万円になりました。 

「持分法投資利益」は、国内、海外における持分法適用会社からの利益が増加し、共同事業体型の

マンション分譲案件からの利益も増加したことにより、前年同期に比べ63％増の24,520百万円になり

ました。 

「子会社・関連会社株式売却益および清算損」は、主としてアジア地域における関連会社株式の売

却益が計上されたため、前年同期に比べ５倍強の6,055百万円になりました。 

その結果、税引前中間純利益は、前年同期比14％減の128,536百万円になりました。 

「少数株主利益」は、前年同期比33％増の2,310百万円になりました。 

継続事業からの利益は、前年同期比14％減の74,402百万円になりました。 

「非継続事業からの損益」(下記(注２)参照)は、主に国内の賃貸不動産の売却益が増加したことに

より、税効果控除後で前年同期に比べ４倍強の17,606百万円になりました。 

その結果、中間純利益は、前年同期比１％増の92,008百万円になりました。 

  

(注２) 売却(処分予定を含む)した子会社・事業および賃貸不動産などに重要な継続的関与がない場合には、非

継続事業として取り扱い、当該子会社・事業および賃貸不動産などの過年度の損益を組替再表示してい

ます。 

  



営業資産：7,215,127百万円(前連結会計年度末比９％増) 

当中間連結会計期間は、引き続き案件を選別し良質の営業資産(リスク・リターンの見合った資産)

に投資する方針を進めた結果、前連結会計年度末と比べて「ファイナンス・リース投資」が減少しま

したが、「営業貸付金」「オペレーティング・リース投資」「投資有価証券」「その他営業資産」が

増加し、前連結会計年度末比９％増の7,215,127百万円になりました。 

  

セグメント情報 

当中間連結会計期間のセグメント利益(11ページ(注３)参照)は、「法人金融サービス事業部門」

「自動車事業部門」「不動産関連ファイナンス事業部門」「生命保険事業部門」「米州地域」が前年

同期に比べ減少しましたが、「レンタル事業部門」「不動産事業部門」「その他の事業部門」「アジ

ア・大洋州・欧州地域」が前年同期に比べ増加しました。 

当社は、当中間連結会計期間より経営管理区分の見直しを行っており、従来その他の事業部門に含

まれていた持分法適用会社のリース事業について、法人金融サービス事業部門に含めて開示しており

ます。 

  

国内事業部門 

① 法人金融サービス事業部門 

セグメント収益は、証券化による利益は減少しましたが、主に法人向け融資が伸長したことによ

り、前年同期比９％増の63,021百万円になりました。 

セグメント利益は、営業収益は増加したものの、支払利息が増加し、貸倒引当金繰入額も一部戻し

入れがあった前年同期より増加したことに加え、無形資産の一時償却費が計上され、証券化による利

益も減少したことなどにより、前年同期の29,534百万円に比べて41％減の17,313百万円になりまし

た。 

セグメント資産は、法人向け融資が伸長したことにより、前連結会計年度末比９％増の2,026,447

百万円になりました。 

  

② 自動車事業部門 

セグメント収益は、自動車リース事業においてファイナンス・リース収益は減少しましたが、オペ

レーティング・リース収益が増加したことなどにより、前年同期比７％増の76,905百万円になりまし

た。 

セグメント利益は、オペレーティング・リースに係る収益の増加に伴い営業費用が増加したことに

加え、支払利息や、広告宣伝費などの増加による販売費および一般管理費の増加などにより、前年同

期の13,386百万円に比べて７％減の12,395百万円になりました。 

セグメント資産は、オペレーティング・リース資産が伸長したことにより、前連結会計年度末比

５％増の538,793百万円になりました。 

  

③ レンタル事業部門 

セグメント収益は、測定機器などのオペレーティング・リース収益の増加などにより、前年同期比

16％増の37,524百万円になりました。 

セグメント利益は、前年同期に計上されていた有価証券売却損が当中間連結会計期間計上されなか

ったことに加え、営業収益の増加を反映し、前年同期の3,897百万円に比べて51％増の5,896百万円に

なりました。 

セグメント資産は、オペレーティング・リース資産は増加したものの、ファイナンス・リース投資



が減少したことなどにより、前連結会計年度末比２％減の118,950百万円になりました。 

  

④ 不動産関連ファイナンス事業部門 

セグメント収益は、不動産の販売収入や証券化による利益が減少しましたが、ノンリコース・ロー

ンを含む法人向け融資事業からの収益が伸長したことなどにより、前年同期比17％増の44,627百万円

になりました。 

セグメント利益は、営業収益は増加したものの、不動産の売却益や証券化による利益が減少したこ

とに加え、支払利息が増加し、貸倒引当金繰入額も一部戻し入れがあった前年同期より増加したこと

などにより、前年同期の21,021百万円に比べて３％減の20,405百万円になりました。 

セグメント資産は、ノンリコース・ローンを含む法人向け融資などの増加により、前連結会計年度

末比20％増の1,824,442百万円になりました。 

  

⑤ 不動産事業部門 

セグメント収益は、オフィスビルなどの賃貸事業やゴルフ場・研修所などの不動産運営事業からの

収益が増加し、賃貸不動産売却益も増加しましたが、マンションの引き渡し戸数が減少したことによ

り不動産販売収入が減少したため、前年同期比１％減の140,359百万円になりました。 

セグメント利益は、主に賃貸不動産売却益が増加したことに加え、持分法適用となる共同事業体型

マンション分譲の利益も増加したため、前年同期の31,129百万円に比べて32％増の41,010百万円にな

りました。なお、マンション分譲事業全体での引き渡し戸数は、前年同期の1,972戸から、当中間連

結会計期間1,545戸となりました。 

セグメント資産は、主にオペレーティング・リース資産などの営業資産の伸長により、前連結会計

年度末比７％増の962,998百万円になりました。 

  

⑥ 生命保険事業部門 

セグメント収益は、保険料収入は前年同期並みでしたが、運用益が増加したことにより、前年同期

比１％増の64,149百万円になりました。 

セグメント利益は、営業収益は増加したものの、貸倒引当金繰入額が、一部戻し入れがあった前年

同期より増加した結果、前年同期の3,379百万円に比べて12％減の2,983百万円になりました。 

セグメント資産は、前連結会計年度末比１％増の513,624百万円になりました。 

  

⑦ その他の事業部門 

セグメント収益は、ベンチャーキャピタル事業からの収益が減少しましたが、前連結会計年度中に

取得した会社が期首から貢献したことなどにより、前年同期比５％増の59,583百万円になりました。

セグメント利益は、国内における持分法適用会社からの利益が増加したことなどにより、前年同期

の18,432百万円に比べて16％増の21,415百万円になりました。 

セグメント資産は、前連結会計年度末比１％増の778,789百万円になりました。 

  



海外事業部門 

① 米州地域 

セグメント収益は、法人向け融資からの収益が増加し、賃貸不動産の売却益も増加しました。しか

しながら、前第２四半期には追加的に貢献した有価証券売却益や有価証券利息があり、当第２四半期

はこの分が減少したため、前年同期比８％減の51,732百万円になりました。なお、サブプライム住宅

ローン問題については、冒頭の経済環境についての記載のとおり、直接的な影響はなく、間接的な影

響も限定的なものとなりました。 

セグメント利益は、営業収益が減少した結果、前年同期の17,922百万円に比べて38％減の11,118百

万円になりました。 

セグメント資産は、主として法人向け融資の増加により、前連結会計年度末比４％増の507,633百

万円になりました。 

  

② アジア・大洋州・欧州地域 

セグメント収益は、自動車などのオペレーティング・リースが伸長し、不動産販売収入や船舶関連

の収益が計上されたことなどにより、前年同期比37％増の64,873百万円になりました。 

セグメント利益は、営業収益の増加に加え、持分法適用会社からの利益が増加しました。さらに、

関連会社株式の売却益が計上されたことなどにより、前年同期の17,926百万円に比べて47％増の

26,397百万円になりました。 

セグメント資産は、ファイナンス・リース投資やオペレーティング・リース資産は増加しました

が、関連会社投資が減少したため、前連結会計年度末比７％減の583,761百万円になりました。 

  

(注３) 当社の業績評価は、税引前当期純利益に税効果控除前の非継続事業からの損益および少数株主利益を加

えて行っております。なお、セグメント利益には税金費用は含まれておりません。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

現金および現金等価物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より39,542百万円増加し、

254,705百万円になりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、「売却予定の営業貸付金の増加」や「未払費用の減少」など

による資金流出がありましたが、中間(当期)純利益に「減価償却費・その他償却費」や「貸倒引当金繰

入額」のような資金の動きを伴わない損益を加えた結果、2,027百万円の資金流入になりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、法人向け融資の伸長による「顧客への営業貸付金の実行」の

増加や「売却可能有価証券の購入」が増加したことなどにより、前年同期の520,853百万円から557,731

百万円の資金流出になりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、営業資産の増加に伴い借入債務が増加したことにより、前年

同期の252,904百万円から595,735百万円の資金流入になりました。 

  

(注) 上記の文中の金額は消費税等を含んでおりません。 

  



(3) 特定金融会社等の開示に関する内閣府令に基づく営業貸付金の状況 

「特定金融会社等の開示に関する内閣府令」(平成11年５月19日 大蔵省令第57号)に基づく、提出

会社個別における営業貸付金の状況は次のとおりであります。 

なお、本項目における数値は、日本会計基準により作成しております。 

① 貸付金の種別残高内訳 
平成19年９月30日現在 

 
  

② 資金調達内訳 
平成19年９月30日現在 

 
(注) 当中間会計期間における貸付金譲渡金額は、96,383百万円であります。 

  

③ 業種別貸付金残高内訳 
平成19年９月30日現在 

 
  

貸付種別
件数 
(件)

構成割合
(％)

残高
(百万円)

構成割合
(％)

平均約定金利
(％)

消費者向

無担保 
(住宅向を除く)

― ― ― ― ―

有担保 
(住宅向を除く)

― ― ― ― ―

住宅向 15,385 53.23 281,210 13.27 3.43

計 15,385 53.23 281,210 13.27 3.43

事業者向 計 13,518 46.77 1,837,170 86.73 4.05

合計 28,903 100.00 2,118,381 100.00 3.97

借入先等 残高(百万円) 平均調達金利(％)

金融機関等からの借入 2,429,480 1.27

その他 2,484,358 1.22

   (社債・CP) (2,067,238) (1.24)

合計 4,913,838 1.24

自己資本 493,655 ―

   (資本金・出資額) (101,962) (―)

業種別 先数(件) 構成割合(％) 残高(百万円) 構成割合(％)

製造業 496 2.30 22,401 1.06

建設業 1,100 5.11 55,121 2.60

電気・ガス・熱供給・水道業 2 0.01 62 0.00

運輸・通信業 184 0.85 27,782 1.31

卸売・小売業、飲食店 1,270 5.90 68,880 3.25

金融・保険業 112 0.52 41,339 1.95

不動産業 2,395 11.12 1,098,032 51.84

サービス業 2,079 9.65 439,548 20.75

個人 12,260 56.92 281,210 13.27

その他 1,642 7.62 84,003 3.97

合計 21,540 100.00 2,118,381 100.00



④ 担保別貸付金残高内訳 

平成19年９月30日現在 

 
  

⑤ 期間別貸付金残高内訳 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 期間は、約定期間によっております。 

  

受入担保の種類 残高(百万円) 構成割合(％)

有価証券 20,194 0.95

 (うち株式) (20,100) (0.95)

債権 164,031 7.74

 (うち預金) (4,998) (0.24)

商品 ― ―

不動産 1,585,144 74.83

財団 ― ―

その他 11,276 0.53

計 1,780,646 84.05

保証 286,747 13.54

無担保 50,987 2.41

合計 2,118,381 100.00

期間別 件数(件) 構成割合(％) 残高(百万円) 構成割合(％)

１年以下 3,464 11.99 158,928 7.50

１年超 ５年以下 4,533 15.68 914,810 43.18

５年超 10年以下 7,036 24.34 762,964 36.02

10年超 15年以下 3,343 11.57 93,598 4.42

15年超 20年以下 2,775 9.60 71,842 3.39

20年超 25年以下 3,416 11.82 41,313 1.95

25年超 4,336 15.00 74,924 3.54

合計 28,903 100.00 2,118,381 100.00

一件当たり平均期間 6.18年



２ 【営業取引の状況】 

(1) 営業実績等の状況 

営業収益およびセグメント利益を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

当社は、当中間連結会計期間より経営管理区分の見直しを行っており、従来その他の事業部門に含ま

れていた持分法適用会社のリース事業について、法人金融サービス事業部門に含めて開示しておりま

す。 

  

 
  

また、ファイナンス・リース、営業貸付金、オペレーティング・リース、投資有価証券、その他営業

取引への新規実行高は次のとおりであります。 

  

 
  

当中間連結会計期間

営業収益
(百万円)

前年同期比
(％)

セグメント利益
(百万円)

前年同期比 
(％)

法人金融サービス事業 63,021 108.8 17,313 58.6

自動車事業 76,905 106.8 12,395 92.6

レンタル事業 37,524 115.8 5,896 151.3

不動産関連ファイナンス事業 44,627 116.8 20,405 97.1

不動産事業 140,359 98.8 41,010 131.7

生命保険事業 64,149 101.0 2,983 88.3

その他の事業 59,583 104.7 21,415 116.2

国内計 486,168 105.0 121,417 100.5

米州 51,732 91.8 11,118 62.0

アジア・大洋州・欧州 64,873 137.4 26,397 147.3

海外計 116,605 112.6 37,515 104.7

連結財務諸表との調整 △34,709 217.8 △30,396 449.9

全社計 568,064 103.1 128,536 85.8

当中間連結会計期間

新規実行高(百万円) 前年同期比(％)

ファイナンス・リース(受取金額ベース) 349,458 88.6

ファイナンス・リース(購入金額ベース) 310,146 88.3

営業貸付金 1,230,513 113.0

オペレーティング・リース 226,962 133.0

投資有価証券 319,123 275.0

その他営業取引 75,805 62.2



(2) 資産の状況 

総資産残高を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

  

 
  

  

当中間連結会計期間

総資産残高 

(百万円)
構成比(％)

前年同期比 

(％)

法人金融サービス事業 2,026,447 22.8 111.7

自動車事業 538,793 6.1 98.2

レンタル事業 118,950 1.3 95.6

不動産関連ファイナンス事業 1,824,442 20.6 137.3

不動産事業 962,998 10.8 125.3

生命保険事業 513,624 5.8 101.0

その他の事業 778,789 8.8 113.7

国内計 6,764,043 76.2 117.1

米州 507,633 5.7 108.0

アジア・大洋州・欧州 583,761 6.6 93.4

海外計 1,091,394 12.3 99.7

連結財務諸表との調整 1,022,569 11.5 134.3

全社計 8,878,006 100.0 116.3



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、オリックスグループの対処すべき課題について、重要な変更はありませ

ん。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【賃貸設備】 

(1) 設備投資等の概要 

当社および子会社では、オペレーティング・リース事業の一環として賃貸設備を保有しており、当中

間連結会計期間における投資額は226,962百万円であります。 

  

(2) 主要な設備の状況 

当中間連結会計期間末におけるオペレーティング・リース事業の賃貸資産の内訳は次のとおりであり

ます。 

  

 
  

(3) 設備の新設、除却等の計画 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した賃貸設備の新設、除却等についての重要

な変更はありません。 

  

金額(百万円) 構成比(％)

輸送機器 577,482 45.2

測定・分析機器、情報関連機器 176,070 13.8

不動産他 524,447 41.0

小計 1,277,999 100.0

減価償却累計額 △346,301 ―

差引残高 931,698 ―

未収レンタル料 21,419 ―

合計 953,117 ―



２ 【社用設備および賃貸目的以外の事業用設備】 

(1) 設備投資等の概要 

当社および子会社では、本社ビル他、厚生福利の充実のために保有する社用設備と、ゴルフ場運営、

研修施設運営等の事業のために保有する設備への投資を行っております。 

  

(2) 主要な設備の状況 

当社および子会社における主要な設備は以下のとおりであります。 

 1) 提出会社 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

 2) 国内子会社 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

 3) 在外子会社 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(3) 設備の新設、除却等の計画 

重要な計画はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) ※１ 「提出日現在発行数」には、平成19年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使に

より発行された株式数は含まれておりません。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 259,000,000

計 259,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 91,843,773 92,177,167 
※１

東京証券取引所
市場第一部 
大阪証券取引所 
市場第一部 
ニューヨーク証券 
取引所

―

計 91,843,773 92,177,167 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

① 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権は次のとおりでありま

す。 

平成14年６月26日定時株主総会決議及び平成14年10月25日取締役会決議 
  

 

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数 912個 ※１ 904個 ※１

新株予約権のうち自己新株予約権 
の数

――――― ―――――

新株予約権の目的となる株式の 
種類

普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 91,200株 ※２ 90,400株 ※２

新株予約権の行使時の払込金額 745,200円 ※３ 745,200円 ※３

新株予約権の行使期間
 平成16年６月27日～
平成24年６月26日

※４
平成16年６月27日～ 
平成24年６月26日

※４

新株予約権の行使により株式を 
発行する場合の株式の発行価格 
及び資本組入額

発行価格    7,452円
資本組入額   3,726円

発行価格    7,452円 
資本組入額   3,726円

新株予約権の行使の条件

 新株予約権者は、新株予約権行使時
において、当社または当社子会社等の
取締役、監査役または使用人のいずれ
の地位も失った日から１年を経過して
いないこと(ただし、平成24年６月26
日を超えないこと)を要することとし
ております。なお、新株予約権者が、
当該いずれの地位も失った後、再び当
社または当社子会社等の取締役、監査
役または使用人のいずれかの地位に就
いたとしても、当該１年の期限は何ら
変更されないものであります。 
 新株予約権者は、新株予約権行使時
において、当社または当社子会社等の
取締役、監査役または使用人のいずれ
の地位についても旧商法その他日本の
法令若しくは海外の法令または当社若
しくは当社子会社等が定める社内規則
に規定される欠格事由、解任事由若し
くは解職事由が生じておらず、かつ当
該法令の違反若しくは社内規則の重大
な違反に該当する行為がないことを要
することとしております。ただし、当
社が、当該新株予約権者のこれまでの
当社または当社子会社等の業績向上へ
の貢献度、当該事由若しくは行為の内
容及びその治癒若しくは解消の状況を
考慮し、当該新株予約権の行使を認め
るのが相当と判断した場合にはこの限
りではありません。 
 新株予約権者は、平成16年６月26日
以前においては、新株予約権行使時に
おいて、当社または当社子会社等の理
事または理事に相当する職以下の職に
ある使用人の地位を自己の都合により
退職していないことを要することとし
ております。 
 新株予約権者は、当社取締役会の承
認がない限り新株予約権の譲渡を行わ
ないものとし、かついかなる場合にお
いても新株予約権について質入、譲渡
担保の設定その他の担保に供する等い
かなる処分も行わないものとしており
ます。 
 新株予約権者は、１個の新株予約権
を分割して行使することはできないこ
ととしております。(新株予約権１個
を 低行使単位とする。)

同左



 
(注) ※１ 新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、100株であります。 

※２ 新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の

数は、次の算式により調整されるものとしております。ただし、かかる調整は、当該時点で新株予約

権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が行使していない新株予約権の目的たる株式

の数についてのみ行われ、調整により１株に満たない端数が生じる場合はこれを切り捨てることとし

ております。 

 
また、新株予約権発行日後に当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合には、新株

予約権の目的たる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとしております。 

※３ 新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権１個当たりの行使時の払込金額(以下、「行使価額」と

いう。)であります。新株予約権１個当たりの行使価額は、新株予約権の行使により発行または移転す

る場合における１株当たりの行使価額(以下、「１株当たりの行使価額」という。)に前記「新株予約

権の目的となる株式の数」に定める新株予約権１個の目的となる株式数を乗じた金額であります。 

なお、新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株当た

りの行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げることとしております。 

 
また、新株予約権発行日後に当社が時価を下回る価額で新株の発行を行うとき(平成13年法律第128号

による改正前の旧転換社債の転換、旧新株引受権証券の権利行使及び旧商法第280条ノ19の規定に基づ

く旧新株引受権の権利行使の場合並びに新株予約権の権利行使の場合を除く。)は、次の算式により１

株当たりの行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることとしております。 

 
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社発行済株式総数から当社の保有する自己株式の

総数を控除した数であります。 

さらに、新株予約権発行日後に当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合には、１

株当たりの行使価額は、合理的な範囲で調整されることとしております。 

※４ ただし、平成16年６月26日以前であっても、新株予約権発行日後に、新株予約権者が、当社または当

社子会社若しくは当社関連会社等資本関係のある会社(以下、「当社子会社等」という。)の取締役、

監査役または使用人のいずれの地位も失った場合には、当該地位を失った日の翌日より新株予約権の

行使を可能とします。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の行使の条件

 新株予約権者及びその相続人は、後

述の新株予約権割当契約に従い、新株

予約権を行使するものとしておりま

す。 

 その他の条件は、平成14年６月26日

開催の当社定時株主総会決議及び平成

14年10月25日開催の当社取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権者との間

で締結する新株予約権割当契約に定め

るところによっております。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するには当社取締

役会の承認を要するものとしておりま

す。ただし、新株予約権がストックオ

プションを目的として発行されるもの

であることに鑑み、当社と新株予約権

者との間で締結する新株予約権割当契

約において、新株予約権の全部または

一部を第三者に譲渡、質権、譲渡担保

の設定その他の担保に供する等いかな

る処分も一切することはできないこと

を規定しております。

同左

代用払込みに関する事項 ――――― ―――――

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

――――― ―――――

調整後株式数＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数



平成15年６月25日定時株主総会決議及び平成15年８月６日付当社執行役による決定 
  

 
  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数 1,215個 ※１ 1,207個 ※１

新株予約権のうち自己新株予約権 
の数

――――― ―――――

新株予約権の目的となる株式の 
種類

普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 121,500株 ※２ 120,700株 ※２

新株予約権の行使時の払込金額 723,000円 ※３ 723,000円 ※３

新株予約権の行使期間
 平成17年６月26日～
平成25年６月25日

※４
平成17年６月26日～ 
平成25年６月25日

※４

新株予約権の行使により株式を 
発行する場合の株式の発行価格 
及び資本組入額

発行価格    7,230円
資本組入額   3,615円

発行価格    7,230円 
資本組入額   3,615円

新株予約権の行使の条件

 新株予約権者は、新株予約権行使時

において、当社または当社子会社等の

取締役、執行役、監査役または使用人

のいずれの地位も失った日から１年を

経過していないこと(ただし、平成25

年６月25日を超えないこと)を要する

こととしております。なお、新株予約

権者が、当該いずれの地位も失った

後、再び当社または当社子会社等の取

締役、執行役、監査役または使用人の

いずれかの地位に就いたとしても、当

該１年の期限は何ら変更されないもの

であります。 

 新株予約権者は、新株予約権行使時

において、当社または当社子会社等の

取締役、執行役、監査役または使用人

のいずれの地位についても旧商法その

他日本の法令若しくは海外の法令また

は当社若しくは当社子会社等が定める

社内規則に規定される欠格事由、解任

事由若しくは解職事由が生じておら

ず、かつ当該法令の違反若しくは社内

規則の重大な違反に該当する行為がな

いことを要することとしております。

ただし、当社が、当該新株予約権者の

これまでの当社または当社子会社等の

業績向上への貢献度、当該事由若しく

は行為の内容及びその治癒若しくは解

消の状況を考慮し、当該新株予約権の

行使を認めるのが相当と判断した場合

にはこの限りではありません。 

 新株予約権者は、平成17年６月25日

以前においては、新株予約権行使時に

おいて、当社または当社子会社等の使

用人の地位を自己の都合により退職し

ていないことを要することとしており

ます。 

 新株予約権者は、当社取締役会の承

認がない限り新株予約権の譲渡を行わ

ないものとし、かついかなる場合にお

いても新株予約権について質入、譲渡

担保の設定その他の担保に供する等い

かなる処分も行わないものとしており

ます。 

 新株予約権者は、１個の新株予約権

を分割して行使することはできないこ

ととしております。(新株予約権１個

を 低行使単位とする。)

同左



 
(注) ※１ 新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、100株であります。 

※２ 新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の

数は、次の算式により調整されるものとしております。ただし、かかる調整は、当該時点で新株予約

権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が行使していない新株予約権の目的たる株式

の数についてのみ行われ、調整により１株に満たない端数が生じる場合はこれを切り捨てることとし

ております。 

 
また、新株予約権発行日後に当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合には、新株

予約権の目的たる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとしております。 

※３ 新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権１個当たりの行使時の払込金額(以下、「行使価額」と

いう。)であります。新株予約権１個当たりの行使価額は、新株予約権の行使により発行または移転す

る場合における１株当たりの行使価額(以下、「１株当たりの行使価額」という。)に前記「新株予約

権の目的となる株式の数」に定める新株予約権１個の目的となる株式数を乗じた金額であります。 

なお、新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株当た

りの行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げることとしております。 

 
また、新株予約権発行日後に当社が時価を下回る価額で新株の発行を行うとき(平成13年法律第128号

による改正前の旧転換社債の転換、旧新株引受権証券の権利行使及び旧商法第280条ノ19の規定に基づ

く旧新株引受権の権利行使の場合並びに新株予約権の権利行使の場合を除く。)は、次の算式により１

株当たりの行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることとしております。 

 
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社発行済株式総数から当社の保有する自己株式の

総数を控除した数であります。 

さらに、新株予約権発行日後に当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合には、１

株当たりの行使価額は、合理的な範囲で調整されることとしております。 

※４ ただし、平成17年６月25日以前であっても、新株予約権発行日後に、新株予約権者が、当社並びに当

社子会社及び当社関連会社等資本関係のある会社(以下、「当社子会社等」という。)の取締役、執行

役、監査役または使用人のいずれの地位も失った場合には、当該地位を失った日の翌日より新株予約

権の行使を可能とします。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の行使の条件

 新株予約権者及びその相続人は、後

述の新株予約権割当契約に従い、新株

予約権を行使するものとしておりま

す。 

 その他の条件は、平成15年６月25日

開催の当社定時株主総会決議及び同日

に開催された当社の取締役会決議に基

づいて委任を受けた執行役による同年

８月６日付決定に基づき、当社と新株

予約権者との間で締結する新株予約権

割当契約に定めるところによっており

ます。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するには当社取締

役会の承認を要するものとしておりま

す。

同左

代用払込みに関する事項 ――――― ―――――

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

――――― ―――――

調整後株式数＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数



  平成16年６月23日定時株主総会決議及び平成16年８月４日付当社執行役による決定 
  

 
  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数 2,411個 ※１ 2,399個 ※１

新株予約権のうち自己新株予約権 
の数

――――― ―――――

新株予約権の目的となる株式の 
種類

普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 241,100株 ※２ 239,900株 ※２

新株予約権の行使時の払込金額 1,212,100円 ※３ 1,212,100円 ※３

新株予約権の行使期間
 平成18年６月24日～
平成26年６月23日

※４
平成18年６月24日～ 
平成26年６月23日

※４

新株予約権の行使により株式を 
発行する場合の株式の発行価格 
及び資本組入額

発行価格   12,121円
資本組入額   6,061円

発行価格    12,121円 
資本組入額   6,061円

新株予約権の行使の条件

 新株予約権者は、新株予約権行使時
において、当社または当社子会社等の
取締役、執行役、監査役または使用人
のいずれの地位も失った日から１年を
経過していないこと(ただし、平成26
年６月23日を超えないこと)を要する
こととしております。なお、新株予約
権者が、当該いずれの地位も失った
後、再び当社または当社子会社等の取
締役、執行役、監査役または使用人の
いずれかの地位に就いたとしても、当
該１年の期限は何ら変更されないもの
であります。
 新株予約権者は、新株予約権行使時
において、当社または当社子会社等の
取締役、執行役、監査役または使用人
のいずれの地位についても旧商法その
他日本の法令若しくは海外の法令また
は当社若しくは当社子会社等が定める
社内規則に規定される欠格事由、解任
事由若しくは解職事由が生じておら
ず、かつ当該法令の違反若しくは社内
規則の重大な違反に該当する行為がな
いことを要することとしております。
ただし、当社が、当該新株予約権者の
これまでの当社または当社子会社等の
業績向上への貢献度、当該事由若しく
は行為の内容及びその治癒若しくは解
消の状況を考慮し、当該新株予約権の
行使を認めるのが相当と判断した場合
にはこの限りではありません。
 新株予約権者は、平成18年６月23日
以前においては、新株予約権行使時に
おいて、当社または当社子会社等の使
用人の地位を自己の都合により退職し
ていないことを要することとしており
ます。
 新株予約権者は、当社取締役会の承
認がない限り新株予約権の譲渡を行わ
ないものとし、かついかなる場合にお
いても新株予約権について質入、譲渡
担保の設定その他の担保に供する等い
かなる処分も行わないものとしており
ます。
 新株予約権者は、１個の新株予約権
を分割して行使することはできないこ
ととしております。(新株予約権１個
を 低行使単位とする。)

同左



 
(注) ※１ 新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、100株であります。 

※２ 新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の

数は、次の算式により調整されるものとしております。ただし、かかる調整は、当該時点で新株予約

権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が行使していない新株予約権の目的たる株式

の数についてのみ行われ、調整により１株に満たない端数が生じる場合はこれを切り捨てることとし

ております。 

 
また、新株予約権発行日後に当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合には、新株

予約権の目的たる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとしております。 

※３ 新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権１個当たりの行使時の払込金額(以下、「行使価額」と

いう。)であります。新株予約権１個当たりの行使価額は、新株予約権の行使により発行または移転す

る場合における１株当たりの行使価額(以下、「１株当たりの行使価額」という。)に前記「新株予約

権の目的となる株式の数」に定める新株予約権１個の目的となる株式数を乗じた金額であります。 

なお、新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株当た

りの行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げることとしております。 

 
また、新株予約権発行日後に当社が時価を下回る価額で新株の発行を行うとき(平成13年法律第128号

による改正前の旧転換社債の転換、旧新株引受権証券の権利行使及び旧商法第280条ノ19の規定に基づ

く旧新株引受権の権利行使の場合並びに新株予約権の権利行使の場合を除く。)は、次の算式により１

株当たりの行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることとしております。 

 
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社発行済株式総数から当社の保有する自己株式の

総数を控除した数であります。 

さらに、新株予約権発行日後に当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合には、１

株当たりの行使価額は、合理的な範囲で調整されることとしております。 

※４ ただし、平成18年６月23日以前であっても、新株予約権発行日後に、新株予約権者が、当社並びに当

社子会社及び当社関連会社等資本関係のある会社(以下、「当社子会社等」という。)の取締役、執行

役、監査役または使用人のいずれの地位も失った場合には、当該地位を失った日の翌日より新株予約

権の行使を可能とします。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の行使の条件

 新株予約権者及びその相続人は、後

述の新株予約権割当契約に従い、新株

予約権を行使するものとしておりま

す。 

 その他の条件は、平成16年６月23日

開催の当社定時株主総会決議及び同日

に開催された当社の取締役会決議に基

づいて委任を受けた執行役による同年

８月４日付決定に基づき、当社と新株

予約権者との間で締結する新株予約権

割当契約に定めるところによっており

ます。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するには当社取締

役会の承認を要するものとしておりま

す。

同左

代用払込みに関する事項 ――――― ―――――

組織再編成行為に伴う新株予約権

の交付に関する事項
――――― ―――――

調整後株式数＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数



平成17年６月21日定時株主総会決議及び平成17年９月22日付当社執行役による決定 

 
  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数 4,108個 ※１ 4,048個 ※１

新株予約権のうち自己新株予約権 
の数

――――― ―――――

新株予約権の目的となる株式の 
種類

普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 410,800株 ※２ 404,800株 ※２

新株予約権の行使時の払込金額 1,955,000円 ※３ 1,955,000円 ※３

新株予約権の行使期間
 平成19年６月22日～ 
平成27年６月21日

※４
 平成19年６月22日～ 
平成27年６月21日

※４

新株予約権の行使により株式を 
発行する場合の株式の発行価格 
及び資本組入額

発行価格    19,550円 
資本組入額   9,775円

発行価格    19,550円 
資本組入額   9,775円

新株予約権の行使の条件

 新株予約権者は、新株予約権行使時
において、当社または当社子会社等の
取締役、執行役、監査役または使用人
のいずれの地位も失った日から１年を
経過していないこと(ただし、平成27
年６月21日を超えないこと)を要する
こととしております。なお、新株予約
権者が、当該いずれの地位も失った
後、再び当社または当社子会社等の取
締役、執行役、監査役または使用人の
いずれかの地位に就いたとしても、当
該１年の期限は何ら変更されないもの
であります。
 新株予約権者は、新株予約権行使時
において、当社または当社子会社等の
取締役、執行役、監査役または使用人
のいずれの地位についても旧商法その
他日本の法令若しくは海外の法令また
は当社若しくは当社子会社等が定める
社内規則に規定される欠格事由、解任
事由若しくは解職事由が生じておら
ず、かつ当該法令の違反若しくは社内
規則の重大な違反に該当する行為がな
いことを要することとしております。
ただし、当社が、当該新株予約権者の
これまでの当社または当社子会社等の
業績向上への貢献度、当該事由若しく
は行為の内容及びその治癒若しくは解
消の状況を考慮し、当該新株予約権の
行使を認めるのが相当と判断した場合
にはこの限りではありません。
 新株予約権者は、平成19年６月21日
以前においては、新株予約権行使時に
おいて、当社または当社子会社等の使
用人の地位を自己の都合により退職し
ていないことを要することとしており
ます。
 新株予約権者は、いかなる場合にお
いても新株予約権について質入、譲渡
担保の設定その他の担保に供する等い
かなる処分も行わないものとしており
ます。
 新株予約権者は、１個の新株予約権
を分割して行使することはできないこ
ととしております。(新株予約権１個
を 低行使単位とする。)

同左



 
(注) ※１ 新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、100株であります。 

※２ 当社が平成17年６月21日の定時株主総会終結後に効力を生じる株式分割または株式併合を行う場合に

は、新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整されるものとしております。 

ただし、かかる調整は、当該時点で権利を行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について

のみ行われ、調整により１株に満たない端数が生じる場合はこれを切り捨てることとしております。 

 
また、当社が平成17年６月21日の定時株主総会終結後に効力を生じる合併、会社分割、株式交換また

は株式移転を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとし

ております。 

※３ 新株予約権１個当たりの行使時に払込みをなすべき金額は、１株当たりの行使時の払込金額(以下、

「行使価額」という。)に新株予約権１個の目的となる株式数を乗じた金額であります。 

なお、当社が平成17年６月21日の定時株主総会終結後に効力を生じる株式分割または株式併合を行う

場合は、次の算式により１株当たりの行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上

げることとしております。 

 
また、平成17年６月21日の定時株主総会終結後に当社が時価を下回る価額で株式の発行または自己株

式の処分を行うとき(平成13年法律第128号による改正前の旧転換社債の転換、平成13年法律第79号に

よる改正前の旧商法第210条ノ２第２項に基づく自己株式の譲渡、旧新株引受権証券の権利行使及び旧

商法第280条ノ19の規定に基づく旧新株引受権の権利行使の場合並びに新株予約権の権利行使の場合を

除く。)は、次の算式により１株当たりの行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り

上げることとしております。 

 
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式

の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株

式数」に読み替えるものとしております。 

さらに、当社が平成17年６月21日の定時株主総会終結後に効力を生じる合併、会社分割、株式交換ま

たは株式移転を行う場合には、１株当たりの行使価額は、合理的な範囲で調整されることとしており

ます。 

※４ ただし、平成19年６月21日以前であっても、新株予約権発行日後に、新株予約権の割当を受けた者(以

下、「新株予約権者」という。)が、当社並びに当社子会社及び当社関連会社等資本関係のある会社

(以下、「当社子会社等」という。)の取締役、執行役、監査役または使用人のいずれの地位も失った

場合には、当該地位を失った日の翌日より新株予約権の行使を可能とします。 

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の行使の条件

 新株予約権者及びその相続人は、後

述の新株予約権割当契約に従い、新株

予約権を行使するものとしておりま

す。 

 その他の条件は、平成17年６月21日

開催の当社定時株主総会決議及び同日

に開催された当社の取締役会決議に基

づいて委任を受けた執行役による同年

９月22日付決定に基づき、当社と新株

予約権者との間で締結する新株予約権

割当契約に定めるところによっており

ます。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するには当社取締

役会の承認を要するものとしておりま

す。

同左

代用払込みに関する事項 ――――― ―――――

組織再編成行為に伴う新株予約権

の交付に関する事項
――――― ―――――

調整後株式数＝調整前株式数 × 分割または併合の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割または併合の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数



  
② 会社法第236条、第238条、第239条(当社取締役、執行役については第240条)の規定に基づく新株予

約権は次のとおりであります。 

平成18年６月20日取締役会並びに定時株主総会決議及び平成18年７月４日付当社執行役による決定 
  

 
  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数 19,222個 ※１ 19,150個 ※１

新株予約権のうち自己新株予約権 
の数

――――― ―――――

新株予約権の目的となる株式の 
種類

普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 192,220株 ※２ 191,500株 ※２

新株予約権の行使時の払込金額 306,260円 ※３ 306,260円 ※３

新株予約権の行使期間
 平成20年６月21日～
平成28年６月20日

※４
平成20年６月21日～ 
平成28年６月20日

※４

新株予約権の行使により株式を 
発行する場合の株式の発行価格 
及び資本組入額

発行価格   30,626円
資本組入額   19,968円

発行価格    30,626円 
資本組入額   19,968円

新株予約権の行使の条件

 新株予約権者は、新株予約権行使時
において、当社または当社子会社等の
取締役、執行役、監査役または使用人
のいずれの地位も失った日から１年を
経過していないことを要することとし
ております。
 新株予約権者は、新株予約権行使時
において、当社または当社子会社等の
取締役、執行役、監査役または使用人
のいずれの地位についても会社法その
他日本の法令若しくは海外の法令また
は当社若しくは当社子会社等が定める
社内規則に規定される欠格事由、解任
事由若しくは解職事由が生じておら
ず、かつ当該法令の違反若しくは社内
規則の重大な違反に該当する行為がな
いことを要することとしております。
ただし、当社が、当該新株予約権者の
これまでの当社または当社子会社等の
業績向上への貢献度、当該事由若しく
は行為の内容及びその治癒若しくは解
消の状況を考慮し、当該新株予約権の
行使を認めるのが相当と判断した場合
にはこの限りではありません。
 新株予約権者は、平成20年６月20日
以前においては、新株予約権行使時に
おいて、当社または当社子会社等の使
用人の地位を自己の都合により退職し
ていないことを要することとしており
ます。
 新株予約権者は、いかなる場合にお
いても新株予約権について質入、譲渡
担保の設定その他の担保に供する等い
かなる処分も行わないものとしており
ます。

同左



  

 
(注) ※１ 新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、10株であります。  

※２ 当社が平成18年６月20日の定時株主総会終結後に効力を生じる株式分割(株式無償割当を含む。以下同

じ)または株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整されるも

のとしております。 

ただし、かかる調整は、当該時点で権利を行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について

のみ行われ、調整により１株に満たない端数が生じる場合はこれを切り捨てることとしております。 

 
また、当社が平成18年６月20日の定時株主総会終結後に効力を生じる合併、会社分割、株式交換もし

くは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的たる株

式の数は、合理的な範囲で調整されるものとしております。 

※３ 新株予約権１個当たりの行使時に出資をなすべき金額は、１株当たりの行使時の払込金額(以下、「行

使価額」という。)に新株予約権１個の目的となる株式数を乗じた金額であります。 

なお、当社が平成18年６月20日の定時株主総会終結後に効力を生じる株式分割または株式併合を行う

場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることとし

ております。 

 
また、平成18年６月20日の定時株主総会終結後に当社が時価を下回る価額で株式の発行または自己株

式の処分を行うとき(平成13年法律第128号による改正前の旧転換社債の転換、平成13年法律第79号に

よる改正前の旧商法第210条ノ２第２項に基づく自己株式の譲渡、旧新株引受権証券の権利行使及び旧

商法第280条ノ19の規定に基づく旧新株引受権の権利行使の場合、新株予約権(新株予約権付社債に付

されたものを含む。)の権利行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により

生じる１円未満の端数は切り上げることとしております。 

 
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式

の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株

式数」に読み替えるものとしております。 

さらに、当社が平成18年６月20日の定時株主総会終結後に効力を生じる合併、会社分割、株式交換も

しくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、１株当たりの行使価額

は、合理的な範囲で調整されることとしております。 

※４ ただし、平成18年６月20日以前であっても、新株予約権発行日後に、新株予約権の割当を受けた者(以

下、「新株予約権者」という。)が、当社または当社子会社及び当社関連会社等資本関係のある会社

(以下、「当社子会社等」という。)の取締役、執行役、監査役または使用人のいずれの地位も失った

場合には、当該地位を失った日の翌日より新株予約権の行使を可能とします。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の行使の条件

 新株予約権者及びその相続人は、後

述の新株予約権割当契約に従い、新株

予約権を行使するものとしておりま

す。 

 その他の条件は、当社と新株予約権

者との間で締結する新株予約権割当契

約に定めるところによっております。 

 上記のいずれかを充たさなくなった

場合、当該新株予約権者の有する新株

予約権は会社法第287条に従い消滅す

ることとしております。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による新株予約権の取得につい

ては、当社取締役会の承認を要するも

のとしております。

同左

代用払込みに関する事項 ――――― ―――――

組織再編成行為に伴う新株予約権

の交付に関する事項
――――― ―――――

調整後株式数＝調整前株式数 × 分割または併合の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割または併合の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数



平成19年６月22日取締役会並びに定時株主総会決議及び平成19年７月４日付当社執行役による決定 
  

 
  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数 14,498個 ※１ 14,434個 ※１

新株予約権のうち自己新株予約権 
の数

――――― ―――――

新株予約権の目的となる株式の 
種類

普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 144,980株 ※２ 144,340株 ※２

新株予約権の行使時の払込金額 320,720円 ※３ 320,720円 ※３

新株予約権の行使期間
 平成21年７月５日～
平成29年６月22日

※４
平成21年７月５日～ 
平成29年６月22日

※４

新株予約権の行使により株式を 
発行する場合の株式の発行価格 
及び資本組入額

発行価格   32,072円
資本組入額   22,356円

発行価格    32,072円 
資本組入額   22,356円

新株予約権の行使の条件

 新株予約権者は、新株予約権行使時
において、当社または当社子会社等の
取締役、執行役、監査役または使用人
のいずれの地位も失った日から１年を
経過していないことを要することとし
ております。
 新株予約権者は、新株予約権行使時
において、当社または当社子会社等の
取締役、執行役、監査役または使用人
のいずれの地位についても会社法その
他日本の法令若しくは海外の法令また
は当社若しくは当社子会社等が定める
社内規則に規定される欠格事由、解任
事由若しくは解職事由が生じておら
ず、かつ当該法令の違反若しくは社内
規則の重大な違反に該当する行為がな
いことを要することとしております。
ただし、当社が、当該新株予約権者の
これまでの当社または当社子会社等の
業績向上への貢献度、当該事由若しく
は行為の内容及びその治癒若しくは解
消の状況を考慮し、当該新株予約権の
行使を認めるのが相当と判断した場合
にはこの限りではありません。
 新株予約権者は、平成21年７月４日
以前においては、新株予約権行使時に
おいて、当社または当社子会社等の使
用人の地位を自己の都合により退職し
ていないことを要することとしており
ます。
 新株予約権者は、いかなる場合にお
いても新株予約権について質入、譲渡
担保の設定その他の担保に供する等い
かなる処分も行わないものとしており
ます。

同左



  

 
(注) ※１ 新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、10株であります。 

※２ 当社が平成19年６月22日の定時株主総会終結後に効力を生じる株式分割(株式無償割当を含む。以下同

じ)または株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整されるも

のとしております。 

ただし、かかる調整は、当該時点で権利を行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について

のみ行われ、調整により１株に満たない端数が生じる場合はこれを切り捨てることとしております。 

 
また、当社が平成19年６月22日の定時株主総会終結後に効力を生じる合併、会社分割、株式交換もし

くは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的たる株

式の数は、合理的な範囲で調整されるものとしております。 

※３ 新株予約権１個当たりの行使時に出資をなすべき金額は、１株当たりの行使時の払込金額(以下、「行

使価額」という。)に新株予約権１個の目的となる株式数を乗じた金額であります。 

なお、当社が平成19年６月22日の定時株主総会終結後に効力を生じる株式分割または株式併合を行う

場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることとし

ております。 

 
また、平成19年６月22日の定時株主総会終結後に当社が時価を下回る価額で株式の発行または自己株

式の処分を行うとき(平成13年法律第79号による改正前の旧商法第210条ノ２第２項に基づく自己株式

の譲渡、平成13年法律第128号による改正前の(以下同じ。)旧新株引受権証券の権利行使および旧商法

第280条ノ19の規定に基づく旧新株引受権の権利行使の場合、ならびに新株予約権(新株予約権付社債

に付されたものを含む。)の権利行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げることとします。 

 
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式

の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株

式数」に読み替えるものとしております。 

さらに、当社が平成19年６月22日の定時株主総会終結後に効力を生じる合併、会社分割、株式交換も

しくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、１株当たりの行使価額

は、合理的な範囲で調整されることとしております。 

※４ ただし、平成21年７月４日以前であっても、新株予約権発行日後に、新株予約権の割当を受けた者(以

下、「新株予約権者」という。)が、当社または当社子会社及び当社関連会社等資本関係のある会社

(以下、「当社子会社等」という。)の取締役、執行役、監査役または使用人のいずれの地位も失った

場合には、当該地位を失った日の翌日より新株予約権の行使を可能とします。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の行使の条件

 新株予約権者及びその相続人は、後

述の新株予約権割当契約に従い、新株

予約権を行使するものとしておりま

す。 

 その他の条件は、当社と新株予約権

者との間で締結する新株予約権割当契

約に定めるところによっております。 

 上記のいずれかを充たさなくなった

場合、当該新株予約権者の有する新株

予約権は会社法第287条に従い消滅す

ることとしております。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 譲渡による新株予約権の取得につい

ては、当社取締役会の承認を要するも

のとしております。

同左

代用払込みに関する事項 ――――― ―――――

組織再編成行為に伴う新株予約権

の交付に関する事項
――――― ―――――

調整後株式数＝調整前株式数 × 分割または併合の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割または併合の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数



③ 平成13年改正旧商法第341条ノ２に基づく新株予約権付社債は次のとおりであります。 
2022年６月14日満期米ドル建転換制限条項付転換社債型新株予約権付割引社債(2002年６月14日

発行) 
  

 
  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権付社債の残高
733,979千米ドル

( 91,710,676千円)
※１

733,979千米ドル
( 91,710,676千円)

※１

新株予約権の数 733,979個 ※２ 733,979個 ※２

新株予約権のうち自己新株予約権 
の数

――――― ―――――

新株予約権の目的となる株式の 
種類

普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 2,252,282株 ※３ 2,252,282株 ※３

新株予約権の行使時の払込金額
391.06ドル
(48,863円)

※４
391.06ドル
(48,863円)

※４

新株予約権の行使期間
 平成14年７月１日～
平成34年５月30日

平成14年７月１日～ 
平成34年５月30日

新株予約権の行使により株式を 
発行する場合の株式の発行価格 
及び資本組入額

発行価格   15,863円
資本組入額  7,932円

発行価格  15,863円 
資本組入額  7,932円

新株予約権の行使の条件

(イ)本新株予約権を行使するには、そ
の行使に係る本社債額面金額合計
額が100,000米ドル以上であるこ
とを要しております。

同左

(ロ)平成14年７月１日から平成34年５
月30日までの１月１日、４月１
日、７月１日及び10月１日から始
まる各四半期における社債権者に
よる本新株予約権の行使は、各々
の前四半期の 終日である12月31
日、３月31日、６月30日、および
９月30日から遡る30取引日(当該
前四半期の 終日を含む)のう
ち、20取引日以上の東京証券取引
所(東京証券取引所において売買
取引がない場合は大阪証券取引
所)における当社普通株式の期間
中の日毎の終値(ただし、その日
にいずれの取引所においても売買
取引がないときは、その後 初に
なされた売買取引の成立価格とす
る。両取引所においてかかる売買
取引の成立価格が存在する場合、
東京証券取引所における同価格に
よるものとする。)を、ロイタ
ー・グループ・ピーエルシーが提
供するロイタースクリーンにて公
表される午後３時(日本時間)のビ
ッド・レートで米ドルに換算した
金額が、前四半期末の「転換トリ
ガー価額」以上である場合に限
り、これを行うことができるとし
ております。なお「取引日」と
は、東京証券取引所(ただし、そ
の日に東京証券取引所において売
買取引がないときは大阪証券取引
所)の営業日のうち、終値が示さ
れる日を指し、「転換トリガー価
額」とは、転換価額に、発行日か
ら当該前四半期末まで年率4.75％
(１月を30日、１年を360日とす
る。)の半年複利計算をした額を
加えた額の110％相当額でありま
す。



 
(注) ※１ 額面による残高を記載しております。 

なお、中間貸借対照表上の残高は、上記額面金額より社債発行差金金額を控除しております。 
※２ 新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、本社債の発行価額を下記※４記載の転換価額で除した

数であります。ただし、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、旧商法に定め
る単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算することとしております。行使
により生じる１株未満の端数は切り捨てて、現金による調整は行わないものとしております。 

※３ 本新株予約権の行使により発行またはこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転(以下、当社普通
株式の発行または移転を当社普通株式の「交付」という。)すべき当社普通株式の数は、本社債の発行
価額の総額を下記※４記載の転換価額で除した数を上限としております。ただし、本新株予約権の行
使により単元未満株式が発生する場合には、旧商法に定める単元未満株式の買取請求権が行使された
ものとして現金により精算することとしております。行使により生じる１株未満の端数は切り捨て
て、現金による調整は行わないものとしております。 

※４ 本新株予約権１個の行使に際して払い込みをなすべき金額は、各本社債の発行価額と同額でありま
す。本新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき１株当たりの額(以下、「転換価額」という。)
は当初127.44米ドル(15,863円)であります。 
転換価額は、本社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で当社普通株式を交付する場
合には、次の算式により調整されるものとしております。なお、次の算式において、「既発行株式
数」は当社の発行済普通株式総数(ただし、普通株式に係る自己株式数を除く。)であります。 

 
また、転換価額は、当社普通株式の分割・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通
株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行等が行われる
場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整されることとしております。 

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の行使の条件

(ハ)上記(ロ)の規定にかかわらず、当
社格付または当社の長期債務(シ
ニア)格付が以下に示すいずれか
の水準以下の場合、社債権者は、
その期間中いつでも本新株予約権
を行使することができるとしてお
ります。

同左

① ムーディーズについてBa3
② スタンダード・アンド・プア

ーズについてBB-
(ニ)上記(ロ)の規定にかかわらず、当

社に関して以下の事由が生じた場
合、当該事由の効力発生予定日の
30日以前から、効力発生予定日の
前日までの期間中、社債権者は、
いつでも本新株予約権を行使する
ことができるとしております。
① 新設合併・吸収合併(当社が

存続会社となる場合を除
く。)

② 当社の資産の全部(または実
質的全部)の譲渡

③ 新設分割・吸収分割におい
て、本社債に基づく当社の債
務が承継会社に承継される場
合

④ 株式交換・株式移転により当
社が他社の完全子会社となる
場合

(ホ)上記(ロ)の規定にかかわらず、当
社による繰上償還がなされる場
合、社債権者は、本新株予約権を
行使することができるとしており
ます。かかる場合、社債権者は当
該繰上償還期日の15日前までに新
株予約権を行使しなければならな
いとしております。

新株予約権の譲渡に関する事項

旧商法第341条ノ２第４項の定めに
より本社債と本新株予約権のうち一
方のみを譲渡することはできないも
のとしております。

同左

代用払込みに関する事項 ――――― ―――――

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

――――― ―――――

既発行株式数＋
交付株式数×１株当たりの交付価額

調整後転換価額＝調整前転換価額×
時価

既発行株式数＋交付株式数



④ 旧商法第280条ノ19第２項に基づく新株引受権は次のとおりであります。 
平成13年６月28日定時総会決議 

  

 
(注) ※１ 新株引受権付与日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株引受権の目的たる株式の

数は、次の算式により調整されるものとしております。 

ただし、かかる調整は、当該時点で新株引受権の付与対象者が行使していない新株引受権の目的たる

株式の数についてのみ行われ、調整により単元未満株式が生じる場合は切り捨てるものとしておりま

す。 

 
※２ 新株発行価額を記載しております。 

なお、新株引受権付与日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により発行価額

を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとしております。 

 
また、新株引受権付与日後に当社が時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により発行

価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとしております。 

 
※３ 平成15年６月28日以前であっても、新株引受権付与日後に、新株引受権を付与された者が、当社ある

いは当社子会社若しくは当社関連会社等資本関係のある会社(以下、「当社子会社等」という。)の取

締役、監査役または使用人のいずれの地位も失った場合には、当該地位を失った日の翌日より新株引

受権行使可能であります。 
  

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数 ―個          ―個

新株予約権のうち自己新株予約権 
の数

――――― ―――――

新株予約権の目的となる株式の 
種類

普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 87,100株 ※１ 86,700株 ※１

新株予約権の行使時の払込金額 12,329円 ※２ 12,329円 ※２

新株予約権の行使期間
 平成15年６月29日～
平成23年６月28日

※３
平成15年６月29日～ 
平成23年６月28日

※３

新株予約権の行使により株式を 
発行する場合の株式の発行価格 
及び資本組入額

発行価格   12,329円
資本組入額  6,165円

発行価格  12,329円 
資本組入額  6,165円

新株予約権の行使の条件

 新株引受権を付与された者が、当社

あるいは当社子会社等の取締役、監査

役または使用人のいずれの地位も失っ

た日から１年を経過した場合には、当

該付与対象者が行使していない新株引

受権は失効し、当該付与対象者はその

後当該新株引受権を行使することがで

きないものとしております。 

 新株引受権の相続の可否その他の条

件は、平成13年６月28日の定時株主総

会決議及び取締役会決議に基づき、当

社と付与の対象者との間で締結する新

株引受権付与契約に定めるところによ

っております。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

 第三者に譲渡し、または質権、譲渡

担保の設定その他の担保に供する等い

かなる処分もすることはできないとし

ております。

同左

代用払込みに関する事項 ――――― ―――――

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

――――― ―――――

調整後株式数＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

調整後発行価額＝調整前発行価額×
１

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後発行価額＝調整前発行価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数



(3) 【ライツプランの内容】 

  該当事項はありません。 

  



(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
(注) １ 新株予約権の権利行使(新株引受権付社債の権利行使を含む。) 

２ 平成19年10月１日から平成19年11月30日までの間に、株式交換および新株予約権の権利行使(新株引受権

付社債の権利行使を含む)により、発行済株式総数が333千株、資本金が69百万円、資本準備金が10,284

百万円増加しております。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
  

(百万円)

資本金残高
  

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年４月１日～ 
平成19年９月30日

325 91,843 3,207 101,962 3,207 118,927



(5) 【大株主の状況】 

(平成19年９月30日現在) 

 
(注) １ 信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名

簿上の名義での保有株式数を記載しております。 

２ ナッツクムコは、当社のADR(米国預託証券)の預託銀行であるシティバンク銀行の株式名義人であります。 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

ステートストリートバンクアン
ドトラストカンパニー 
(常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行兜町証券決済業
務室)

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
02101 U.S.A. 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号)

7,324 7.98

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 7,024 7.65

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町２丁目11番３号 5,828 6.35

ザチェースマンハッタンバンク
エヌエイロンドン 
(常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行兜町証券決済業
務室)

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET
LONDON EC2P 2HD, ENGLAND 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号)

3,908 4.26

ナッツクムコ 
(常任代理人 シティバンク銀行
株式会社)

111 WALL STREET NEW YORK, NEWYORK 
10043 U.S.A. 
(東京都品川区東品川２丁目３番14号)

2,544 2.77

ステートストリートバンクアン
ドトラストカンパニー 
505103 
(常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行兜町証券決済業
務室)

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
02101 U.S.A. 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号)

2,267 2.47

ザチェースマンハッタンバンク
385036 
(常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行兜町証券決済業
務室)

360 N. CRESCENT DRIVE BEVERLY HILLS,
CA 90210 U.S.A. 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号)

2,238 2.44

ザチェースマンハッタンバンク
エヌエイロンドンエスエルオム
ニバスアカウント 
(常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行兜町証券決済業
務室)

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET
LONDON EC2P 2HD, ENGLAND 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号)

1,924 2.10

メロンバンクエヌエーアズエー
ジェントフォーイッツクライア
ントメロンオムニバスユーエス
ペンション 
(常任代理人 香港上海銀行東京
支店)

ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA
02108 U.S.A. 
(東京都中央区日本橋３丁目11番１号)

1,876 2.04

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１丁目６番６号
日本生命証券管理部内

1,385 1.51

計 ― 36,324 39.55



３ キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー、キャピタル・ガーディアン・トラスト・カ

ンパニー、キャピタル・インターナショナル・リミテッド、キャピタル・インターナショナル・インク、キ

ャピタル・インターナショナル・エス・エイの５社による連名の大量保有報告書(変更報告書)の提出が、平

成19年７月23日付であり、平成19年７月16日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けましたが、当

社としては当中間会計期間末の実質所有状況の確認ができませんので、上記「(5) 大株主の状況」には含め

ておりません。 

  

 
４ アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー、アライアンス・バーンスタイン株式会社の２社による連名の

大量保有報告書(変更報告書)の提出が、平成19年９月25日付であり、平成19年９月18日現在で以下の株式を

所有している旨の報告を受けましたが、当社としては当中間会計期間末の実質所有状況の確認ができません

ので、上記「(5) 大株主の状況」には含めておりません。 

  

 
５ バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社、バークレイズ・グローバル・インベスター

ズ証券投信投資顧問株式会社、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、エヌ・エイ、バークレイズ・

グローバル・ファンド・アドバイザーズ、バークレイズ・グローバル・インベスターズ・リミテッド、バー

クレイズ・バンク・ピーエルシーの６社による連名の大量保有報告書(変更報告書)の提出が、平成19年10月

１日付であり、平成19年９月24日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けましたが、当社としては

当中間会計期間末の実質所有状況の確認が出来ませんので、上記「(5) 大株主の状況」には含めておりませ

ん。 

  

 
  

氏名又は名称
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・
カンパニー

3,279 3.58

キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー 3,770 4.12

キャピタル・インターナショナル・リミテッド 1,217 1.33

キャピタル・インターナショナル・インク 1,450 1.58

キャピタル・インターナショナル・エス・エイ 271 0.30

計 9,988 10.91

氏名又は名称
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー 13,319 14.55

アライアンス・バーンスタイン株式会社 252 0.28

計 13,572 14.83

氏名又は名称
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

バークレイズ・グローバル・インベスターズ
信託銀行株式会社

288 0.31

バークレイズ・グローバル・インベスターズ
証券投信投資顧問株式会社

1,298 1.41

バークレイズ・グローバル・インベスターズ、エヌ・エイ 1,547 1.68

バークレイズ・グローバル・ファンド・アドバイザーズ 712 0.78

バークレイズ・グローバル・インベスターズ・リミテッド 810 0.88

バークレイズ・バンク・ピーエルシー 118 0.13

計 4,775 5.20



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) ※１ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機

構名義の株式が、それぞれ7,450株(議決権745個)及び２株含まれております。 

※２ 単元未満株式には、当社所有の自己株式１株が含まれております。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式 251,410
― ―

(相互保有株式)

普通株式 54,420
― ―

完全議決権株式(その他)※１
普通株式

91,531,750
9,153,175 ―

単元未満株式      ※1,2 普通株式 6,193 ― １単元(10株)未満の株式

発行済株式総数 91,843,773 ― ―

総株主の議決権 ― 9,153,175 ―



② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) ※１ 「自己名義所有株式数」の欄には、ストックオプション制度に係る株式が124,500株含まれております。

２ 上記の他、株主名簿上は当社子会社名義になっておりますが実質的に所有していない株式が210株(議決

権21個)あります。なお、当該株式数は、「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含まれてお

ります。 

  

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
オリックス株式会社※１

東京都港区浜松町 
２-４-１

251,410 ― 251,410 0.27

(相互保有株式) 
 株式会社香川銀リース

高松市亀井町７-１ 13,020 ― 13,020 0.01

 百五リース株式会社 津市栄町３-123-１ 6,000 ― 6,000 0.01

 とりぎんリース 
 株式会社

鳥取市扇町９-２ 6,000 ― 6,000 0.01

 山口リース株式会社 下関市南部町19-７ 6,000 ― 6,000 0.01

 しがぎんリース・ 
 キャピタル株式会社

大津市浜町４-28 6,000 ― 6,000 0.01

 中銀リース株式会社 岡山市丸の内１-14-17 6,000 ― 6,000 0.01

 栗林リース株式会社 室蘭市入江町１-19 3,600 ― 3,600 0.00

 みなとリース株式会社
神戸市中央区伊藤町 
107-１

3,600 ― 3,600 0.00

 泉銀総合リース 
 株式会社

岸和田市宮本町26-15 3,000 ― 3,000 0.00

 ニッセイ・リース 
 株式会社

東京都千代田区有楽町 
１-１-１

1,200 ― 1,200 0.00

計 ― 305,830 ― 305,830 0.33



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 32,700 35,200 33,700 33,250 29,480 27,080

低(円) 30,300 30,500 30,650 27,500 22,140 21,110



３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありま

せん。 

  



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)第87条の規定により、米国において一般

に公正妥当と認められた会計基準による用語、様式および作成方法に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年

９月30日まで)の中間連結財務諸表、および前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日ま

で)の中間財務諸表について、ならびに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結

会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間連結財務諸表、および当中間会計期間(平

成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を

受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

資産の部

 １ 現金および現金等価物 143,971 1.9 254,705 2.9 215,163 2.6

 ２ 使途制限付現金 108,377 1.4 157,095 1.8 121,569 1.5

 ３ 定期預金 453 0.0 1,502 0.0 913 0.0

 ４ ファイナンス・リース投資
※４, 
７,18

1,433,591 18.8 1,240,575 14.0 1,258,404 15.3

 ５ 営業貸付金
※６, 
７,18

3,252,274 42.6 3,819,023 43.0 3,490,326 42.5

 ６ 貸倒引当金 ※７ △89,824 △1.2 △95,824 △1.1 △89,508 △1.1

 ７ オペレーティング・リース投資 ※５ 786,694 10.3 953,117 10.7 862,049 10.5

 ８ 投資有価証券
※８, 
 18

711,127 9.3 1,034,337 11.7 875,581 10.7

 ９ その他営業資産 ※18 135,401 1.8 168,075 1.9 152,106 1.9

 10 関連会社投資 ※10 344,937 4.5 311,594 3.5 367,762 4.5

 11 その他受取債権 180,424 2.4 245,807 2.8 212,324 2.6

 12 棚卸資産 158,181 2.1 235,427 2.7 216,150 2.6

 13 前払費用 46,496 0.6 59,459 0.7 54,855 0.7

 14 社用資産 ※18 89,814 1.2 91,443 1.0 90,682 1.1

 15 その他資産 ※18 331,999 4.3 401,671 4.4 378,811 4.6

   資産合計 7,633,915 100.0 8,878,006 100.0 8,207,187 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

負債の部

 １ 短期借入債務 ※18 1,267,616 16.6 1,366,894 15.4 1,174,391 14.3

 ２ 預金 349,346 4.6 456,960 5.1 446,474 5.4

 ３ 支払手形および未払金等 ※18 359,515 4.7 427,039 4.9 381,110 4.7

 ４ 未払費用 87,509 1.1 93,025 1.0 122,202 1.5

 ５ 保険契約債務 494,866 6.5 485,105 5.5 491,946 6.0

 ６ 未払法人税等 269,180 3.5 294,793 3.3 320,412 3.9

 ７ 受入保証金 158,778 2.1 169,377 1.9 174,196 2.1

 ８ 長期借入債務 ※18 3,576,801 46.9 4,276,971 48.2 3,863,057 47.1

   負債合計 6,563,611 86.0 7,570,164 85.3 6,973,788 85.0

少数株主持分 35,965 0.5 40,848 0.4 39,165 0.4

契約債務および偶発債務 ※18

資本の部

 Ⅰ 資本金 89,705 1.2 101,962 1.2 98,755 1.2

 Ⅱ 資本剰余金 110,098 1.4 123,698 1.4 119,402 1.5

 Ⅲ 利益剰余金

   利益準備金 2,220 0.0 2,220 0.0 2,220 0.0

   その他の利益剰余金 816,620 10.7 1,003,614 11.3 921,823 11.2

    小計 818,840 10.7 1,005,834 11.3 924,043 11.2

 Ⅳ その他の包括利益累計額

   未実現有価証券評価益 ※８ 42,995 0.5 61,201 0.7 72,994 0.9

   確定給付年金制度 ※13 ― ― 3,231 0.0 3,604 0.1

   小年金債務調整額 ※13 △614 △0.0 ― ― ― ―

   為替換算調整勘定 △24,975 △0.3 △27,185 △0.3 △22,620 △0.3

   未実現デリバティブ評価益 ※17 2,088 0.0 1,230 0.0 1,275 0.0

    小計 19,494 0.2 38,477 0.4 55,253 0.7

 Ⅴ 自己株式(取得価額) △3,798 △0.0 △2,977 △0.0 △3,219 △0.0

   資本合計 1,034,339 13.5 1,266,994 14.3 1,194,234 14.6

   負債・資本合計 7,633,915 100.0 8,878,006 100.0 8,207,187 100.0



② 【中間連結損益計算書】 
  

   

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益
 １ ファイナンス・ 
   リース収益

46,753 38,744 90,266

 ２ オペレーティング 
   ・リース収益

※５ 122,502 145,544 253,708

 ３ 貸付金および 
   有価証券利息

※６, 
 ８

94,802 112,498 201,531

 ４ 有価証券等仲介手数 
   料および売却益

18,534 15,047 70,684

 ５ 生命保険料収入 
   および運用益

63,767 64,149 132,835

 ６ 不動産販売収入 67,895 40,592 87,178
 ７ 賃貸不動産売却益 ※５ 12,180 5,839 22,958
 ８ その他の営業収入 ※11 124,353 550,786 100.0 145,651 568,064 100.0 279,774 1,138,934 100.0
Ⅱ 営業費用
 １ 支払利息 37,448 51,796 81,307

 ２ オペレーティング 
   ・リース原価

76,084 92,506 163,427

 ３ 生命保険費用 57,436 55,835 115,565
 ４ 不動産販売原価 55,006 36,647 73,999
 ５ その他の営業費用 ※11 64,821 82,358 147,693

 ６ 販売費および 
   一般管理費

※12 119,043 133,078 253,416

 ７ 貸倒引当金繰入額 ※７ 3,557 14,132 13,798
 ８ 長期性資産評価損 ※14 1,318 ― 1,940
 ９ 有価証券評価損 2,142 3,757 5,592
 10 為替差損(△益) 234 417,089 75.7 △6 470,103 82.8 464 857,201 75.3
   営業利益 133,697 24.3 97,961 17.2 281,733 24.7
   持分法投資利益 15,017 2.7 24,520 4.3 31,946 2.8
   子会社・関連会社 
   株式売却益および 
   清算損

1,156 0.2 6,055 1.1 1,962 0.2

   税引前中間(当期) 
   純利益

149,870 27.2 128,536 22.6 315,641 27.7

   法人税等 61,542 11.2 51,824 9.1 126,182 11.1
   少数株主利益前中間 
   (当期)純利益

88,328 16.0 76,712 13.5 189,459 16.6

   少数株主利益 1,737 0.3 2,310 0.4 4,796 0.4
   継続事業からの利益 86,591 15.7 74,402 13.1 184,663 16.2

   非継続事業からの 
   損益

※15

    非継続事業からの 
    損益

6,964 29,714 18,370

    法人税等 △2,802 △12,108 △7,100
    非継続事業からの 
    損益(税効果控除 
    後)

4,162 0.8 17,606 3.1 11,270 1.0

    異常損益項目前中 
    間(当期)利純益

90,753 16.5 92,008 16.2 195,933 17.2

    異常損益項目(税 
    効果控除後) 
    ―関連会社取得時 
    利益―

573 0.1 ― ― 573 0.1

   中間(当期)純利益 91,326 16.6 92,008 16.2 196,506 17.3

１株当たり中間(当期) 
純利益：

※16

基本的
 継続事業からの利益(円) 961.71 813.70 2,045.89
 非継続事業からの損益 
 (円)

46.22 192.55 124.86

 異常損益項目(円) 6.36 ― 6.35
 中間(当期)純利益(円) 1,014.29 1,006.25 2,177.10
希薄化後
 継続事業からの利益(円) 927.50 794.72 1,975.40
 非継続事業からの損益 
 (円)

44.15 186.43 119.46

 異常損益項目(円) 6.08 ― 6.07
 中間(当期)純利益(円) 977.73 981.15 2,100.93



③ 【中間連結資本勘定計算書】 
  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結資本勘定計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 資本金：

  期首残高 88,458 98,755 88,458

  新株引受権および新株予約権 
  の行使による増加額

785 847 2,259

  転換社債の株式への転換による 
  増加額

462 2,360 8,038

  中間期末(期末)残高 89,705 101,962 98,755

Ⅱ 資本剰余金：

  期首残高 106,729 119,402 106,729

  新株引受権、新株予約権および 
  ストックオプションの権利行使 
  による増加額

785 845 2,257

  転換社債の株式への転換による 
  増加額

462 1,848 6,250

  ストックオプションによる報酬 1,848 1,253 3,515

  その他の増減(純額) 274 350 651

  中間期末(期末)残高 110,098 123,698 119,402

Ⅲ 利益剰余金

  利益準備金：

  期首残高 2,220 2,220 2,220

  中間期末(期末)残高 2,220 2,220 2,220

  その他の利益剰余金：

  期首残高 733,386 921,823 733,386

  現金配当金 △8,092 △11,863 △8,092

  中間(当期)純利益 91,326 92,008 196,506

  持分法適用会社の資本取引による 
  増加額

― 1,641 ―

  その他 ― 5 23

  中間期末(期末)残高 816,620 1,003,614 921,823

Ⅳ その他の包括利益(△損失) 
  累計額：

  期首残高 27,603 55,253 27,603

  未実現有価証券評価益(純額) ※８ △7,861 △11,793 22,138

  確定給付年金制度 ― △373 ―

  小年金債務調整額(純額) 18 ― △5

  基準書第158号の適用による調整 ― ― 4,241

  為替換算調整勘定(純額) 1,157 △4,565 3,512

  未実現デリバティブ評価益(純額) △1,423 △45 △2,236

  中間期末(期末)残高 19,494 38,477 55,253

Ⅴ 自己株式：

  期首残高 △4,750 △3,219 △4,750

  ストックオプションの行使額 953 104 1,518

  その他の増減(純額) △1 138 13

  中間期末(期末)残高 △3,798 △2,977 △3,219

Ⅵ 資本合計：

  期首残高 953,646 1,194,234 953,646

  当中間期(当期)増加額(純額) 80,693 72,760 240,588

  中間期末(期末)残高 1,034,339 1,266,994 1,194,234

  要約包括利益：

  中間(当期)純利益 91,326 92,008 196,506

  その他の包括利益(△損失) △8,109 △16,776 23,409

  包括利益 83,217 75,232 219,915



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー：

  中間(当期)純利益 91,326 92,008 196,506

  営業活動から得た現金(純額)への 
  中間(当期)純利益の調整：

   減価償却費・その他償却費 71,193 81,641 152,667

   貸倒引当金繰入額 ※７ 3,557 14,132 13,798

   保険契約債務の減少 △8,842 △6,841 △11,762

   証券化による売却益 △2,740 △1,017 △7,762

   持分法投資利益 ※10 △15,017 △24,520 △31,946

   子会社・関連会社株式売却益 
   および清算損

△1,156 △6,055 △1,962

   異常損益項目 
   ―関連会社取得時利益―

△573 ― △573

   少数株主利益 1,737 2,310 4,796

   売却可能有価証券の売却益 △9,266 △3,081 △49,262

   賃貸不動産売却益 △12,180 △5,839 △22,958

   賃貸不動産以外のオペレーティ 
   ング・リース資産の売却益

△6,515 △9,272 △12,105

   長期性資産評価損 ※14 1,318 ― 1,940

   有価証券評価損 2,142 3,757 5,592

   使途制限付現金の減少(増加) 64,452 △35,604 51,299

   売却予定の営業貸付金の増加 ― △34,616 △52,811

   短期売買目的有価証券の減少 7,003 1,020 11,248

   棚卸資産の増加 △28,645 △13,795 △85,899

   前払費用の増加 △5,536 △4,603 △13,708

   未払費用の増加(減少) △4,363 △29,802 36,594

   受入保証金の増加(減少) 7,201 △4,227 21,182

   その他の増減(純額) 10,866 △13,569 21,254

    営業活動から得た現金(純額) 165,962 2,027 226,128

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー：

  リース資産の購入 △536,368 △542,390 △1,031,591

  ファイナンス・リース投資の回収 304,156 268,986 610,780

  リース債権、営業貸付債権および 
  有価証券の証券化による収入

84,191 84,464 275,998

  顧客への営業貸付金の実行 △1,089,193 △1,188,028 △2,173,322

  営業貸付金の元本回収 724,812 848,128 1,554,422

  オペレーティング・リース資産の 
  売却

78,592 130,748 158,396

  関連会社への投資(純額) 243 △14,829 △6,000

  関連会社投資の売却 5,984 82,077 7,905

  売却可能有価証券の購入 △81,072 △275,102 △254,044

  売却可能有価証券の売却 28,965 38,920 105,829

  売却可能有価証券の償還 16,552 80,736 39,252

  その他の有価証券の購入 △34,767 △43,996 △76,710

  その他の有価証券の売却 27,089 18,949 73,316

  その他営業資産の購入 △25,508 △11,167 △50,238

  子会社買収(取得時現金控除後) △15,851 △3,684 △19,270

  子会社売却(売却時現金控除後) 529 ― 3,019

  その他の増減(純額) △9,207 △31,543 △20,020

    投資活動に使用した現金(純額) △520,853 △557,731 △802,278



次へ 

 

  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー：
  満期日が３ヶ月以内の借入債務 
  の増加(減少)(純額)

97,585 △5,215 △111,360

  満期日が３ヶ月超の借入債務 
  による調達

1,086,631 1,451,814 2,230,830

  満期日が３ヶ月超の借入債務 
  の返済

△938,003 △866,339 △1,655,581

  預金の受入の増加(減少)(純額) △3,941 10,505 93,175

  新株発行 1,570 1,692 4,516

  現金配当金の支払 △8,092 △11,863 △8,092

  コールマネーの増加(減少)(純額) 16,200 15,000 △10,000

  その他の増減(純額) 954 141 1,526

    財務活動から得た現金(純額) 252,904 595,735 545,014

Ⅳ 現金および現金等価物に対する 
  為替相場変動の影響額

102 △489 443

Ⅴ 現金および現金等価物増加 
  (減少)額(純額)

△101,885 39,542 △30,693

Ⅵ 現金および現金等価物期首残高 245,856 215,163 245,856

Ⅶ 現金および現金等価物 
  中間期末(期末)残高

143,971 254,705 215,163



中間連結財務諸表注記 

  

１ 会計処理の原則および手続ならびに中間連結財務諸表の表示方法 

この中間連結財務諸表は、米国預託証券の発行に関して要請されている会計処理の原則および手続な

らびに表示方法、すなわち、株式分割の会計処理(２(n)参照)を除き、米国において一般に公正妥当と

認められた会計原則(会計調査広報、会計原則審議会意見書および財務会計基準書等)によって作成され

ております。 

当社は、平成10年９月にニューヨーク証券取引所に上場しており、以来、米国預託証券の発行等に関

して要請されている用語、様式および作成方法により作成した連結財務諸表を含めた年次報告書を米国

証券取引委員会に登録しております。 

なお、当社が採用している会計処理の原則および手続ならびに表示方法のうち、わが国の中間連結財

務諸表作成基準および中間連結財務諸表規則に準拠した場合と異なるもので主要なものは次のとおりで

あります。 

(a) ファイナンス・リースの会計処理 

米国会計基準では、資産の所有に伴うすべての便益と危険を実質的にレッシー(賃借人)に移転する

リースについて、販売または金融として会計処理することが求められており、当社および子会社が行

っているリース取引(以下、「ファイナンス・リース取引」という。)については金融処理を行ってお

ります。リース実行に係わる初期費用(初期直接費用)は、繰延経理を行い、実行時の利回りに対する

修正としてリース期間にわたって配分しております。 

日本会計基準では、ファイナンス・リース取引の賃貸人は原則として通常の売買取引に係る方法に

準じて会計処理を行うことが求められておりますが、所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、所定の事項を財務諸表に注記することにより賃貸借処理を行うことが認められております。 

なお、リース債権の証券化を行う場合、米国会計基準では、米国財務会計基準書第140号(金融資産

の譲渡およびサービス業務ならびに負債の消滅に関する会計処理)で要求される一定の条件を満たす

ものについて売却処理をしております。日本会計基準では、賃貸借処理をしている場合には、将来の

受取リース料を裏付けとした金融取引として処理することになっております。 

(b) 営業貸付金の初期直接費用 

米国会計基準では、貸付実行に伴う初期費用(初期直接費用)は繰延経理を行い、契約期間にわたっ

て利息法により配分しております。 

日本会計基準では、発生時に費用処理されることとなっております。 

(c) オペレーティング・リースの会計処理 

米国会計基準では、オペレーティング・リース収益は契約期間にわたって定額で認識しておりま

す。またオペレーティング・リース資産は、主として見積耐用年数を償却期間とした定額法により減

価償却を行っております。 

日本会計基準では、定率法等による償却も認められております。 



(d) 生命保険の会計処理 

米国会計基準では米国財務会計基準書第60号(保険企業の会計処理と報告)に基づき、保険契約の引

き受け時に発生する費用(募集費用)を繰り延べ、保険料収入の認識に応じた期間で償却しておりま

す。 

日本会計基準では、これらの費用は、発生年度の期間費用として処理されております。 

また、米国会計基準では、将来保険給付債務は、予想される将来の保険加入者への保険給付金に基

づく平準純保険料方式によって算出されておりますが、日本会計基準では行政監督庁の認める方式に

より算定されております。 

(e) 企業結合会計、営業権およびその他の無形資産に関する処理 

米国会計基準では、企業結合の会計処理において、持分プーリング法の使用は禁止されており、す

べての企業結合はパーチェス法により処理されております。 

営業権および耐用年数が確定できない無形資産は償却をせず、年１回および減損の可能性を示す事

象が発生した時点で減損の判定を行っております。 

日本会計基準では、営業権(連結調整勘定)は20年以内の適切な償却期間を設定し償却を行うことと

なっております。 

(f) 年金会計 

米国会計基準では、米国財務会計基準書第87号(事業主の年金会計)を適用しており、年金数理計算

に基づく年金費用を計上しております。年金数理上の純損失についてはコリドー方式を採用して費用

処理しております。また、米国財務会計基準書第158号(給付建年金および他の退職後給付制度に関す

る雇用主の会計処理―米国財務会計基準書第87号、88号、106号および第132号(Ｒ)の改訂―)を適用

し、年金資産の公正価額と給付債務の差額として測定される年金制度の積立超過額または積立不足額

を、連結貸借対照表上において資産または負債として認識しております。 

日本会計基準では、年金数理計算上の差異は平均残存勤務期間内の一定の年数で全額償却すること

となっております。また、給付債務に未認識過去勤務債務および未認識数理計算上の差異を加減した

額から年金資産の額を控除した額を、連結貸借対照表上において退職給付に係る負債として認識する

こととなっております。 

(g) 非継続事業からの損益の表示 

米国会計基準では、米国財務会計基準書第144号(長期性資産の減損または処分の会計処理)に基づ

き、非継続事業と判定された事業の営業損益および処分損益は、連結損益計算書において継続事業か

らの利益の後に税効果控除後の金額で区分表示されます。当社は、非継続事業に該当した事業に関

し、過年度の連結損益計算書および連結キャッシュ・フロー計算書を一部組替えて表示しておりま

す。 

日本会計基準では、非継続事業の表示に関する規定は無く、継続事業と区分して表示はしません。

また過年度に公表された連結財務諸表の組替は行いません。 

(h) 少数株主持分 

米国会計基準では、連結貸借対照表上、少数株主持分は負債の部と資本の部の中間に独立の項目と

して表示しております。 

日本会計基準では、連結貸借対照表は、資産の部、負債の部、純資産の部に区分し、少数株主持分

については、純資産の部の中に含めて表示されます。 



(i) セグメント情報 

 米国会計基準では、米国財務会計基準書第131号(企業のセグメント情報および関連情報の開示)に

基づき、経営陣による業績の評価および経営資源の配分の決定に定期的に使用しているセグメント情

報を開示しております。 

日本会計基準では、取扱商品を基準とした事業の種類別情報、販売元の所在地を基準とした所在地

別情報、および販売先の所在地を基準とした海外売上高の各セグメント情報の開示が要求されており

ます。 

(j) キャッシュ・フロー計算書における区分 

米国会計基準は米国財務会計基準書第95号(キャッシュ・フロー計算書)に基づいており、日本会計

基準とキャッシュ・フロー区分が異なっております。重要なものはリース資産の購入およびファイナ

ンス・リース投資の回収、オペレーティング・リース資産の売却、顧客への営業貸付金の実行および

元本回収であり、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に含まれております。 

日本会計基準においては、これらは「営業活動によるキャッシュ・フロー」に区分することとなっ

ております。 

  

２ 重要な会計方針 

(a) 連結の方針 

この中間連結財務諸表は当社およびすべての子会社を連結の範囲に含めております。20％以上50％

以下の持分比率を有する、あるいは重要な影響力を行使しうる関連会社についてはすべて持分法を適

用しております。なお、一部の会社につきましては議決権の過半数を所有していますが、少数株主が

通常の事業活動における意思決定に対して重要な参加権を持つため、発生問題専門委員会のEITF第

96-16号(少数株主が一定の承認権限または拒否権を持つ場合における、過半数保有株主の会計処理)

に従い、持分法を適用しております。また、米国財務会計基準審議会解釈指針第46号(2003年12月改

訂)(変動持分事業体の連結)に従い、当社および子会社が主たる受益者である変動持分事業体を連結

の範囲に含めております。 

必要かつ適切な場合には、継続的に３ヶ月以内の決算日の異なる財務諸表を用いております。 

連結にあたり連結会社間のすべての重要な債権・債務および取引は消去しております。 

(b) 見積もり 

一般に公正妥当と認められた会計基準に基づく中間連結財務諸表の作成においては、期末日の資

産・負債の金額および決算期の収益・費用の金額に影響を与える見積もりや推定の結果を用いていま

す。実際の数値はこれら見積もりの数値と異なる可能性があります。当社は以下の９つの範囲におい

て見積もりが特に中間連結財務諸表に重要な影響を与えると考えております。ファイナンス・リース

およびオペレーティング・リースの見積残存価額の決定および再評価((d)参照)、保険契約債務およ

び繰延募集費用の決定および再評価((e)参照)、貸倒引当金の決定((f)参照)、長期性資産の減損の決

定((g)参照)、投資有価証券の評価損の決定((h)参照)、繰延税金資産の評価性引当金の決定((i)参

照)、デリバティブを用いたヘッジ取引の有効性判定および測定((k)参照)、給付債務および期間純年

金費用の決定((l)参照)、営業権およびその他の無形資産の減損の決定((v)参照)であります。 



(c) 外貨換算の方法 

当社および子会社は、それぞれの機能通貨をもって会計処理を行っております。外貨建ての取引

は、取引日の為替相場によって機能通貨に換算されております。 

海外子会社および関連会社の財務諸表項目の換算について、すべての資産・負債は各年度の期末日

の為替相場により円貨に換算しており、収益および費用については期中の平均為替相場によって円貨

に換算しております。海外の子会社および関連会社の取引通貨を各社の機能通貨として認識しており

ます。外貨建ての財務諸表の円換算に関して発生した換算差額は為替換算調整勘定として資本の部の

その他の包括利益(損失)累計額に含めて計上しております。 

(d) 収益の認識基準 

契約の確実な証憑が存在し、サービスまたは商品の提供が完了し、取引価格が決定し、かつ、代金

の回収可能性が高いときに、収益を認識します。 

前述の一般的な収益認識方針に加えて、下記で説明されている方針が主な収益項目のそれぞれにつ

いて適用されております。 

リース――当社および子会社はファイナンス・リース契約およびオペレーティング・リース契約の

もとで顧客に様々な資産をリースしております。ファイナンス・リース契約またはオペレーティン

グ・リース契約の分類は、契約条件に依存することになります。ファイナンス・リースおよびオペレ

ーティング・リースに適用される収益の認識基準は以下に記載しております。リースサービスを提供

するときには、当社および子会社は、レッシー(賃借人)の代わりにリース資産に係る保険料や税金の

支払い等の補足的なサービスを実行します。また、自動車メンテナンスサービスもレッシー(賃借人)

に提供しております。リース契約および関連するメンテナンス契約条件に従い、当社および子会社

に、費用削減や費用増加による支出の変動が帰属する場合には、売上および原価を総額で表示してお

ります。しかし、当社および子会社が所有に伴う実質的なリスクや便益を有していない契約では、当

社および子会社はレッシー(賃借人)から回収を行い、第三者へ支払を送金する代理人とみなされま

す。この場合、売上は第三者への費用を相殺した純額で表示しております。自動車メンテナンスサー

ビスからの売上は繰り延べられ、見積費用の割合に応じて契約期間にわたって連結損益計算書のその

他の営業収入に計上されております。 

(1)ファイナンス・リースの収益認識基準 

ファイナンス・リース取引はＯＡ機器をはじめ、産業機械、輸送用機器(航空機・船舶・自動車)

など様々な物件のリースからなり、リース期間中に投下元本を全額回収する契約であります。ファ

イナンス・リースではリース料総額に見積残存価額を加え、リース資産の購入代金を差し引いた額

を未実現リース益として、リース期間にわたって収益計上しております。見積残存価額はリース期

間終了時の物件の処分により見込まれる売却額であります。見積残存価額は、中古機器の市場価額

および陳腐化する時期、程度についての見積もりに基づいて決定されております。リース実行に係

わる初期費用(初期直接費用)は、繰延経理を行い、実行時の利回りに対する修正としてリース期間

にわたって配分しております。この未償却残高は、ファイナンス・リース投資に含めて表示してお

ります。未実現リース益および初期直接費用の償却額は利息法によって算定されております。 



(2)オペレーティング・リースの収益認識基準 

オペレーティング・リース収益は契約期間にわたって定額で認識しております。オペレーティン

グ・リース資産は取得原価で計上し、主として見積耐用年数を償却期間とした定額法により減価償

却を行っております。オペレーティング・リース資産の主な種類別の平均見積耐用年数は、輸送機

器が７年、測定・分析機器、情報関連機器が４年、不動産他が30年であります。減価償却費はオペ

レーティング・リース原価に含まれております。オペレーティング・リース資産(賃貸不動産を除

く)を処分することにより発生する損益は、オペレーティング・リース収益に含めて計上しており

ます。商業ビルのような賃貸不動産の処分について、当社または子会社は、その資産の管理・運営

等への関与のような形で、不動産から生じるキャッシュ・フローの一部を得る権利を保持している

ものもあります。当社または子会社が処分された賃貸不動産の営業活動に継続して関与する場合に

は、当該処分から生じる損益は、賃貸不動産売却益として表示され、一方、当社または子会社が処

分された賃貸不動産の営業活動に継続して関与しない場合には、非継続事業からの損益にそれぞれ

区分して表示されております。 

見積残存価額は、中古機器の市場価額および陳腐化する時期、程度についての見積もりに基づい

て決定されております。 

営業貸付金――営業貸付金の利息収入は、発生主義により認識しております。また、貸付実行に係

わる初期費用(初期直接費用)は営業貸付金の取組手数料収入を控除して繰延経理し、実行時の利回り

に対する修正として貸付の契約期間にわたって利息法により配分しております。 

減損した営業貸付金から生じる利息回収額については、貸付元本残高に回収可能性があると見込ま

れる場合は利息収入として計上し、回収可能性が乏しい場合は、貸付元本の回収額として処理してお

ります。 

当初契約実行時より債務者の信用リスクが悪化し、取得時において契約上要求されている支払額の

全額は回収できないと想定される債権につき、期待キャッシュ・フローの回収時期や金額を合理的に

見積もることができない場合には、利息回収額を現金基準または貸付元本の回収額として処理してお

ります。 

収益計上停止の方針――ファイナンス・リースおよび営業貸付金については、元本または利息が支

払期日より90日以上経過しても回収されない場合、または経営陣が回収可能性に疑問があると判断し

た場合は、それ以前であっても収益の計上を停止しております。未回収の発生利息は、連結貸借対照

表上、ファイナンス・リース投資または営業貸付金に計上され、貸倒引当金の設定対象となります。

収益計上停止債権からの現金回収額は、収益計上を再開するのに適格となるまで、 初に未収に充当

し、残余を収益に計上しております。 

有価証券等仲介手数料および売却益――有価証券等仲介手数料および売却益は、約定日に収益計上

をしております。 

不動産販売――不動産販売による収益は、契約の締結および引き渡しが行われ、買い手の初期投資

および継続投資額が不動産代金の全額を支払う確約を示すのに十分であり、そして当社および子会社

が実質的に対象不動産に継続関与しなくなった時点で、認識しております。 



(e) 保険料収入および費用 

生命保険契約の収入は支払期日に収益計上しております。 

生命保険給付金は保険事故が発生した時点で費用として認識されます。将来保険給付債務は、予想

される将来の保険加入者への保険給付金に基づく平準純保険料方式によって算出されております。米

国財務会計基準書第60号(保険企業の会計処理と報告)は、保険契約の引き受け時に発生する費用(募

集費用)を繰り延べ、保険料収入の認識に応じた期間で償却することを要求しております。繰延募集

費用は新規および更新保険契約の募集に関連する費用であり、保険契約維持費を除く実質的な初年度

委託手数料および保険引受費用であります。 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度における費用化した繰延募集費用

はそれぞれ5,390百万円、5,189百万円および10,989百万円であります。 

(f) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、ファイナンス・リース投資および営業貸付金に内在された今後発生する可能性のあ

る損失について、経営陣の判断により十分な引当てを行っております。貸倒引当金は貸倒引当金繰入

によって増加し、回収額差引後の未回収残高の貸倒処理により減少します。 

貸倒引当金の設定は多数の見積もりと判断に左右されます。経営陣は貸倒引当金の残高の妥当性の

判断にあたって、債務者の性質と特徴・現在の経済情勢・与信残高・担保価値の下落・過去の損失の

経験値・未収や将来のキャッシュ・フロー受取見積もりなど、様々な要素を斟酌しております。概し

て言うと、大口の均質でない営業貸付金は個別に減損の判定を行い、減損の兆候が見られた場合に

は、将来キャッシュ・フローの現在価値または貸付金の回収が担保に依存している場合は、その担保

価値により評価されます。同種小口の貸付金とリース債権は現在の経済情勢・債権の担保の有無に応

じた貸倒償却実績・未収状況や収益計上の停止などの要素を勘案し評価されます。 

将来の回収可能性がほとんどないと経営陣が判断した債権については貸倒処理をしております。 

(g) 長期性資産の減損 

当社および子会社は米国財務会計基準書第144号(長期性資産の減損または処分の会計処理)を適用

しております。基準書第144号では、不動産開発プロジェクト案件、ゴルフ場や他の営業資産をはじ

めとした使用目的で保有している有形固定資産や償却対象となる無形資産を含む長期性資産につい

て、当該資産が減損していることを示唆する状況や環境の変化が生じた場合、回収可能性の判定を行

うこととなっております。当該資産から生じる割引前見積将来キャッシュ・フローが帳簿価額より低

い場合には回収が困難であるとみなされ、見積公正価額が帳簿価額より低い場合には見積公正価額ま

で評価減されます。公正価額は、同種の資産の売却を含む 近の取引事例やその他の評価技法に基づ

き、独立した鑑定機関や内部の不動産鑑定士によって評価されます。 



(h) 投資有価証券 

短期売買目的有価証券は時価評価し、その評価損益は期間損益に含めて計上しております。 

売却可能有価証券は時価評価しており、未実現評価損益は税効果控除後の金額でその他の包括利益

(損失)累計額に計上しております。 

満期保有目的有価証券は償却原価法により計上しております。 

原則として当社および子会社は、売却可能有価証券および満期保有目的有価証券の時価が取得原価

(または過去に評価減を計上した場合、評価減後の帳簿価額)を著しく下回る期間が６ヶ月を超えて継

続した場合に当該評価損を期間損益に含めて計上しております。さらに、当社および子会社は以下の

状況においても有価証券の評価損を期間損益として認識しております。負債証券の時価が帳簿価額を

著しく下回る期間が６ヶ月を超えていない場合においても、発行体の信用格付が著しく低下したある

いは債務不履行等の状況に陥り、時価の下落が一時的ではないと判断される場合には評価損を認識し

ております。また、持分証券の時価が帳簿価額を著しく下回る期間が６ヶ月を超えていない場合にお

いても、時価の下落が発行者の経営状態に基づくもので、単に株式市場全般の下落に伴うものではな

いため、その時価が６ヶ月以内に回復不能と考えられる場合には評価損を認識しております。 

(i) 法人税等 

中間連結会計期間の税金費用は、税引前中間純利益に見積実効税率を適用して計上しております。

この見積実効税率は、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の見積税金費用と見積税引前当期利益

に基づき算出しております。 

連結会計年度における法人税等は資産負債法により計上しております。繰延税金資産・負債は、資

産および負債の財務諸表上と税務上との帳簿価額の差異および繰越欠損金による将来の見積税効果に

ついて認識しております。繰延税金資産・負債は、一時的差異が解消されると見込まれる期の課税所

得に対して適用される税率を使用して計算しております。繰延税金資産・負債における税率変更の影

響は、税率変更が制定された日を含む年度の損益として認識しております。利用可能な証拠の重要度

に基づいて繰延税金資産のすべてあるいは一部に実現しない可能性が高い場合には、評価性引当金を

計上しております。 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度における実効税率はそれぞれ

41.1％、40.3％および40.0％であります。前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会

計年度において当社および国内子会社は、法人税が30％、住民税が約６％および事業税が約８％課さ

れており、これに基づいて計算された標準税率は約40.9％であります。実効税率は、主に損金不算入

項目、評価性引当金の増減額、税率が標準税率より低い海外子会社および国内生命保険事業子会社な

どの要因により標準税率とは相違しております。 

なお、当社および子会社は、当中間連結会計期間より米国財務会計基準審議会解釈指針第48号(法

人税等の不確実性に関する解釈指針―米国財務会計基準書第109号の解釈指針)を適用しております

((ac)参照)。 



(j) 資産の証券化 

当社および子会社は、証券化によりリース債権、営業貸付金および投資有価証券を投資家に売却し

ております。証券化においては、売却の対象となる資産を信託または特別目的会社に譲渡し、その資

産を担保とした信託受益権および証券を発行し売却します。当社および子会社は対象となる資産に対

する支配を放棄した時点で、売却として会計処理しております。証券化による資産の売却時には、資

産の帳簿価額を売却した部分と継続して保有する部分にそれぞれの公正価額に基づき割り当てます。

証券化による売却損益は、売却による純回収額と売却資産に割り当てられた帳簿価額の差額により認

識されます。証券化による損益はファイナンス・リース収益、貸付金および有価証券利息または有価

証券等仲介手数料および売却益に含まれております。 

継続して保有する持分には、優先持分、劣後持分、スプレッド資産および現金担保が含まれており

ます。継続して保有する持分は、当初、公正価額に基づき、当該資産に割り当てられた帳簿価額によ

り計上され、その後は定期的に公正価額の評価をしております。継続して保有する持分の公正価額が

帳簿価額を下回った際にその下落が一時的でない場合には、当社および子会社は継続して保有する持

分の価値が減損したと考え、公正価額まで評価損を計上いたします。 

継続して保有する持分の公正価額は、将来の予想キャッシュ・フローを、予想される貸倒率、割引

率および期限前返済率を含む経営陣が見積もった鍵となる前提条件をもとに現在価値に割り引くこと

によって見積もっております。 

(k) デリバティブ 

当社および子会社は米国財務会計基準書第133号(デリバティブおよびヘッジ活動に関する会計処理

(基準書第138号、149号および第155号により一部改訂))を適用しており、保有するすべてのデリバテ

ィブは公正価額で連結貸借対照表に計上されます。計上された後の公正価額変動の会計処理は、デリ

バティブの保有目的と、ヘッジ会計の要件を満たしているかどうかによって異なります。ヘッジ以外

の目的で保有されるデリバティブの公正価額の変動は、連結損益計算書に計上されます。ヘッジ目的

で保有されるデリバティブについては、さらにそのヘッジ活動の種類に応じて、連結損益計算書上で

ヘッジ対象資産および負債の公正価額変動を相殺するか、その他の包括利益(損失)累計額に計上され

ることになります。 

認識された資産および負債、もしくは未認識確定契約の公正価額の変動に対するヘッジ(公正価値

ヘッジ)の目的でデリバティブを保有している場合、当該デリバティブの公正価額の変動は、ヘッジ

対象の公正価額変動から生じる損益とともに、損益に計上されます。 

予定取引、または認識された資産、負債に関連して発生するキャッシュ・フローの変動に対するヘ

ッジ(キャッシュ・フロー・ヘッジ)の目的でデリバティブを保有する場合、当該デリバティブの公正

価額の変動は、デリバティブがヘッジとして有効である範囲において、指定されたヘッジ対象のキャ

ッシュ・フローの変動が損益に影響するまで、その他の包括利益(損失)累計額に計上されます。 

外貨の公正価額またはキャッシュ・フローに対するヘッジ(外貨ヘッジ)の目的でデリバティブを保

有する場合、当該デリバティブの公正価額の変動は、ヘッジ活動が公正価値ヘッジかキャッシュ・フ

ロー・ヘッジであるかにより、損益またはその他の包括利益(損失)累計額に計上されます。しかしな

がら、デリバティブが海外子会社の純投資のヘッジとして利用された場合、その公正価額の変動は、

ヘッジが有効である範囲において、その他の包括利益(損失)累計額に含まれている為替換算調整勘定

に計上されます。 



トレーディング目的のようなヘッジ以外の目的で保有されるデリバティブの公正価額変動、または

ヘッジ目的で保有されているデリバティブの公正価額変動のうち、ヘッジに有効でない部分は損益に

計上されます。 

当社および子会社はすべてのヘッジ活動の開始にあたり、ヘッジ関係とヘッジ活動の詳細を文書化

しております。また、当社および子会社はその開始時点およびその後も継続的に、ヘッジ関係が有効

であるかどうかを評価しております。デリバティブがヘッジとして有効でないと判断された場合、ヘ

ッジ会計は中止されます。 

(l) 年金制度 

当社および一部の子会社は、実質的に全従業員を対象とした拠出型および非拠出型の年金制度を採

用しております。これらの年金制度は、米国財務会計基準書第87号(事業主の年金会計)に従い、割引

率、昇給率、年金資産長期期待収益率およびその他の見積もりを前提とした年金数理計算に基づく年

金費用を計上しております。 

また、これらの年金制度は、米国財務会計基準書第158号(給付建年金および他の退職後給付制度に

関する雇用主の会計処理―米国財務会計基準書第87号、88号、106号および第132号(Ｒ)の改訂―)の

積立状況の認識および開示に関する規定に従い、年金資産の公正価額と給付債務の差額として測定さ

れる年金制度の積立状況を連結貸借対照表において認識するとともに、当該積立状況の変動は、その

変動が発生した連結会計年度にその他の包括利益(損失)として認識しております。 

(m) 株式による報酬制度 

当社および子会社は、米国財務会計基準書第123号(2004年改訂)(以下、基準書第123号改訂版)(株

式に基づく支払)を適用しております。この基準書第123号改訂版は、会計原則審議会意見書第25号

(従業員に発行した株式の会計処理)および諸解釈を廃止し、米国財務会計基準書第123号(株式に基づ

く報酬の会計処理)を改訂しており、限定的な例外を除き、株式に基づく報酬費用を従業員が提供す

るサービスの対価として、付与日の公正価額に基づいて測定することを要求しております。その費用

は、サービスを提供する期間にわたって認識されます。 

(n) 株式の分割 

平成13年10月１日より前に行われた株式分割については、日本の旧商法の規定に基づき、額面金額

と同額を資本剰余金から資本金へ組み入れる処理を行っております。すでに額面超過額を資本金に組

み入れている場合には、当該会計処理は行われません。この会計処理方法は、日本で一般的に認めら

れている会計慣行に従った処理であります。 

なお、平成13年10月１日より施行された改正旧商法および平成18年５月１日より施行された会社法

では、旧商法の規定に基づく上記の会計処理は不要となっております。 

米国で同様の株式分割が行われた場合には株式配当として考えられ、発行株式の時価相当額をその

他の利益剰余金から資本金および資本剰余金へ振り替え、資本金を額面額で、資本剰余金を時価の額

面超過額で、それぞれ増加させることとなっております。 

平成13年10月１日より前に行われた株式分割をこの方法により会計処理した場合、当中間連結会計

期間末において、資本剰余金がおよそ24,674百万円増加し、その他の利益剰余金が同額減少します。

資本の部の合計額は変わりません。平成12年５月19日に行われた株式分割については、米国において

一般に公正妥当と認められた会計基準に基づく株式配当とは考えていないため、上記の総額から除か

れております。 



(o) 現金および現金等価物 

現金および現金等価物は、手元現金、銀行預金および取得日から３か月以内に満期を迎える流動性

の高い短期投資を含んでおります。 

(p) 使途制限付現金 

使途制限付現金には、顧客分別金信託に基づき他の資産から分別された現金、サービサー契約に関

連した預金およびノンリコースローンの回収口座預金が含まれております。 

(q) その他営業資産 

その他営業資産は、主にゴルフ場、ホテルおよび研修所などの運営資産であり、減価償却累計額控

除後の価額で計上しております。減価償却方法は、主として当該資産の見積耐用年数を償却期間とし

た定額法であり、減価償却累計額は前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計

年度末現在、それぞれ11,092百万円、17,401百万円および16,035百万円であります。見積耐用年数の

長期間は、建物が50年、構築物が56年、その他が20年であります。 

(r) その他受取債権 

その他受取債権は、主にファイナンス・リース契約に関する固定資産税・保守料・保険料の立替

金、リース物件売却による受取債権であります。 

(s) 棚卸資産 

棚卸資産は、主に販売用不動産の開発のための前渡金および完成在庫(契約後、引き渡しされるま

での物件を含む)を含んでおります。販売用資産前渡金については減損考慮後の原価法、完成在庫に

ついては低価法により評価しております。前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連

結会計年度末現在、販売用資産前渡金は、それぞれ144,927百万円、223,975百万円および200,840百

万円、完成在庫は、それぞれ13,254百万円、11,452百万円および15,310百万円であります。 

(t) 社用資産 

社用資産は、減価償却累計額控除後の価額で計上し、当該資産の見積耐用年数を償却期間とした定

率法または定額法により減価償却を行っております。減価償却累計額は前中間連結会計期間末、当中

間連結会計期間末および前連結会計年度末現在において、それぞれ34,291百万円、36,269百万円およ

び34,724百万円であります。見積耐用年数の 長期間は、建物および構築物が62年、備品等が20年で

あります。 

(u) その他資産 

その他資産は、主に買収により計上された営業権およびその他の無形資産((v)参照)、契約期間に

わたり償却をしている保険募集費用の繰延額、不動産賃借に係わる保証金、リース物件購入に関連し

た前渡金および賃貸不動産の建設に係わる前渡金であります。 



(v) 営業権およびその他の無形資産 

当社および子会社は米国財務会計基準書第141号(企業結合)および米国財務会計基準書第142号(営

業権および他の無形資産)を適用しております。 

基準書第141号は、すべての企業結合をパーチェス法により処理することを求めており、持分プー

リング法により処理することは認められません。また、企業結合により獲得される無形資産が、２つ

の基準(契約または法的基準および分離可能基準)のうちの１つに該当する場合には、営業権から分離

して認識することを求めております。 

基準書第142号は、無形資産(企業結合により取得されたものを除く)の取得時の処理を規定してお

り、また営業権およびその他の無形資産の取得後の処理についても取り扱っています。営業権および

不確定の耐用年数を持つ無形資産は償却を行わず、少なくとも年１回の減損テストを行います。確定

した耐用年数を持つ無形資産は、その耐用年数にわたって償却を行い、米国財務会計基準書第144号

(長期性資産の減損または処分の会計処理)に基づき減損テストを行っております。 

営業権の残高は前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在でそれ

ぞれ77,393百万円、88,585百万円および83,967百万円となっております。 

(w) 支払手形および未払金等 

支払手形および未払金等には、デリバティブに係わる支払勘定、保証契約に係わる債務などが含ま

れております。 

(x) 支払利息の資産計上 

当社および子会社は、建設期間中の特定の長期不動産開発プロジェクトに関連する支払利息の資産

計上を行なっております。 

(y) 広告宣伝費 

広告宣伝費は、発生主義により計上しております。 

(z) 非継続事業 

当社および子会社は米国財務会計基準書第144号(長期性資産の減損または処分の会計処理)を適用

しています。基準書第144号では従来の非継続事業の範囲を拡大し、独立した 小キャッシュ・フロ

ーの単位で重要な継続的関与のないものについて非継続事業として扱うこととなっております。重要

な継続的関与がなく売却された、または売却等による処分予定の子会社および事業ならびに一部の不

動産に関する中間連結財務諸表および連結財務諸表上の過年度の損益を組替再表示しております。 

(aa) １株当たり利益 

基本的１株当たり利益は、継続事業からの利益および中間(当期)純利益を各年度の期中普通株式加

重平均残高で除して計算します。希薄化後１株当たり利益は、新株発行や株式への転換をもたらす権

利の行使や約定の履行を考慮の上算定しております。また、１株当たり利益は株式分割および株式配

当を考慮し、遡及して調整しております。 

なお、米ドル建転換制限条項付転換社債型新株予約権付割引社債については、発生問題専門委員会

のEITF第04-８号(潜在株式調整後１株当たり利益に与える条件付転換債券の影響)を適用しておりま

す。 



(ab) 子会社および関連会社による株式発行 

子会社および関連会社が第三者に株式を発行した場合、当社および子会社の保有する子会社および

関連会社に対する持分比率は減少しますが、当社および子会社の１株当たりの平均投資簿価と異なる

価格で株式が発行された時には、当社および子会社は、保有する子会社および関連会社に対する投資

簿価を修正し、その増減額を持分比率が変動した連結会計年度の損益として認識しております。 

(ac) 新たに公表された会計基準 

平成18年６月、米国財務会計基準審議会解釈指針第48号(法人税等の不確実性に関する解釈指針―

米国財務会計基準書第109号の解釈指針)が公表されました。この解釈指針は、税務申告書において採

用するあるいは将来採用するであろう税務上の見解について、連結財務諸表上での認識基準および測

定方法を規定することにより、連結財務諸表上で認識される法人税等の不確実性の会計処理を明確に

しております。また、この解釈指針は認識の中止、計上区分、利息や課徴金、期中の会計処理、開示

および移行措置についての指針を提供しています。この解釈指針は、平成18年12月15日より後に開始

する連結会計年度から適用されます。したがって、当社および子会社は、当中間連結会計期間よりこ

の解釈指針を適用しており、この解釈指針適用による当社および子会社の経営成績および財政状態へ

の影響は軽微です。 

なお、当中間連結会計期間において新たに公表された会計基準は、当社および子会社の経営成績お

よび財政状態への重要な影響はないと考えております。 

(ad) 表示区分の変更について 

前中間連結会計期間の中間連結財務諸表は、当中間連結会計期間の表示に合わせて、一部の金額に

ついて表示区分の変更を行っております。 

  



次へ 

３ キャッシュ・フローに関する情報 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度における現金支払額は以下のとおり

であります。 

  

 
現金支出を伴わない投資活動および財務活動は連結キャッシュ・フロー計算書に記載されておりませ

ん。現金支出を伴わない投資活動として、前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計

年度において当社および子会社は会社買収に伴いそれぞれ7,793百万円、1,674百万円および12,468百万

円の負債を引き受けました。現金支出を伴わない財務活動として、前中間連結会計期間、当中間連結会

計期間および前連結会計年度においてそれぞれ924百万円、4,208百万円および14,288百万円の転換社債

型新株予約権付社債が普通株式に転換されました。 

  

４ ファイナンス・リース投資 

前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在のファイナンス・リース

投資の内訳は以下のとおりであります。 

  

 
基本リース料(買取保証付残存価額を含む)の前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前

連結会計年度末現在における回収予定額は以下のとおりであります。 

  

 
前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度において、ファイナンス・リース資

産の処分に係わる重要な損益は生じておりません。 

  

前中間連結会計期間
(百万円)

当中間連結会計期間
(百万円)

前連結会計年度 
(百万円)

現金支払額：

 支払利息 40,603 58,606 88,671

 法人税等 51,423 83,357 94,718

前中間連結会計期間末
(百万円)

当中間連結会計期間末
(百万円)

前連結会計年度末 
(百万円)

基本リース料 1,532,306 1,334,578 1,350,622

見積残存価額 58,709 55,500 55,983

初期直接費用 15,111 12,561 13,295

未実現リース益 △172,535 △162,064 △161,496

合計 1,433,591 1,240,575 1,258,404

前中間連結会計期間末
(百万円)

当中間連結会計期間末
(百万円)

前連結会計年度末 
(百万円)

一年以内 566,586 494,179 492,721

一年超 965,720 840,399 857,901

合計 1,532,306 1,334,578 1,350,622



５ オペレーティング・リース投資 

前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在における、オペレーティ

ング・リース投資の内訳は以下のとおりであります。 

  

 
オペレーティング・リース資産に含まれる賃貸不動産の売却損益は、連結損益計算書の賃貸不動産売

却益および非継続事業からの損益に区分して表示されております。 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度における、オペレーティング・リー

ス収益に含まれる賃貸不動産以外の売却益は、それぞれ6,515百万円、9,272百万円および12,105百万円

であります。 

オペレーティング・リース契約には解約不能期間があるものがあり、前中間連結会計期間末、当中間

連結会計期間末および前連結会計年度末現在における、解約不能期間中の基本レンタル料回収予定額は

以下のとおりであります。 

  

 
  

前中間連結会計期間末
(百万円)

当中間連結会計期間末
(百万円)

前連結会計年度末 
(百万円)

輸送機器 479,145 577,482 529,654

測定・分析機器、情報関連機器 162,828 176,070 173,336

不動産他 425,409 524,447 477,351

小計 1,067,382 1,277,999 1,180,341

減価償却累計額 △298,361 △346,301 △337,946

  差引残高 769,021 931,698 842,395

未収レンタル料 17,673 21,419 19,654

合計 786,694 953,117 862,049

前中間連結会計期間末
(百万円)

当中間連結会計期間末
(百万円)

前連結会計年度末 
(百万円)

一年以内 113,253 135,341 131,269

一年超 147,814 224,452 214,984

合計 261,067 359,793 346,253



６ 営業貸付金 

前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在における営業貸付金の国

内・海外および種類別内訳は以下のとおりであります。 

  

 
＊ 買取債権とは、当初契約実行時より債務者の信用リスクが悪化し、取得時において契約上要求されている支払額

の全額は回収できないと想定される債権をいい、主として国内の住宅ローン債権および法人(不動産業、商工業お

よびその他)向け債権が含まれております。 
  

営業貸付金は、カードローンを除き実質的にすべて契約上借り手に担保、あるいは保証人を設定して

行われております。 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度における連結損益計算書の貸付金お

よび有価証券利息には、それぞれ83,839百万円、101,776百万円および181,972百万円の貸付金利息が含

まれております。 

貸付債権のうち、予測可能な将来において第三者へ売却または証券化を予定しているものは売却予定

の貸付債権とみなされ、低価法で評価されます。当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在、

営業貸付金にはそれぞれ87,426百万円および52,811百万円の売却予定貸付債権が含まれております。 

  

前中間連結会計期間末
(百万円)

当中間連結会計期間末
(百万円)

前連結会計年度末 
(百万円)

国内貸付：

個人向け―

住宅ローン 641,423 667,272 627,659

カードローン 330,492 345,096 335,288

その他 88,236 78,697 92,666

  小計 1,060,151 1,091,065 1,055,613

法人向け―

不動産業 529,241 772,346 620,946

商工業およびその他 1,164,741 1,419,976 1,302,595

  小計 1,693,982 2,192,322 1,923,541

海外貸付(法人その他) 300,489 339,757 304,391

買取債権 ＊ 183,175 181,422 191,959

初期直接費用 14,477 14,457 14,822

合計 3,252,274 3,819,023 3,490,326



前へ   次へ 

７ 貸倒引当金 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度の貸倒引当金の推移は以下のとおり

であります。 

  

 
＊ その他には為替相場の変動および非継続事業からの損益への振替額が含まれております。 

  

前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在における貸倒引当金のフ

ァイナンス・リース投資および営業貸付金に対する内訳は以下のとおりであります。 

  

 
米国財務会計基準書第114号(貸付金の減損に関する債権者の会計処理)において、減損した貸付金に

ついては、予想される将来のキャッシュ・フローを当初の契約利率で割り引いた現在価値に基づき評価

することが求められており、実務上は簡便的に債権の市場価額または、担保付のものは担保の公正価額

により評価することが容認されております。１つのグループとして評価される多数の同種小口の貸付金

(契約条件の緩和を行っていない個人向けの住宅ローンおよびカードローンが含まれております)やリー

ス債権はこの評価の対象外になっております。減損した営業貸付金を評価した結果、帳簿価額を下回っ

た場合は貸倒引当金の計上を行っております。 

減損したと考えられる営業貸付金の帳簿価額は前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および

前連結会計年度末現在で、それぞれ85,522百万円、121,144百万円および100,589百万円であり、それら

のうちそれぞれ64,047百万円、74,546百万円および67,934百万円については評価性引当金の設定が必要

となっております。当社および子会社は前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会

計年度末現在でそれぞれ27,251百万円、31,113百万円および29,189百万円の評価性引当金を計上してお

ります。この評価性引当金は、連結貸借対照表上、貸倒引当金に含めております。 

  
  

前中間連結会計期間
(百万円)

当中間連結会計期間
(百万円)

前連結会計年度 
(百万円)

期首残高 97,002 89,508 97,002

繰入額 3,557 14,132 13,798

取崩額 △12,475 △8,302 △23,389

繰り戻し額 1,559 870 2,059

その他 ＊ 181 △384 38

期末残高 89,824 95,824 89,508

前中間連結会計期間末
(百万円)

当中間連結会計期間末
(百万円)

前連結会計年度末 
(百万円)

区分：

ファイナンス・リース投資 29,553 25,432 25,545

営業貸付金 60,271 70,392 63,963

合計 89,824 95,824 89,508



８ 投資有価証券 

前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在における、投資有価証券

の内訳は以下のとおりであります。 

  

 
その他の有価証券は、主に市場性のない株式、優先出資証券(ともに原価法を採用)および投資ファン

ド(持分法適用)から構成されております。 

前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在における、売却可能有価

証券の主な証券の種類別の償却原価、未実現評価益総額、未実現評価損総額および公正価額の内訳は以

下のとおりであります。 

  

 
  
  

 
  

前中間連結会計期間末
(百万円)

当中間連結会計期間末
(百万円)

前連結会計年度末 
(百万円)

短期売買目的有価証券 53,641 42,825 45,912

売却可能有価証券 466,506 791,305 649,897

その他の有価証券 190,980 200,207 179,772

合計 711,127 1,034,337 875,581

前中間連結会計期間末

償却原価 
(百万円)

未実現
評価益総額 
(百万円)

未実現
評価損総額 
(百万円)

公正価額 
(百万円)

売却可能有価証券：

日本および海外の国債 11,259 49 △21 11,287

日本および海外の地方債 18,350 16 △334 18,032

社債 222,450 1,808 △2,151 222,107

モーゲージ担保証券 
およびその他資産担保証券

138,955 12,824 △175 151,604

持分証券 26,698 36,902 △124 63,476

合計 417,712 51,599 △2,805 466,506

当中間連結会計期間末

償却原価 
(百万円)

未実現
評価益総額 
(百万円)

未実現
評価損総額 
(百万円)

公正価額 
(百万円)

売却可能有価証券：

日本および海外の国債 26,092 71 △9 26,154

日本および海外の地方債 28,996 95 △178 28,913

社債 257,812 1,333 △1,956 257,189

モーゲージ担保証券 
およびその他資産担保証券

348,296 10,874 △375 358,795

持分証券 47,783 74,091 △1,620 120,254

合計 708,979 86,464 △4,138 791,305



  

 
前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度における連結損益計算書の貸付金お

よび有価証券利息にはそれぞれ10,963百万円、10,722百万円および19,559百万円の有価証券利息が含ま

れております。 

  

９ 特別目的事業体を利用した取引 

当社および子会社は、通常の営業活動において特別目的会社、組合および信託(以下、「ＳＰＥ」と

いう。)を利用しております。これらのＳＰＥは、必ずしも議決権が存在するわけではなく、議決権に

より支配されているわけではありません。米国財務会計基準審議会解釈指針第46号(2003年12月改訂)

(変動持分事業体の連結)は、企業による解釈指針の適用範囲のＳＰＥの連結について取り扱っておりま

す。一般的に適用範囲のＳＰＥは、(a)リスクを負担する出資の合計が、出資者を含む他者からの追加

的な劣後金融支援なしでは営業活動のための資金調達を行うのに十分ではないか、(b)リスクを負担す

る出資者がグループとして(1)直接または間接的に事業体の活動の意思決定を行う議決権または同様の

権利、(2)事業体の予想損失を引き受ける義務、または、(3)事業体の予想残余利益を受け取る権利、を

持っておりません。解釈指針には、いくつかの除外事項があります。解釈指針の適用範囲の事業体は変

動持分事業体(ＶＩＥ)と呼ばれます。予想損失の過半数を負担するまたは予想残余利益の過半数を享受

するまたはその両方の変動持分保有者は、事業体の主たる受益者と定義されます。ＶＩＥは、主たる受

益者により連結されます。 

当社および子会社にとって重要なＳＰＥの情報は以下のとおりであります。 

前連結会計年度末

償却原価 
(百万円)

未実現
評価益総額 
(百万円)

未実現
評価損総額 
(百万円)

公正価額 
(百万円)

売却可能有価証券：

日本および海外の国債 1,200 74 △14 1,260

日本および海外の地方債 27,376 45 △256 27,165

社債 254,648 1,743 △1,547 254,844

モーゲージ担保証券 
およびその他資産担保証券

232,059 12,324 △147 244,236

持分証券 39,964 83,307 △879 122,392

合計 555,247 97,493 △2,843 649,897



(a) 顧客の資産の流動化のためのＳＰＥ 

当社および子会社は、顧客の特定の資産の流動化に基づきストラクチャードファイナンスを行う際

にＳＰＥを利用します。ＳＰＥは、典型的には顧客からの倒産隔離のストラクチャーを提供するため

に使用され、ＳＰＥを利用した取組は、顧客からの要請によるものです。そのような顧客から流動化

用の資産を取得するＳＰＥは、金融機関よりノンリコースローンを借り入れ、顧客より出資を受けま

す。流動化対象資産からのキャッシュ・フローにより、ＳＰＥはローンを返済し、十分な資金があれ

ば、出資者に分配を行います。 

当社および子会社は、そのようなＳＰＥに対しノンリコースローン供与および特定社債の購入、出

資を行っており、前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在、ノン

リコースローンおよび特定社債の残高はそれぞれ27,401百万円、11,530百万円および26,492百万円と

なっており、出資残高はそれぞれ10,451百万円、15,789百万円および13,757百万円となっておりま

す。当社および子会社のリスクは、これらの貸付金、社債および出資の額に限定されております。 

これらのＳＰＥのうち、連結となったものはありません。 

(b) 顧客の不動産購入および不動産開発のためのＳＰＥ 

顧客、当社および子会社は、不動産の取得および開発プロジェクトのために設立されたＳＰＥを使

用します。このような場合、顧客は、顧客から倒産隔離されたＳＰＥを設立し、出資を行います。Ｓ

ＰＥは、不動産の取得および開発プロジェクトを行います。 

当社および子会社は、そのようなＳＰＥに対し、ノンリコースローン供与および特定社債の購入、

出資を行っており、前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在、ノ

ンリコースローンおよび特定社債の残高はそれぞれ11,417百万円、43,962百万円および40,360百万円

となっており、出資残高はそれぞれ20,656百万円、51,141百万円および33,920百万円となっておりま

す。一方、上記のうち連結されなかったＳＰＥに対するノンリコースローンおよび特定社債の残高

は、前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在、それぞれ5,072百

万円、34,520百万円および33,636百万円となっており、出資残高はそれぞれ9,148百万円、42,808百

万円および22,539百万円となっております。当社および子会社のリスクは、これらの貸付金、社債お

よび出資の額に限定されております。 

これらのＳＰＥのうち連結となったものの総資産は、前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間

末および前連結会計年度末現在、それぞれ29,477百万円、22,696百万円および24,015百万円であり、

連結貸借対照表上、主にオペレーティング・リース投資およびその他営業資産に含まれております。

連結となったＳＰＥのうちの一部は、外部の金融機関よりノンリコースローンにより資金調達を行

っており、前中間連結会計期間末において、10,248百万円のＳＰＥの資産を担保に供しておりました

が、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在において、外部の金融機関からの借入がない

ため担保に供しているＳＰＥの資産はありません。ノンリコースローンの貸し手は、当社および子会

社の他の資産に対して請求権を持っておりません。 



(c) 不動産関連事業に関連して当社および子会社が不動産を取得するためのＳＰＥ 

当社および子会社は、不動産に必要な管理業務を簡略化するためＳＰＥを設立して不動産を取得し

ます。当社および子会社は、議決権を保有しない場合でも、そのようなＳＰＥの劣後持分が実質的に

すべて当社および子会社に対して発行されていることにより、当社および子会社のために支配され、

利用されているので、ＳＰＥを連結しております。 

そのようなＳＰＥの総資産は、前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年

度末現在、それぞれ92,565百万円、155,354百万円および118,499百万円であります。これらの総資産

は、前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在の連結貸借対照表

上、主にオペレーティング・リース投資およびその他営業資産に含まれております。 

一部のＳＰＥは、外部の金融機関よりノンリコースローンにより資金調達を行っており、前中間連

結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在、それぞれ24,679百万円、56,943

百万円および24,380百万円のＳＰＥの資産を担保に供しております。ノンリコースローンの貸し手

は、当社および子会社の他の資産に対して請求権を持っておりません。 

(d) 企業の再生支援事業のためのＳＰＥ 

金融機関、当社および子会社は、企業の再生支援事業のために設立されたＳＰＥを使用します。Ｓ

ＰＥは、金融機関を含む顧客、当社および子会社から出資を受け、再生の可能性のある企業向けの貸

付債権を買い取ります。債権回収業務は主に当社の子会社が行います。 

当社および子会社は、このようなＳＰＥの出資持分の大部分を保有しているため、ＳＰＥを連結し

ております。 

そのようなＳＰＥの総資産は、前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年

度末現在、それぞれ13,367百万円、22,471百万円および23,601百万円であり、連結貸借対照表上、主

に営業貸付金に含まれております。 

上記ＳＰＥの一部は、外部の金融機関よりノンリコースローンにより資金調達を行っており、前中

間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在、それぞれ3,074百万円、

1,172百万円および1,250百万円のＳＰＥの資産を担保に供しております。ノンリコースローンの貸し

手は、当社および子会社の他の資産に対して請求権を持っておりません。 



前へ   次へ 

(e) 貸付債権を購入するためのＳＰＥ 

当社は、貸付債権を買い取るためにＳＰＥを利用します。ＳＰＥは顧客により設立され、顧客の保

有する債権を信託財産として受け入れます。債権回収業務は顧客が行います。 

当社は、このようなＳＰＥの信託受益持分のすべてを顧客より買い取っているため、ＳＰＥを連結

しております。 

そのようなＳＰＥの総資産は、前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年

度末現在、145,834百万円、126,601百万円および131,127百万円であり、連結貸借対照表上、主に営

業貸付金に含まれております。 

(f) 有価証券投資を行うためのＳＰＥ 

当社および子会社は、主に株式や債券に投資するさまざまなＳＰＥいわゆる投資ファンドの持分を

取得しております。これらのＳＰＥは、当社および子会社から独立している運営会社等によって管

理・運営されております。 

これらのうち一部のＳＰＥについては、当社が出資持分の大部分を保有しているために連結してお

ります。 

そのようなＳＰＥの総資産は当中間会計期間末および前連結会計年度末現在、32,618百万円および

33,912百万円であり、連結貸借対照表上、主にその他営業資産および関連会社投資に含まれておりま

す。 

(g) 組合ストラクチャー 

日本において、当社の子会社は自らの子会社のＳＰＥが営業者となっている組合として知られる契

約構造を利用した投資商品を顧客に提供しています。第三者にリースする目的の飛行機またはその他

大型の物件を購入するための資金調達の手段として、当社および子会社は、組合の組成に必要な資金

を部分的に提供する投資家に組合商品を組成し販売します。残りの購入資金は、単独または複数の金

融機関からノンリコース借入を組合が行います。組合投資家および組合への貸し手は、購入および賃

貸活動に関する組合の経済的なリスクおよびリワードを留保しており、すべての関連した利益または

損失は、組合の投資家の財務諸表に計上されます。当社および子会社は、商品の組成および販売に責

任を持ち、サービサーおよび組合の業務の管理者となります。組成および管理に対する報酬は、連結

財務諸表に認識されます。当社および子会社は、組合または関係するＳＰＥに関する保証、その他の

財務上の重要な責任またはエクスポージャーを持っておりません。 

これらのＳＰＥの多くについては、当社および子会社が主たる変動持分を保有していないため連結

しておりません。 

  



10 関連会社投資 

前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在の関連会社投資の内訳は

以下のとおりであります。 

  

 
当 社 は、当 中 間 連 結 会 計 期 間 に お い て、当 社 が 保 有 す る 韓 国 の 生 命 保 険 会 社 で あ る

Korea Life Insurance Co.,Ltd.(大韓生命保険株式会社)の株式120,700,000株(17％)全部について、韓

国のハンファグループへ売却いたしました。 

前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在において、持分法によっ

て評価されている全ての関連会社の財務諸表を合算・要約したものは次のとおりです。(関連会社の経

営成績の数値は、当社および子会社が投資した日以降の利用可能な財務諸表の期間について反映してお

ります。) 

  

 
  

前中間連結会計期間末
(百万円)

当中間連結会計期間末
(百万円)

前連結会計年度末 
(百万円)

株式(持分法評価額) 335,995 301,343 356,895

貸付金 8,942 10,251 10,867

合計 344,937 311,594 367,762

前中間連結会計期間末
(百万円)

当中間連結会計期間末
(百万円)

前連結会計年度末 
(百万円)

経営成績：

営業収益 1,058,344 1,148,450 2,128,620

税引前中間(当期)
純利益

94,103 145,338 199,030

中間(当期)純利益 74,405 101,487 148,643

財政状態：

総資産 8,422,434 3,246,290 8,970,148

負債合計 7,454,480 2,342,393 7,912,866

株主資本 967,954 903,897 1,057,282



11 その他の営業 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度におけるその他の営業収入およびそ

の他の営業費用の内訳は以下のとおりであります。 

その他の営業収入： 

 
  

その他の営業費用： 

 
その他の項目は、ゴルフ場、ホテル、研修所からの収入および費用、不動産関連ビジネスからの営業

損益、保険およびその他金融商品販売に係る手数料などであり、これらは前中間連結会計期間、当中間

連結会計期間および前連結会計年度において、その他の営業収入および費用の10％を超えるものではあ

りません。 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度において、その他営業資産に含まれ

る運営資産の売却による重要な損益は生じておりません。 

  

12 販売費および一般管理費 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度における販売費および一般管理費の

内訳は以下のとおりであります。 
  

 
  

前中間連結会計期間
(百万円)

当中間連結会計期間
(百万円)

前連結会計年度 
(百万円)

建物総合管理および建築・設備工
事などの関連サービスの収入

15,524 17,950 37,119

自動車リースのリース物件に係る
メンテナンスサービスからの収入

20,943 21,949 43,254

Ｍ＆Ａ、財務アドバイザリーおよ
び財務リストラクチャリング業務
に係る手数料収入およびその他関
連収入

22,875 22,320 55,170

その他 65,011 83,432 144,231

合計 124,353 145,651 279,774

前中間連結会計期間
(百万円)

当中間連結会計期間
(百万円)

前連結会計年度 
(百万円)

建物総合管理および建築・設備工
事などの関連サービスの費用

14,131 15,839 34,511

自動車リースのリース物件に係る
メンテナンスサービスからの費用

15,629 17,222 33,361

その他 35,061 49,297 79,821

合計 64,821 82,358 147,693

前中間連結会計期間
(百万円)

当中間連結会計期間
(百万円)

前連結会計年度 
(百万円)

人件費 65,162 68,289 140,799

販売費 16,285 19,875 35,806

管理費 35,740 42,811 72,804

減価償却費 1,856 2,103 4,007

合計 119,043 133,078 253,416



13 年金制度 

当社および一部の子会社は、実質的に全従業員を対象とした拠出型および非拠出型の年金制度を採用

しております。拠出型年金制度には、確定給付型と確定拠出型があります。この制度により従業員は、

定年退職時に一括で退職金を受け取るか、分割で年金を受け取る権利が付与されております。確定給付

型年金制度には勤続年数と退職時の給与に基づいて支払金額を決定するもの( 終給与比例方式による

制度)およびキャッシュバランスプランがあります。 

当社および子会社の積立方針は、年金数理計算された金額を毎年積み立てるというものであります。

年金資産は主として債券や市場性のある株式で運用されております。 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度の期間純年金費用の内訳は以下のと

おりであります。 

  

 
  

14 長期性資産評価損 

米国財務会計基準書第144号(長期性資産の減損または処分の会計処理)に従って、当社および子会社

は、減損していることを示唆する状況や環境の変化が生じた資産について回収可能性の判定を実施して

おります。当該資産の利用や 終処分の結果から得られる割引前見積将来キャッシュ・フローが帳簿価

額より低い場合は、帳簿価額の回収が困難であるとみなし、見積公正価額が帳簿価額を下回る場合に

は、見積公正価額まで評価減しております。公正価額は、同種の資産の売却を含む 近の取引事例やそ

の他の評価技法に基づき、独立した鑑定機関や内部の鑑定士によって評価されます。 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度において、当社および子会社は、長

期性資産の帳簿価額と見積公正価額との差異について、それぞれ1,318百万円、20百万円および3,163百

万円の評価損を認識し、長期性資産評価損および非継続事業からの損益として計上いたしました。 

 なお、当中間連結会計期間の評価損は全て「不動産関連ファイナンス事業」セグメントで計上されて

おります。評価損の詳細は以下のとおりであります。 

独身寮―当社および子会社は、国内において企業に独身寮を賃貸する事業を行っております。前中間

連結会計期間および前連結会計年度において、当社および子会社は独身寮の減損額として、それぞれ

366百万円および1,558百万円の評価損を計上いたしました。当中間連結会計期間において、独身寮に関

する評価損は計上しておりません。 

その他―当社および子会社はゴルフ場、オフィスビル、ホテルおよび商業施設、賃貸マンション等の

不動産を所有しております。前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度におい

て、当社および子会社はこれらの不動産に関して、それぞれ952百万円、20百万円および1,605百万円の

評価損を計上いたしました。 

  

前中間連結会計期間
(百万円)

当中間連結会計期間
(百万円)

前連結会計年度 
(百万円)

勤務費用 1,301 1,376 2,630

利息費用 605 638 1,228

年金資産の期待収益 △962 △1,077 △1,932

移行時債務の当期償却額 1 △1 2

年金数理上の純損失の当期償却額 145 15 302

過去勤務費用の当期償却額 △604 △604 △1,209

制度の縮小および制度の清算 ― ― 2

  期間純年金費用 486 347 1,023



15 非継続事業 

当社および子会社は、米国財務会計基準書第144号(長期性資産の減損または処分の会計処理)に従っ

て、当社および子会社が売却した事業に重要な継続的関与がない場合、売却した当該子会社および事業

の損益を非継続事業として組替えております。この基準に基づき、当社および子会社は売却した子会社

および事業に係る売却益および事業活動から生じた損益ならびに売却または売却等による処分予定の不

動産に係る売却益、賃料収入およびその他の費用について連結損益計算書上、非継続事業からの損益と

して報告しております。それらの事業および不動産から生じた前中間連結会計期間および前連結会計年

度の収益および費用につきましても同様に連結損益計算書上組替再表示しております。 

当社および子会社は、前中間連結会計期間に企業再生ビジネスの一環として保有していた国内子会社

を売却し、前連結会計年度に企業再生ビジネスの一環として保有していた国内子会社および大洋州にあ

るマージン事業部門を売却いたしました。これらの売却の結果、当社および子会社は当該子会社および

事業の売却に関して、それぞれ合計で171百万円および5,666百万円の売却益を計上しております。ま

た、当社は欧州にある連結子会社について当中間連結会計期間に清算手続を開始いたしました。 

当社および子会社は、賃貸用の商業ビルやオフィスビルなど様々な不動産を所有しています。基準書

第144号に従って、当社および子会社が売却した不動産に重要な継続的関与がない場合、売却または売

却による処分予定の不動産の取引を非継続事業として組替えております。前中間連結会計期間、当中間

連結会計期間および前連結会計年度において、当社および子会社はこのような賃貸不動産に関してそれ

ぞれ4,991百万円、29,089百万円および10,999百万円の売却益を計上しております。さらに、当社およ

び子会社は売却処分を意思決定した重要な継続的関与がない不動産について、前中間連結会計期間末、

当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在の連結貸借対照表上、それぞれ12,366百万円、

10,107百万円および12,529百万円を、主にオペレーティング・リース投資に含めております。 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度の非継続事業からの損益は以下のと

おりであります。 

  

 
  

前中間連結会計期間
(百万円)

当中間連結会計期間
(百万円)

前連結会計年度 
(百万円)

営業収益 14,712 35,823 28,481

非継続事業からの損益 6,964 29,714 18,370

法人税等 △2,802 △12,108 △7,100

非継続事業からの損益 
(税効果控除後)

4,162 17,606 11,270
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16 １株当たり情報 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度の基本的および希薄化後１株当たり

利益の調整計算は以下のとおりであります。 

  

 
  

 
  

 
前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在における１株当たり株主

資本は、以下のとおりであります。 

  

 
  

前中間連結会計期間
(百万円)

当中間連結会計期間
(百万円)

前連結会計年度 
(百万円)

継続事業からの利益 86,591 74,402 184,663

希薄化効果：

転換社債 835 650 1,699

希薄化後１株当たり 
利益の計算に用いる 
継続事業からの利益

87,426 75,052 186,362

前中間連結会計期間
(千株)

当中間連結会計期間
(千株)

前連結会計年度 
(千株)

加重平均株式数 90,039 91,436 90,260

希薄化効果：

新株引受権および新株予約権 810 514 764

転換社債 3,298 2,423 3,215

自己株式 113 66 102

希薄化後１株当たり 
利益の計算に用いる 
加重平均株式数

94,260 94,439 94,341

前中間連結会計期間
(円)

当中間連結会計期間
(円)

前連結会計年度 
(円)

１株当たり 
継続事業からの利益：

基本的 961.71 813.70 2,045.89

希薄化後 927.50 794.72 1,975.40

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末

１株当たり株主資本 (円) 11,470.78 13,832.97 13,089.83



17 デリバティブとヘッジ活動 

(a) リスク管理方針 

当社および子会社は、資産・負債管理により金利リスクを管理しております。金利変動により不利

な影響が及ばないように金利リスクをヘッジするためにデリバティブを利用しています。金利変動の

結果、ヘッジ対象の資産、負債の公正価額は上昇、または下降しますが、ヘッジ手段のデリバティブ

を利用することにより、総合的に減殺されます。当社および子会社が金利リスク管理の一部として利

用しているデリバティブには、金利スワップ、金利キャップ等があります。 

当社および子会社は、外貨建ての営業取引、海外投資に伴う為替変動リスクに対して、原則的に外

貨建借入、為替予約および通貨スワップ等を利用してヘッジしております。また海外子会社について

も同様に、各地域の資産通貨に合わせて負債を構成することを原則としております。 

デリバティブを利用することにより、当社および子会社は、取引相手方の不履行が起こった場合と

しての信用リスクにさらされております。当社および子会社は、デリバティブの取引相手方も含めて

の取引内容の承認、取引相手方ごとの想定元本、時価、取引の種類等に関するモニタリング等を定期

的に行い、信用リスクを管理しております。 

(b) キャッシュ・フロー・ヘッジ 

当社および子会社は、金利スワップ契約、通貨スワップ契約および先物為替予約を利用して、変動

金利の借入金や予定取引から発生するキャッシュ・フローの変動リスクをヘッジしております。 

(c) 公正価値ヘッジ 

当社および子会社は、金利変動によるリスクおよび為替相場の変動によるリスクをヘッジする目的

で、公正価値ヘッジとして指定されたデリバティブを利用しています。当社および子会社は、外貨建

てのリース債権、営業貸付金等の営業資産および借入金の為替変動リスクをヘッジするために通貨ス

ワップ契約および先物為替予約を利用しております。また、当社および当社の海外子会社が発行する

固定金利のミディアム・ターム・ノートの金利変動に伴う公正価額の変動をヘッジするために金利ス

ワップ契約を利用しております。なお、海外子会社が現地通貨建て以外でミディアム・ターム・ノー

トを発行した場合には、通貨スワップ契約を用いて為替変動リスクをヘッジしております。 

(d) 海外子会社の純投資ヘッジ 

当社は、海外子会社への純投資の為替変動リスクをヘッジする目的で、先物為替予約、海外子会社

の現地通貨による借入金を利用しております。 

(e) トレーディング目的およびその他のデリバティブ 

当社の一部の子会社は、主として先物契約を利用したトレーディング活動を行っております。ま

た、当社および子会社は米国財務会計基準書第133号(デリバティブおよびヘッジ活動に関する会計処

理)のヘッジ会計の要件を満たしていない金利スワップ契約、キャップ契約、先物為替予約をリスク

管理の一環として保有しております。 
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下記の表は、前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在のデリバテ

ィブに関する開示であります。デリバティブの想定元本は契約者間で受け払いされる金額ではないた

め、市場リスクまたは信用リスクを表すものではありません。 
  

 
  

 
  

 
(注) 上記数値は借方残高を示し、△は貸方残高を示しております。 

  

前中間連結会計期間末

想定元本
(百万円)

帳簿価額
(百万円)

見積公正価額
(百万円)

金利リスク管理

金利スワップ契約 357,560 2,387 2,387

キャップの買建 13,773 ― ―

為替リスク管理

先物為替予約 150,934 107 107

先物契約 303 1 1

通貨スワップ契約 105,383 △4,987 △4,987

トレーディング目的のデリバティブ

先物契約 522,098 465 465

オプションの買建 2,637 64 64

オプションの売建 2,458 △28 △28

先物為替予約 21,620 △2 △2

当中間連結会計期間末

想定元本
(百万円)

帳簿価額
(百万円)

見積公正価額
(百万円)

金利リスク管理

金利スワップ契約 374,067 1,809 1,809

キャップの買建 147 1 1

為替リスク管理

先物為替予約 381,502 △1,816 △1,816

先物契約 90 1 1

通貨スワップ契約 263,113 △2,875 △2,875

トレーディング目的のデリバティブ

先物契約 236,183 886 886

オプションの買建 4,860 407 407

オプションの売建 4,075 △156 △156

先物為替予約 22,001 118 118

前連結会計年度末

想定元本
(百万円)

帳簿価額
(百万円)

見積公正価額
(百万円)

金利リスク管理

金利スワップ契約 352,970 2,447 2,447

キャップの買建 13,283 ― ―

為替リスク管理

先物為替予約 149,416 664 664

先物契約 244 2 2

通貨スワップ契約 246,598 △4,272 △4,272

トレーディング目的のデリバティブ

先物契約 583,901 439 439

オプションの買建 893 752 752

オプションの売建 676 △30 △30

先物為替予約 26,086 △6 △6



18 契約債務、保証債務および偶発債務 

契約債務――前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在、当社およ

び子会社が行っているリース資産の買付予約額はそれぞれ17,623百万円、15,642百万円および13,744百

万円であります。 

解約不可能期間中の基本レンタル料の支払予定は以下のとおりであります。 

  

 
当社および子会社は、主に解約可能な事務所の賃貸借契約を締結しており、前中間連結会計期間、当

中間連結会計期間および前連結会計年度に全体でそれぞれ3,850百万円、4,804百万円および8,279百万

円の賃借料を支払っております。 

当社および子会社は、解約不可能なシステム運用・管理のアウトソーシング契約を締結しており、前

中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度に全体でそれぞれ1,572百万円、1,592百

万円および3,166百万円の委託料を支払っております。前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末

および前連結会計年度末現在における今後の支払予定額は以下のとおりです。 

  

 
当社および子会社は、不動産開発案件の見積建設費用に係るコミットメントおよびその他のコミット

メント契約を結んでおり、前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在

の総額はそれぞれ215,379百万円、230,232百万円および231,785百万円であります。 

当社および子会社は、契約上合意された条件に合致する限りにおいて、顧客に将来貸付を行うカード

ローンなどのコミットメント契約およびファンドに将来投資を行うコミットメント契約を結んでおりま

す。未実行枠は前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在、それぞれ

336,864百万円、462,448百万円および371,504百万円であります。 

保証――当社および子会社は、米国財務会計基準審議会解釈指針第45号(保証人の会計処理および保

証に関する開示)に従い、解釈指針第45号に該当する保証契約の公正価額を、契約の開始時点におい

て、連結貸借対照表に負債計上しております。前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前

連結会計年度末現在の、負債計上されている保証契約の帳簿価額と支払限度額は以下のとおりです。 

  

前中間連結会計期間末
(百万円)

当中間連結会計期間末
(百万円)

前連結会計年度末 
(百万円)

一年以内 2,953 3,912 3,299

一年超 13,405 16,263 16,241

合計 16,358 20,175 19,540

前中間連結会計期間末
(百万円)

当中間連結会計期間末
(百万円)

前連結会計年度末 
(百万円)

一年以内 2,771 1,650 2,682

一年超 2,973 2,325 2,885

合計 5,744 3,975 5,567



 
  

 
  

 
住宅ローン保証：当社および子会社は、日本の金融機関が第三者に対し融資した住宅ローンの返済

を保証しております。当社および子会社は、それらのローンの延滞が主として３か月以上になった場

合に、債務者に代わって債務を履行します。住宅ローンには通常、当該不動産が担保として差し入れ

られております。当社および子会社が債務者に代わり債務を履行する場合、当社および子会社はその

担保資産を得ることができます。 

一般個人ローン保証：子会社は、日本の金融機関が行ったカードローン等について、債務者の支払

を保証しております。子会社は、それらのローンの延滞が主として３か月以上になった場合に、その

債務者に代わり債務を履行します。 

事業性資金債務保証：当社および子会社は、金融機関が顧客に対し融資した資金の返済を保証して

おります。当社および子会社は、債務者である顧客が、契約に基づいて元本もしくは利息の支払を行

わなかった場合に、債務者に代わり債務を履行します。一部の契約については、債務者である顧客の

営業資産が融資の担保に差し入れられております。当社および子会社が債務者に代わり債務を履行す

る場合、当社および子会社はその担保資産を得ることができます。また、金融機関が顧客に対し融資

した資金の返済を保証する契約には、一定条件下において、保証履行額が保証料の範囲に限定されて

いる契約が含まれております。前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度

末現在の当該保証契約の総額は、745,200百万円、1,099,200百万円、807,700百万円であり、上表に

含まれる、前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在の保証債務の

帳簿価額は、5,307百万円、10,118百万円、9,315百万円であります。 

保証の種類
前中間連結会計期間末

保証の支払限度額(百万円) 保証債務の帳簿価額(百万円)

住宅ローン保証 30,827 4,819

一般個人ローン保証 21,660 2,171

事業性資金債務保証 273,260 8,136

その他 552 13

合計 326,299 15,139

保証の種類
当中間連結会計期間末

保証の支払限度額(百万円) 保証債務の帳簿価額(百万円)

住宅ローン保証 26,989 4,107

一般個人ローン保証 20,967 2,055

事業性資金債務保証 280,587 15,506

その他 447 7

合計 328,990 21,675

保証の種類
前連結会計年度末

保証の支払限度額(百万円) 保証債務の帳簿価額(百万円)

住宅ローン保証 28,949 4,448

一般個人ローン保証 21,483 2,167

事業性資金債務保証 276,494 15,107

その他 452 10

合計 327,378 21,732
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その他：その他の債務保証契約には、債権の代理回収契約に伴う支払保証があります。この契約に

おいて当社は、第三者の債務を回収し、また回収できなかった場合には債務者に代わり、債権者に支

払を行います。 

訴訟――当社および子会社は通常の営業の中で生じる損害賠償請求に係わっておりますが、経営陣

は当社の財政状態および経営成績に重要な影響を与える訴訟等はないと考えております。 

担保――注記９ 特別目的事業体を利用した取引に記載のＳＰＥが保有している資産に加えて、金

融機関からの長期および短期借入債務には前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連

結会計年度末現在、以下の資産を担保に供しております。 

 
  

この他に、前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在、売却処理さ

れないリース債権および貸付金債権の証券化に伴う支払債務291,609百万円、338,282百万円および

260,529百万円を長期借入債務に計上しております。ファイナンス・リース投資および営業貸付金に含

まれている対象債権はそれぞれ387,377百万円、429,845百万円および387,684百万円、その他資産に含

まれている現金担保はそれぞれ10,061百万円、10,842百万円および7,160百万円であります。 

前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在において、差入保証金等

をそれぞれ6,837百万円、31,290百万円および7,027百万円、主に取引保証金等として差し入れておりま

す。 

債券貸借取引により借り入れている有価証券を取引保証金の代用等として差し入れており、前中間連

結会計期間末および前連結会計年度末における時価は、それぞれ26,254百万円および21,173百万円であ

ります。当中間連結会計期間末現在においては該当するものはありません。 

また、有価証券売買の仲介業務における顧客との契約のもとに売却や担保差入が可能な有価証券を受

け入れており、前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在の時価はそ

れぞれ75,544百万円、58,484百万円および84,856百万円であります。このうち担保に供されているもの

の前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末現在の時価はそれぞれ55,162

百万円、44,378百万円および55,425百万円であります。 

銀行および一部の保険会社からの長期および短期借入債務は、借入契約上、貸し手の要請があった場

合には基本リース債権、営業貸付債権を担保に差し入れることとなっております。しかしながら、今日

まで当社は借入先からそのような要請を受けたことはありません。 

  

  

  

前中間連結
会計期間末 
(百万円)

当中間連結 
会計期間末 
(百万円)

前連結
会計年度末 
(百万円)

基本リース債権、営業貸付債権、将来のレンタル債権 44,210 73,624 70,736

投資有価証券 
(うち、買戻条件付売却による調達額)

76,778
(75,353)

63,479
(63,146)

77,408
(76,769)

関連会社投資 24,932 34,819 30,094

その他営業資産、社用資産(帳簿価額) 13,024 12,417 14,950

合計 158,944 184,339 193,188



19 セグメント情報 

以下に報告されているセグメントの財務情報は、経営陣による業績の評価および経営資源の配分の決

定に定期的に使用されているものです。報告セグメントは、主として、国内事業につきましては事業の

種類によって、海外事業につきましては地域によって分割されています。法人金融サービス事業および

不動産関連ファイナンス事業につきましては、経営管理上は地域の所在および取り扱いの物件等によっ

てさらにいくつかのセグメントに分割されておりますが、取引の性質、顧客のタイプおよび経済環境が

類似しているため合算して報告しております。 

法人金融サービス事業では主にリース事業、融資事業および金融商品販売などの手数料ビジネスを行

っております。自動車事業は、自動車リース事業とレンタカー事業を営んでおります。レンタル事業

は、計測機器・パソコン等の情報関連機器のレンタル事業およびリース事業を営んでおります。不動産

関連ファイナンス事業は、不動産ファイナンス事業、個人向け住宅ローン事業、商業用不動産担保ロー

ンの証券化事業およびサービサー(債権回収)事業を行っております。不動産事業はマンション分譲事

業、オフィスビル・物流施設などの開発・賃貸事業、ホテル・ゴルフ場・研修所等の運営事業、高齢者

向け住宅の開発・運営事業、建物総合管理および関連サービス事業、不動産投資法人(ＲＥＩＴ)の資産

運用・管理事業を営んでおります。生命保険事業は、通信販売や代理店を利用した保険の募集および関

連事業を行っております。米州およびアジア・大洋州・欧州の２つの海外セグメントでは、法人向けフ

ァイナンス事業、投資銀行業務、不動産関連事業および船舶・航空機関連事業を営んでおります。量的

基準で報告セグメントに該当しない事業は、その他の事業として報告されており、証券業、ベンチャー

キャピタル業、カードローン事業、プリンシパルインベストメント事業およびその他新規事業等が含ま

れています。各セグメントの営業活動に直接関連している人件費を含み、販売費および一般管理費の大

部分は各セグメントに集計され、計上されております。 

当社は、当中間連結会計期間より経営管理区分の見直しを行っており、従来その他の事業部門に含ま

れていた持分法適用会社のリース事業について、法人金融サービス事業部門に含めて開示しておりま

す。なお、当中間連結会計期間の表示に合わせ、前中間連結会計期間および前連結会計年度も同様に組

替再表示しております。 

  

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度のセグメント情報は以下のとおりで

あります。 

前中間連結会計期間 

  

 
  

国内事業部門 海外事業部門

合計法人金融 
サービス 
事業

自動車 
事業

レンタル 
事業

不動産関
連ファイ 
ナンス 
事業

不動産
事業

生命保険
事業

その他の
事業

米州
アジア・ 
大洋州・ 
欧州

営業収益 (百万円) 57,945 72,016 32,412 38,222 142,129 63,488 56,928 56,360 47,222 566,722

セグメント利益 (百万円) 29,534 13,386 3,897 21,021 31,129 3,379 18,432 17,922 17,926 156,626

セグメント資産 (百万円) 1,813,865 548,513 124,363 1,328,367 768,622 508,409 685,067 470,165 624,898 6,872,269



前へ   次へ 

当中間連結会計期間 

  

 
  

前連結会計年度 

  

 
これらの表で報告されているセグメント情報は、中間連結財務諸表および連結財務諸表において非継

続事業からの損益として分類された取引も含んでおります。 

セグメントの会計方針は税金費用、少数株主利益および非継続事業からの損益の取り扱いを除き、注

記２ 重要な会計方針における記載と概ね同一であります。セグメント情報では税引前当期純利益で業

績を評価しているため、税金費用はセグメント損益に含まれておりません。税引後で中間連結財務諸表

および連結財務諸表に認識される少数株主利益や非継続事業からの損益は税引前のベースに修正されて

おります。また一部の有価証券評価損や一部の為替差損益など、経営陣がセグメントの業績評価にあた

って考慮していない損益はセグメント損益に含まれておらず、本社部門の項目として扱っております。

各セグメントに帰属させている資産は、中間連結財務諸表および連結財務諸表上の営業資産(ファイ

ナンス・リース投資、営業貸付金、オペレーティング・リース投資、投資有価証券、その他営業資産)

および棚卸資産・賃貸資産前渡金(その他資産に含まれる)・関連会社投資(関連会社貸付金を除く)であ

ります。なお、社用資産の減価償却費はセグメント損益に含まれておりますが、対応する資産はセグメ

ント資産に含まれておりません。しかし、これらの影響額は軽微であります。 

セグメント数値と中間連結財務諸表および連結財務諸表数値との調整は以下のとおりであります。 

  

国内事業部門 海外事業部門

合計法人金融 
サービス 
事業

自動車 
事業

レンタル 
事業

不動産関
連ファイ 
ナンス 
事業

不動産
事業

生命保険
事業

その他の
事業

米州
アジア・ 
大洋州・ 
欧州

営業収益 (百万円) 63,021 76,905 37,524 44,627 140,359 64,149 59,583 51,732 64,873 602,773

セグメント利益 (百万円) 17,313 12,395 5,896 20,405 41,010 2,983 21,415 11,118 26,397 158,932

セグメント資産 (百万円) 2,026,447 538,793 118,950 1,824,442 962,998 513,624 778,789 507,633 583,761 7,855,437

国内事業部門 海外事業部門

合計法人金融 
サービス 
事業

自動車 
事業

レンタル 
事業

不動産関
連ファイ 
ナンス 
事業

不動産
事業

生命保険
事業

その他の
事業

米州
アジア・ 
大洋州・ 
欧州

営業収益 (百万円) 123,328 146,966 67,859 82,345 245,336 132,060 145,443 119,940 103,593 1,166,870

セグメント利益 (百万円) 58,231 28,224 10,869 44,682 51,236 9,921 60,387 31,315 37,763 332,628

セグメント資産 (百万円) 1,861,403 510,805 121,621 1,517,927 901,237 511,051 773,595 487,900 625,036 7,310,575



 
米国財務会計基準書第131号(企業のセグメント情報および関連情報の開示)は企業全体の情報とし

て、製品・サービス別の外部顧客からの収益の開示を要求しています。連結損益計算書の営業収益は取

引別に分類されているため、要求されている情報を含んでいます。前中間連結会計期間、当中間連結会

計期間および前連結会計年度において単独で営業収益の10％を超える顧客は存在しません。 

基準書第131号は企業全体の情報として、地域別の情報の開示を要求しています。当社のセグメント

は国内事業についてはサービスの種類で、海外事業については地域によって決定されているため、開示

には地域別の情報が含まれております。外部顧客からの収益が重要な国は日本と米国であり、米州事業

の営業収益の大部分が米国におけるものであります。外部顧客からの収益を各セグメントに帰属させる

基準は、主に在外子会社・在外関連会社の所在地によっております。 

前中間連結会計期間
(百万円)

当中間連結会計期間
(百万円)

前連結会計年度
(百万円)

営業収益

 セグメント収益合計 566,722 602,773 1,166,870

 本社部門保有の営業資産にかかる収入 △1,224 1,114 545

 非継続事業からの営業収益 △14,712 △35,823 △28,481

中間連結財務諸表および連結財務諸表上の営
業収益

550,786 568,064 1,138,934

セグメント利益

 セグメント利益合計 156,626 158,932 332,628

 本社部門の支払利息および一般管理費 △209 △1,221 △3,554

 本社部門の有価証券の評価損 △227 △1,624 △227

 本社部門のその他の損益 △1,093 △147 368

 非継続事業からの利益 
 (税効果控除前)

△6,964 △29,714 △18,370

 少数株主利益 1,737 2,310 4,796

中間連結財務諸表および連結財務諸表上の税
引前中間(当期)純利益

149,870 128,536 315,641

セグメント資産

 セグメント資産合計 6,872,269 7,855,437 7,310,575

 現金および現金等価物・ 
 使途制限付現金・定期預金

252,801 413,301 337,645

 貸倒引当金 △89,824 △95,824 △89,508

 その他受取債権 180,424 245,807 212,324

 その他の本社資産 418,245 459,285 436,151

中間連結財務諸表および連結財務諸表上の総
資産

7,633,915 8,878,006 8,207,187



前へ 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度における海外顧客の所在国別に分類

した売上高はつぎのとおりであります。 
  

 
  
  

 
  

  

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間

米州 アジア・大洋州・欧州 計

Ⅰ 海外営業収益 (百万円) 55,202 47,531 102,733

Ⅱ 連結営業収益 (百万円) 550,786

Ⅲ 連結営業収益に占める
  海外営業収益の割合

(％) 10.1 8.6 18.7

当中間連結会計期間

米州 アジア・大洋州・欧州 計

Ⅰ 海外営業収益 (百万円) 46,751 70,524 117,275

Ⅱ 連結営業収益 (百万円) 568,064

Ⅲ 連結営業収益に占める
  海外営業収益の割合

(％) 8.2 12.4 20.6

前連結会計年度

米州 アジア・大洋州・欧州 計

Ⅰ 海外営業収益 (百万円) 111,163 108,291 219,454

Ⅱ 連結営業収益 (百万円) 1,138,934

Ⅲ 連結営業収益に占める 
  海外営業収益の割合

(％) 9.8 9.5 19.3



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金及び預金 53,537 113,432 76,650

   受取手形 2 0 0

   割賦債権 163,615 185,965 163,709

   営業貸付金 ※3,5 1,478,320 2,118,381 1,668,720

   商品 1 2 3

   短期貸付金 964,845 448,455 785,419

   その他 131,373 183,681 160,957

   貸倒引当金 △42,236 △57,767 △48,117

   流動資産合計 2,749,460 56.8 2,992,152 52.0 2,807,342 53.2

Ⅱ 固定資産

   有形固定資産

    賃貸資産 ※２ 596,961 515,087 558,240

    賃貸資産前渡金 2,752 2,166 3,211

    社用資産 ※２ 6,457 6,432 6,042

      計 606,171 523,686 567,494

   無形固定資産 5,944 6,589 7,026

   投資その他の資産

    投資有価証券 ※3,4 558,113 430,875 674,827

    関係会社株式 ※3,4 325,488 354,020 331,789

    その他の関係会社 
    有価証券

― 174,129 ―

    長期貸付金 ※３ 555,317 1,228,763 858,401

    その他 ※５ 62,472 62,452 53,361

    貸倒引当金 △19,682 △20,732 △20,538

      計 1,481,708 2,229,509 1,897,841

   固定資産合計 2,093,825 43.2 2,759,784 48.0 2,472,362 46.8

   資産合計 4,843,286 100.0 5,751,937 100.0 5,279,705 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   支払手形 812 206 463

   買掛金 25,717 32,164 23,128

   短期借入金 131,370 260,791 179,714

   一年内返済予定の 
   長期借入金

269,653 325,160 312,727

   コマーシャル 
   ペーパー

822,800 835,500 769,200

   一年内償還予定の 
   社債

185,000 174,100 160,000

   一年内償還予定の 
   転換社債

2,222 ― ―

   一年内支払予定の 
   債権証券化に伴う 
   支払債務

※３ 114,990 129,199 125,634

   未払法人税等 19,228 10,767 39,592

   割賦未実現利益 26,442 37,872 31,982

   債務保証損失引当金 7,325 14,603 14,069

   その他 142,585 209,965 158,026

   流動負債合計 1,748,148 36.1 2,030,331 35.3 1,814,539 34.4

Ⅱ 固定負債

   社債 688,000 997,188 876,050

   新株予約権付社債 66,696 50,694 55,652

   長期借入金 1,624,504 1,880,618 1,729,348

   債権証券化に伴う 
   支払債務

※３ 305,289 287,920 306,561

   受取保証金 21,872 23,977 24,072

   役員退職慰労引当金 4,057 4,335 4,414

   その他 489 2,154 3,869

   固定負債合計 2,710,910 56.0 3,246,889 56.4 2,999,969 56.8

   負債合計 4,459,059 92.1 5,277,220 91.7 4,814,508 91.2



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

   資本金 89,705 1.8 101,962 1.8 98,755 1.9

   資本剰余金

    資本準備金 106,669 118,927 115,720

    その他資本剰余金 84 224 126

    資本剰余金合計 106,754 2.2 119,152 2.1 115,846 2.2

   利益剰余金

    利益準備金 2,220 2,220 2,220

    その他利益剰余金

     別途積立金 130,423 130,423 130,423

     繰越利益剰余金 39,638 83,192 75,983

     利益剰余金合計 172,281 3.6 215,835 3.8 208,626 4.0

   自己株式 △3,691 △0.1 △2,977 △0.1 △3,118 △0.1

   株主資本合計 365,049 7.5 433,973 7.6 420,110 8.0

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

22,660 43,314 48,402

   繰延ヘッジ損益 △3,707 △3,911 △3,989

   評価・換算差額等 
   合計

18,953 0.4 39,402 0.7 44,413 0.8

Ⅲ 新株予約権 224 0.0 1,340 0.0 672 0.0

   純資産合計 384,227 7.9 474,716 8.3 465,197 8.8

   負債純資産合計 4,843,286 100.0 5,751,937 100.0 5,279,705 100.0

 



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 241,750 100.0 232,791 100.0 472,069 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１ 173,153 71.6 160,478 68.9 337,156 71.4

   売上総利益 68,596 28.4 72,313 31.1 134,912 28.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 42,241 17.5 50,748 21.8 98,835 20.9

   営業利益 26,355 10.9 21,565 9.3 36,077 7.7

Ⅳ 営業外収益 ※２ 38,705 16.0 34,566 14.8 70,485 14.9

Ⅴ 営業外費用 ※３ 17,041 7.1 24,317 10.4 36,447 7.7

   経常利益 48,019 19.8 31,814 13.7 70,115 14.9

Ⅵ 特別利益 ※４ 3,599 1.5 2,215 0.9 41,219 8.7

Ⅶ 特別損失 ※5,6 560 0.2 3,234 1.4 1,343 0.3

   税引前中間(当期) 
   純利益

51,059 21.1 30,795 13.2 109,992 23.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

20,199 11,723 54,972

   法人税等調整額 ※７ ― 20,199 8.3 ― 11,723 5.0 △12,185 42,787 9.1

   中間(当期)純利益 30,860 12.8 19,071 8.2 67,205 14.2



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
(注)平成18年５月の取締役会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 88,458 105,423 69 105,492

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 1,246 1,246 1,246

 自己株式の処分 14 14

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

1,246 1,246 14 1,261

平成18年９月30日残高(百万円) 89,705 106,669 84 106,754

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却 
準備金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 2,220 90 109,423 37,780 149,513 △4,644 338,820

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 2,493

 自己株式の処分 952 967

 特別償却準備金取崩(注) △90 90 ― ―

 別途積立金の積立(注) 21,000 △21,000 ― ―

 剰余金の配当(注) △8,092 △8,092 △8,092

 中間純利益 30,860 30,860 30,860

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― △90 21,000 1,858 22,768 952 26,229

平成18年９月30日残高(百万円) 2,220 ― 130,423 39,638 172,281 △3,691 365,049

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 29,508 ― 29,508 ― 368,328

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 2,493

 自己株式の処分 967

 特別償却準備金取崩(注) ―

 別途積立金の積立(注) ―

 剰余金の配当(注) △8,092

 中間純利益 30,860

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△6,847 △3,707 △10,554 224 △10,330

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△6,847 △3,707 △10,554 224 15,898

平成18年９月30日残高(百万円) 22,660 △3,707 18,953 224 384,227



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(百万円) 98,755 115,720 126 115,846

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 3,207 3,207 3,207

 自己株式の処分 98 98

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

3,207 3,207 98 3,305

平成19年９月30日残高(百万円) 101,962 118,927 224 119,152

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 2,220 130,423 75,983 208,626 △3,118 420,110

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 6,414

 自己株式の処分 146 245

 剰余金の配当 △11,863 △11,863 △11,863

 中間純利益 19,071 19,071 19,071

 自己株式の取得 △5 △5

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― 7,208 7,208 140 13,862

平成19年９月30日残高(百万円) 2,220 130,423 83,192 215,835 △2,977 433,973

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 48,402 △3,989 44,413 672 465,197

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 6,414

 自己株式の処分 245

 剰余金の配当 △11,863

 中間純利益 19,071

 自己株式の取得 △5

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△5,088 77 △5,010 667 △4,343

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△5,088 77 △5,010 667 9,519

平成19年９月30日残高(百万円) 43,314 △3,911 39,402 1,340 474,716



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

 
(注)平成18年５月の取締役会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 88,458 105,423 69 105,492

事業年度中の変動額

 新株の発行 10,297 10,297 10,297

 自己株式の処分 56 56

事業年度中の変動額合計(百万円) 10,297 10,297 56 10,353

平成19年３月31日残高(百万円) 98,755 115,720 126 115,846

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却 
準備金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 2,220 90 109,423 37,780 149,513 △4,644 338,820

事業年度中の変動額

 新株の発行 20,594

 自己株式の処分 1,538 1,594

 特別償却準備金取崩(注) △90 90 ― ―

 別途積立金の積立(注) 21,000 △21,000 ― ―

 剰余金の配当(注) △8,092 △8,092 △8,092

 当期純利益 67,205 67,205 67,205

 自己株式の取得 △11 △11

事業年度中の変動額合計(百万円) ― △90 21,000 38,203 59,113 1,526 81,290

平成19年３月31日残高(百万円) 2,220 ― 130,423 75,983 208,626 △3,118 420,110

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 29,508 ― 29,508 ― 368,328

事業年度中の変動額

 新株の発行 20,594

 自己株式の処分 1,594

 特別償却準備金取崩(注) ―

 別途積立金の積立(注) ―

 剰余金の配当(注) △8,092

 当期純利益 67,205

 自己株式の取得 △11

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

18,894 △3,989 14,905 672 15,578

事業年度中の変動額合計(百万円) 18,894 △3,989 14,905 672 96,868

平成19年３月31日残高(百万円) 48,402 △3,989 44,413 672 465,197



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及
び評価方法

(1) たな卸資産
 商品 個別法による原価

に基づく低価法

(1) たな卸資産
─────

(1) たな卸資産
─────

(2) 有価証券
 子会社株式及び関連会社
株式

  移動平均法による原価
法

(2) 有価証券
 子会社株式及び関連会社
株式

  同左

(2) 有価証券
 子会社株式及び関連会社
株式

  同左

 その他有価証券
  時価のあるもの
   中間決算日の市場価

格等に基づく時価法
(評価差額は全部純
資産直入法により処
理し、売却原価は移
動平均法により算
定)

 その他有価証券
  時価のあるもの
   同左

 その他有価証券
  時価のあるもの
   期末日の市場価格等

に基づく時価法(評
価差額は全部純資産
直入法により処理
し、売却原価は移動
平均法により算定)

  時価のないもの
   移動平均法による原

価法(株式)
   償却原価法(債券)

  時価のないもの
   移動平均法による原

価法(株式) 
償却原価法(債券) 
  なお、投資事業有
限責任組合およびそ
れに類する組合への
出資(金融商品取引
法第２条第２項によ
り有価証券とみなさ
れるもの)について
は、組合契約に規定
される決算報告に基
づき、持分相当額を
取り込む方法によっ
ております。

  時価のないもの
   移動平均法による原

価法(株式) 
償却原価法(債券)

(3) デリバティブ 
 時価法

(3) デリバティブ 
   同左

(3) デリバティブ 
   同左

２ 固定資産の減価償
却の方法

(1) 有形固定資産
 賃貸資産
  リース資産
   リース期間を償却年

数とし、リース期間満
了時のリース資産の見
積処分価額を残存価額
とする定額法によって
おります。

(1) 有形固定資産
 賃貸資産
  リース資産
   リース期間を償却年

数とし、リース期間満
了時のリース資産の見
積処分価額を残存価額
とする定額法によって
おります。

(1) 有形固定資産
 賃貸資産
  リース資産
   リース期間を償却年

数とし、リース期間満
了時のリース資産の見
積処分価額を残存価額
とする定額法によって
おります。

   なお、顧客の事故等
のために将来のリース
債権の回収困難が見込
まれる契約について
は、回収不能に伴うリ
ース資産の処分損失に
備えるため、減価償却
費を追加計上してお
り、当中間会計期間に
おける当該減価償却費
の計上額は1,308百万
円、そ の 累 計 額 は
6,580百万円でありま
す。

   なお、顧客の事故等
のために将来のリース
債権の回収困難が見込
まれる契約について
は、回収不能に伴うリ
ース資産の処分損失に
備えるため、減価償却
費を追加計上してお
り、当中間会計期間に
おける当該減価償却費
の計上額は2,855百万
円、そ の 累 計 額 は
7,818百万円でありま
す。

   なお、顧客の事故等
のために将来のリース
債権の回収困難が見込
まれる契約について
は、回収不能に伴うリ
ース資産の処分損失に
備えるため、減価償却
費を追加計上してお
り、当期における当該
減価償却費の計上額は
2,041百万円、その累
計額は6,233百万円で
あります。



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

  レンタル資産
   定率法(ただし、平

成10年４月１日以降に
取得した建物(附属設
備を除く)については
定額法)によっており
ます。

   なお、主な耐用年数
は以下のとおりであり
ます。

   建物及び構築物
２～50年

  レンタル資産
   同左

  レンタル資産
   同左

 社用資産
  定率法(ただし、平成
10年４月１日以降に取得
した建物(附属設備を除
く)については定額法)に
よっております。

  なお、主な耐用年数は
以下のとおりでありま
す。

  建物及び構築物
３～50年

 社用資産
  定率法(ただし、平成
10年４月１日以降に取得
した建物(附属設備を除
く)については定額法)に
よっております。

  なお、主な耐用年数は
以下のとおりでありま
す。

  建物及び構築物
３～62年

 社用資産
   定率法(ただし、平成
10年４月１日以降に取得
した建物(附属設備を除
く)については定額法)に
よっております。  
  なお、主な耐用年数は
以下のとおりでありま
す。 
  建物及び構築物 
       ３～62年

(会計方針の変更)
  法人税法の改正に伴
い、当中間会計期間よ
り、平成19年４月１日以
降に取得した有形固定資
産について、改正後の法
人税法に基づく減価償却
の方法に変更しておりま
す。

  当該変更が与える損益
への影響は軽微でありま
す。

(追加情報)
  法人税法改正に伴い、
平成19年３月31日以前に
取得した資産について
は、改正前の法人税法に
基づく減価償却の方法の
適用により取得価額の
５％に到達した事業年度
の翌事業年度より、取得
価額の５％相当額と備忘
価額との差額を５年間に
わたり均等償却し、減価
償却費に含めて計上して
おります。

  当該変更が与える損益
への影響は軽微でありま
す。

(2) 無形固定資産
  定額法によっておりま
す。

  なお、自社利用のソフ
トウェアについては、社
内における利用可能期間
(５年)に基づく定額法に
よっております。

(2) 無形固定資産
   同左

(2) 無形固定資産
   同左



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  金銭債権の貸倒れによ

る損失に備えるため、正

常先債権及び要注意先債

権については貸倒実績率

により、破綻先債権等に

ついては個別に回収可能

性を検討し、回収不能見

込額を計上しておりま

す。

(1) 貸倒引当金

   同左

(1) 貸倒引当金

   同左

(2) 債務保証損失引当金

  債務保証等に係る損失

に備えるため、過去の損

失率に基づいて算定した

必要額のほか、必要に応

じて損失の発生の可能性

を検討して個別に算定し

た保証損失見込額を計上

しております。

(2) 債務保証損失引当金

   同左

(2) 債務保証損失引当金

   同左

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末

において発生していると

認められる額を退職給付

引当金又は前払年金費用

として計上しておりま

す。

  なお、過去勤務債務

は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間によ

る定額法により費用処理

しております。

  数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平

均残存勤務期間による定

額法により翌事業年度か

ら費用処理することとし

ております。

(3) 退職給付引当金

  同左

  

 

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき退職給付引当金又は

前払年金費用として計上

しております。

  過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残

存勤務期間による定額法

により費用処理しており

ます。

  数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平

均残存勤務期間による定

額法により翌事業年度か

ら費用処理することとし

ております。 

 

 



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(4) 役員退職慰労引当金

  平成15年６月に役員退

職慰労金制度を廃止し、

その時点の未精算の役員

退職慰労金の支給に備え

るため、当社所定の基準

による見積額を計上して

おります。

  また、当社は平成17年

６月に役員報酬の改定を

行い、一部の報酬につき

ましては、株式による報

酬(株式報酬)制度を導入

いたしました。当該制度

は、当社所定の基準によ

るポイントを付与し、退

任時に累積ポイントにそ

の時点の株価を乗じた金

額を支給するものです。

この制度では、源泉税控

除後の支給金額で、当社

から自社株式を退任時株

価で購入する義務を付し

ております。従いまし

て、役員退任時の株式報

酬の支給に備えるため、

中間期末要支給見積額を

役員退職慰労引当金とし

て計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

  同左

  

  

(4) 役員退職慰労引当金

  平成15年６月に役員退

職慰労金制度を廃止し、

その時点の未精算の役員

退職慰労金の支給に備え

るため、当社所定の基準

による見積額を計上して

おります。

  また、当社は平成17年

６月に役員報酬の改定を

行い、一部の報酬につき

ましては、株式による報

酬(株式報酬)制度を導入

いたしました。当該制度

は、当社所定の基準によ

るポイントを付与し、退

任時に累積ポイントにそ

の時点の株価を乗じた金

額を支給するものです。

この制度では、源泉税控

除後の支給金額で、当社

から自社株式を退任時株

価で購入する義務を付し

ております。従いまし

て、役員退任時の株式報

酬の支給に備えるため、

期末要支給見積額を役員

退職慰労引当金として計

上しております。

４ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨へ

の換算基準

 外貨建金銭債権債務は、

中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。

 同左  外貨建金銭債権債務は、

期末日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しており

ます。

５ リース取引の処理

方法

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。

 同左  同左

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

   原則として繰延ヘッ

ジ処理を採用しており

ます。

(1) ヘッジ会計の方法

   同左

(1) ヘッジ会計の方法

   同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

  ヘッジ手段：

   外貨建借入金、通貨

スワップ、金利スワ

ップ及び為替予約

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

  ヘッジ手段：

   同左

   

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

  ヘッジ手段：

   同左

   

  ヘッジ対象：

   在外子会社等に対す

る投資への持分、貸

付金、借入金及び社

債

  ヘッジ対象：

   同左

  ヘッジ対象：

   同左



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(3) ヘッジ方針

   社内の市場リスク管

理規則に基づき、金利

変動リスクについて資

産・負債管理をとおし

てリスクを適切にコン

トロールする方針と

し、また為替変動リス

クについては、基本的

にこれを負わない方針

とし、資産と負債の通

貨ポジションを管理し

ております。

(3) ヘッジ方針

   当社の社内管理規定

に基づき、金利変動リ

スクならびに為替変動

リスクを把握、管理

し、 デリバティブ等

によりこれらのリスク

に適切に対応する方針

としております。  

 

(3) ヘッジ方針

   社内の市場リスク管

理規則に基づき、金利

変動リスクについて資

産・負債管理をとおし

てリスクを適切にコン

トロールする方針と

し、また為替変動リス

クについては、基本的

にこれを負わない方針

とし、資産と負債の通

貨ポジションを管理し

ております。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

   ヘッジ対象のキャッ

シュ・フロー変動の累

計または相場変動と、

ヘッジ手段のキャッシ

ュ・フロー変動の累計

または相場変動を比較

し、両者の変動額を基

礎としてヘッジ有効性

を評価する等の合理的

な方法を取引毎または

ヘッジカテゴリー毎に

定め、定期的に有効性

を評価しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

   同左

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

   同左

７ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式によ

っております。 

 なお、未払消費税等は中

間貸借対照表上流動負債の

「その他」に含めて表示し

ております。

消費税等の会計処理 

   同左

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式によ

っております。 

 なお、未払消費税等は貸

借対照表上、流動負債の

「その他」に含めて表示し

ております。



会計処理の変更 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計

基準

 当中間会計期間より「貸

借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」(企

業会計基準第５号 平成17

年12月９日)及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９

日)を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に

相当する金額は387,710百

万円であります。 

 なお、中間財務諸表等規

則の改正により、当中間会

計期間における中間貸借対

照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しており

ます。

─────  当事業年度より「貸借対

照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会

計基準第５号 平成17年12

月９日)及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」

(企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日)

を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に

相当する金額は468,513百

万円であります。 

 なお、財務諸表等規則の

改正により、当事業年度に

おける貸借対照表の純資産

の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成

しております。

ストック・オプション

等に関する会計基準
 当中間会計期間より「ス

トック・オプション等に関

する会計基準」(企業会計

基準第８号 平成17年12月

27日)及び「ストック・オ

プション等に関する会計基

準の適用指針」(企業会計

基準適用指針第11号 平成

18年５月31日)を適用して

おります。 

 これにより、営業利益、

経常利益及び税引前中間純

利益は224百万円減少して

おります。

─────  当事業年度より「ストッ

ク・オプション等に関する

会計基準」(企業会計基準

第８号 平成17年12月27

日)及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基

準適用指針第11号 平成18

年５月31日)を適用してお

ります。 

 これにより、営業利益、

経常利益及び税引前当期純

利益は672百万円減少して

おります。

繰延資産の会計処理に

関する当面の取扱い
 当中間会計期間より「繰

延資産の会計処理に関する

当面の取扱い」(実務対応

報告第19号 平成18年８月

11日)を適用しておりま

す。 

 これによる営業利益、経

常利益及び税引前中間純利

益への影響はありません。 

 なお、社債発行差金は、

前中間会計期間において繰

延資産に含めておりました

が、当 中 間 会 計 期 間 は

60,964百万円を新株予約権

付社債から控除して表示し

ております。

─────  当事業年度より「繰延資

産の会計処理に関する当面

の取扱い」(実務対応報告

第19号 平成18年８月11日)

を適用しております。 

 これによる営業利益、経

常利益及び税引前当期純利

益への影響はありません。 

 なお、社債発行差金は、

前事業年度において繰延資

産に含めておりましたが、

当事業年度は、47,866百万

円を新株予約権付社債から

控除して表示しておりま

す。



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

金融商品に関する会計

基準

─────  当中間会計期間より改正

後の「金融商品に関する会

計基準」(企業会計基準第

10号 終改正平成19年６

月15日)及び「金融商品会

計に関する実務指針」(会

計制度委員会報告第14号

終改正平成19年７月４

日)を適用しております。

これにより、信託受益権の

一部が有価証券として取り

扱われなくなったため、当

中間会計期間から、従来貸

借対照表上「投資その他の

資産」の「投資有価証券」

として表示しておりました

金額(178,985百万円)を、

「営業貸付金」に含めて表

示しております。また、従

来損益計算書上「営業外収

益」に含めておりました

「有価証券利息」の金額

(2,883百万円)を、売上高

に含めて表示しておりま

す。これによる経常利益へ

の影響はありません。 

 なお、前中間会計期間お

よび前事業年度における

「投資有価証券」に含まれ

る当該金額はそれぞれ、

190,661 百 万 円 お よ び

174,950百万円、「営業外

収益」の「有価証券利息」

に含まれる当該金額はそれ

ぞれ、2,863百万円および

5,564百万円であります。

─────



次へ 

表示方法の変更 

  

 
  

追加情報 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

―――――  当中間会計期間より、従来貸借対照表上「投資有価

証券」に含めて表示しておりました「その他の関係会

社有価証券」を、当社の投資状況をより明瞭に表示す

るため、区分掲記しております。 

 なお、前中間会計期間および前事業年度における、

「投資有価証券」に含まれる当該金額はそれぞれ、

177,507百万円および199,162百万円であります。

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

営業貸付金  ローン・パーティシペー

ションで、平成７年６月１

日付日本公認会計士協会会

計制度委員会報告第３号に

基づいて、参加者に売却し

たものとして会計処理した

貸付金の元本の中間期末残

高の総額は、121,970百万

円であります。

 ローン・パーティシペー

ションで、平成７年６月１

日付日本公認会計士協会会

計制度委員会報告第３号に

基づいて、参加者に売却し

たものとして会計処理した

貸付金の元本の中間期末残

高の総額は、140,890百万

円であります。

 ローン・パーティシペー

ションで、平成７年６月１

日付日本公認会計士協会会

計制度委員会報告第３号に

基づいて、参加者に売却し

たものとして会計処理した

貸付金の元本の期末残高の

総額は、139,246百万円で

あります。



注記事項 
(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

項目
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

 １ リース・割賦販

売契約に基づく

預り手形

    リース契約に

基づく預り手

形

43,906百万円 33,869百万円 40,102百万円

    割賦販売契約

に基づく預り

手形

25,058百万円 18,226百万円 21,505百万円

※２ 有形固定資産減

価償却累計額

    賃貸資産の減

価償却累計額
1,194,091百万円 1,154,814百万円 1,174,629百万円

    社用資産の減

価償却累計額
4,311百万円 4,231百万円 3,894百万円

※３ 担保に供してい

る資産及び対応

する債務

  (1) 担保に供して

いる資産

     関係会社株

式
307百万円 12百万円 12百万円

  (2) 担保提供資産

に対応する債

務

     関係会社の

借入金 18,732百万円 12,787百万円 7,440百万円

 上記資産の他、営業貸付

金8,500百万円及び投資有

価証券190,661百万円の譲

渡を金融取引として会計処

理しております。これによ

り一年内支払予定の債権証

券化に伴う支払債務26,509

百万円及び債権証券化に伴

う支払債務145,970百万円

が計上されております。

 上記資産の他、営業貸付

金193,443百万円及び関係

会社長期貸付金14,377百万

円の譲渡を金融取引として

会計処理しております。こ

れにより一年内支払予定の

債権証券化に伴う支払債務

35,601百万円及び債権証券

化に伴う支払債務138,998

百万円が計上されておりま

す。

 上記資産の他、営業貸付

金8,500百万円、投資有価

証券174,950百万円、関係

会社長期貸付金14,377百万

円の譲渡を金融取引として

会計処理しております。こ

れにより一年内支払予定の

債権証券化に伴う支払債務

28,188百万円及び債権証券

化に伴う支払債務137,755

百万円が計上されておりま

す。

※４ 貸付有価証券  投資有価証券には、貸付

有価証券1,676百万円、関

係会社株式には、貸付有価

証券8,788百万円が含まれ

ております。

 投資有価証券には、貸付

有価証券228百万円、関係

会社株式には、貸付有価証

券9,790百万円が含まれて

おります。

 投資有価証券には、貸付

有価証券473百万円、関係

会社株式には、貸付有価証

券8,788百万円が含まれて

おります。

※５ 営業貸付金に係

る不良債権の状

況(投資その他

の資産の「その

他」に含まれる

「固定化営業債

権」を含む)

 営業貸付金及び固定化営

業債権のうち、破綻先債権

額は4,675百万円、延滞債

権額は22,081百万円であり

ます。 

 なお、破綻先債権とは、

相当期間未収が継続するな

ど未収利息を不計上とする

ことが認められる貸付金

(以下、「未収利息不計上

貸付金」という)のうち、

破産債権、更生債権その他

これらに準ずる債権であり

ます。

 営業貸付金及び固定化営

業債権のうち、破綻先債権

額は3,280百万円、延滞債

権額は19,149百万円であり

ます。 

 なお、破綻先債権とは、

相当期間未収が継続するな

ど未収利息を不計上とする

ことが認められる貸付金

(以下、「未収利息不計上

貸付金」という)のうち、

破産債権、更生債権その他

これらに準ずる債権であり

ます。

 営業貸付金及び固定化営

業債権のうち、破綻先債権

額は3,486百万円、延滞債

権額は16,217百万円であり

ます。 

 なお、破綻先債権とは、

相当期間未収が継続するな

ど未収利息を不計上とする

ことが認められる貸付金

(以下、「未収利息不計上

貸付金」という)のうち、

破産債権、更生債権その他

これらに準ずる債権であり

ます。



   

項目
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

 また、延滞債権とは、未
収利息不計上貸付金のう
ち、破綻先債権に該当しな
いものであります。
 営業貸付金及び固定化営
業債権のうち、３ヶ月以上
延滞債権額は、9,258百万
円であります。
 なお、３ヶ月以上延滞債
権とは、元本または利息の
支払いが、約定支払日の翌
日から３ヶ月以上延滞して
いる貸付金で、破綻先債権
及び延滞債権に該当しない
ものであります。
 営業貸付金及び固定化営
業債権のうち、貸出条件緩
和債権額は、6,028百万円
であります。
 なお、貸出条件緩和債権
とは、当該債権の回収を促
進することなどを目的に、
金利減免等、債務者に有利
となる取決めを行った貸付
金で、破綻先債権、延滞債
権及び３ヶ月以上延滞債権
に該当しないものでありま
す。

 また、延滞債権とは、未
収利息不計上貸付金のう
ち、破綻先債権に該当しな
いものであります。
 営業貸付金及び固定化営
業債権のうち、３ヶ月以上
延滞債権額は、12,857百万
円であります。
 なお、３ヶ月以上延滞債
権とは、元本または利息の
支払いが、約定支払日の翌
日から３ヶ月以上延滞して
いる貸付金で、破綻先債権
及び延滞債権に該当しない
ものであります。
 営業貸付金及び固定化営
業債権のうち、貸出条件緩
和債権額は、6,586百万円
であります。
 なお、貸出条件緩和債権
とは、当該債権の回収を促
進することなどを目的に、
金利減免等、債務者に有利
となる取決めを行った貸付
金で、破綻先債権、延滞債
権及び３ヶ月以上延滞債権
に該当しないものでありま
す。

 また、延滞債権とは、未
収利息不計上貸付金のう
ち、破綻先債権に該当しな
いものであります。
 営業貸付金及び固定化営
業債権のうち、３ヶ月以上
延滞債権額は、8,071百万
円であります。
 なお、３ヶ月以上延滞債
権とは、元本または利息の
支払いが、約定支払日の翌
日から３ヶ月以上延滞して
いる貸付金で、破綻先債権
及び延滞債権に該当しない
ものであります。
 営業貸付金及び固定化営
業債権のうち、貸出条件緩
和債権額は、9,636百万円
であります。
 なお、貸出条件緩和債権
とは、当該債権の回収を促
進することなどを目的に、
金利減免等、債務者に有利
となる取決めを行った貸付
金で、破綻先債権、延滞債
権及び３ヶ月以上延滞債権
に該当しないものでありま
す。

 ６ 貸出コミットメ
ント

 貸出コミットメントに係
る貸出未実行残高は42,286
百万円であります。 
 なお、上記貸出コミット
メント契約においては、借
入人の資金使途、信用状態
等に関する審査を貸出の条
件としているものが含まれ
ているため、必ずしも全額
が貸出実行されるものでは
ありません。

 貸出コミットメントに係
る貸出未実行残高は76,672
百万円であります。 
 なお、上記貸出コミット
メント契約においては、借
入人の資金使途、信用状態
等に関する審査を貸出の条
件としているものが含まれ
ているため、必ずしも全額
が貸出実行されるものでは
ありません。

 貸出コミットメントに係
る貸出未実行残高は63,373
百万円であります。 
 なお、上記貸出コミット
メント契約においては、借
入人の資金使途、信用状態
等に関する審査を貸出の条
件としているものが含まれ
ているため、必ずしも全額
が貸出実行されるものでは
ありません。

 ７ 偶発債務
    保証債務
    (関係会社及

び従業員の
借入金等の
債務に対す
る保証)

1,004,336百万円 1,049,472百万円 962,804百万円

   

   

   

(主な外貨額
US$2,554,381千)

(主な外貨額
US$2,505,873千)

(主な外貨額
US$2,573,707千)

ORIX USA 
Corporation

245,023百万円

XING LONG
MARITIME S.A.

77,205百万円

ORIX Australia 
Corporation 
Limited

61,183百万円

ORIX Australia  
(Securities)  
Pty Limited

49,151百万円

ORIX Leasing 
Malaysia Berhad

45,799百万円

従業員及び
その他67,227件

525,973百万円

ORIX USA 
Corporation

281,914百万円

XING LONG
MARITIME S.A.

123,889百万円

ORIX Australia
Corporation 
Limited

61,381百万円

ORIX Leasing
Malaysia Berhad

47,373百万円

PT. ORIX 
Indonesia  
Finance

31,877百万円

従業員及び
その他80,613件

503,036百万円

ORIX USA 
Corporation

242,698百万円

XING LONG
MARITIME S.A.

101,421百万円

ORIX Australia 
Corporation 
Limited

56,536百万円

ORIX Leasing 
Malaysia Berhad

48,463百万円

PT. ORIX 
Indonesia  
Finance

32,488百万円

従業員及び 
その他75,410件

481,196百万円



次へ 

  

 
  

項目
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

 ８ 買付予約高

    リース契約及

び割賦販売契

約の成約によ

る購入資産の

買付予約高

 

5,778百万円 1,724百万円 3,346百万円

 ９ 中間期末日(期

末日)満期手形

等の会計処理

 中間期末日満期手形の会

計処理は手形交換日をもっ

て、また中間期末日に期日

到来するリース料等の口座

振替入金の処理は入金日を

もって、それぞれ決済処理

しております。

 なお、当中間会計期間末

日は金融機関の休業日のた

め、次のとおり中間期末日

満期手形及び賃貸料等未収

入金等が中間期末残高に含

まれております。

受取手形 0百万円

割賦債権 2,366百万円

営業貸付金 8,538百万円

賃貸料等 
未収入金等

13,766百万円

(「流動資産」の「その他」に含

まれております。)

 

 中間期末日満期手形の会

計処理は手形交換日をもっ

て、また中間期末日に期日

到来するリース料等の口座

振替入金の処理は入金日を

もって、それぞれ決済処理

しております。

 なお、当中間会計期間末

日は金融機関の休業日のた

め、次のとおり賃貸料等未

収入金等が中間期末残高に

含まれております。

割賦債権 1,959百万円

営業貸付金 8,325百万円

賃貸料等
未収入金等

13,010百万円

(「流動資産」の「その他」に含

まれております。)

 

 期末日満期手形の会計処

理は手形交換日をもって、

また期末日に期日到来する

リース料等の口座振替入金

の処理は入金日をもって、

それぞれ決済処理しており

ます。

 なお、当事業年度末日は

金融機関の休業日のため、

次のとおり賃貸料等未収入

金等が期末残高に含まれて

おります。

割賦債権 2,258百万円

営業貸付金 8,457百万円

賃貸料等
未収入金等

13,270百万円

(「流動資産」の「その他」に含

まれております。)



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 減価償却実施額

    有形固定資産 98,542百万円 93,543百万円 193,597百万円

    無形固定資産 1,151百万円 1,019百万円 2,110百万円

※２ 営業外収益のう

ち主なもの

    受取利息 7,961百万円 13,650百万円 17,987百万円

    有価証券収益 11,387百万円 11,197百万円 24,311百万円

    有価証券利息 3,883百万円 3,023百万円 8,190百万円

    受取配当金 13,796百万円 4,042百万円 16,809百万円

※３ 営業外費用のう

ち主なもの

    支払利息 10,300百万円 16,390百万円 23,302百万円

    有価証券費用 5,420百万円 6,124百万円 10,259百万円

※４ 特別利益のうち

主なもの

    投資有価証券

売却益
0百万円 2,214百万円 37,628百万円

    関係会社株式

売却益
3,574百万円 ― 3,591百万円

※５ 特別損失のうち

主なもの

    投資有価証券

評価損
― 1,880百万円 365百万円

    減損損失 202百万円 ― 218百万円



前へ   次へ 

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※６ 減損損失  当社は、賃貸用不動産及

び遊休資産(主として首都

圏・近畿圏に所在する土地

及び建物)について、個々

の物件単位でグルーピング

を行っております。 

 継続的な地価の下落及び

賃料水準の下落等により、

当社は賃貸用不動産につい

て202百万円の減損損失を

特別損失に計上しておりま

す。 

 減損損失の種類毎の内訳

は、賃貸用不動産が賃貸マ

ンション18百万円、独身寮

180百万円、土地３百万円

となっております。 

 なお、当該資産の回収可

能価額は正味売却価額、あ

るいは使用価値により測定

しております。 

 回収可能価額を正味売却

価額により測定している場

合には主に最近の取引事例

や独立した鑑定機関または

内部の鑑定士による評価額

を、使用価値により測定し

ている場合には将来キャッ

シュ・フローを7.37％で割

引いて算出した価額を使用

しております。

─────  当社は、賃貸用不動産及

び遊休資産(主として首都

圏・近畿圏に所在する土地

及び建物)について、個々

の物件単位でグルーピング

を行っております。 

 資産の稼動状況の悪化に

伴う将来キャッシュフロー

の減少等により、当社は賃

貸用不動産について218百

万円の減損損失を特別損失

に計上しております。 

 減損損失の種類毎の内訳

は、賃貸用不動産が賃貸マ

ンション26百万円、独身寮

188百万円、土地および駐

車場３百万円となっており

ます。 

 なお、当該資産の回収可

能価額は正味売却価額、あ

るいは使用価値により測定

しております。 

 回収可能価額を正味売却

価額により測定している場

合には主に最近の取引事例

や独立した鑑定機関または

内部の鑑定士による評価額

を、使用価値により測定し

ている場合には将来キャッ

シュ・フローを7.48％で割

引いて算出した価額を使用

しております。

※７ 法人税等の表示

方法

 当中間会計期間における

税金費用については、簡便

法により計算しているた

め、法人税等調整額は「法

人税、住民税及び事業税」

に含めて表示しておりま

す。

  同左 ─────



(中間株主資本等変動計算書関係) 

 前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 １．発行済株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 新株予約権の行使による増加     146千株 

 2007年満期転換社債の転換による増加 62 〃 
  

 ２．自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増減数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取による増加      171株 

 単元未満株式の買増による減少      16株 

 ストック・オプション行使による減少 72,500株 

 株式報酬制度による減少         520株 
  

 ３．新株予約権等に関する事項 

 
(注)  １ 平成14年新株予約権の当中間会計期間中の減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

２ 平成15年新株予約権の当中間会計期間中の減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

３ 平成16年新株予約権の当中間会計期間中の減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

４ 平成17年新株予約権の権利行使開始日は、平成19年６月22日であります。 

５ 平成18年新株予約権の権利行使開始日は、平成20年６月21日であります。 

  

 ４．配当に関する事項 

  配当金支払額 

 
  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(千株) 90,289 208 ― 90,497

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 377,492 171 73,036 304,627

内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当中間会計
期間 
末残高 
(百万円)

前事業年度
末

増加 減少
当中間会計
期間末

2022年６月14日満期
米ドル建転換制限条
項付転換社債型新株
予約権付割引社債

普通株式 3,135,170 ― ― 3,135,170 ―

平成14年新株予約権 普通株式 144,700 ― 8,200 136,500 ―

平成15年新株予約権 普通株式 238,100 ― 33,500 204,600 ―

平成16年新株予約権 普通株式 518,700 ― 96,700 422,000 ―

平成17年新株予約権 普通株式 474,900 ― ― 474,900 ―

平成18年新株予約権 ― ― ― ― ― 224

合計 4,511,570 ― 138,400 4,373,170 224

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年５月18日 
取締役会

普通株式 8,092 90.00 平成18年３月31日 平成18年５月18日



 当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 １．発行済株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 2022年６月14日満期米ドル建転換制限条項付転換社債型新株予約権付割引社債の転換による増加  213千株 

 新株予約権の行使による増加                                                          112 〃 
  

 ２．自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増減数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取による増加      185株 

 単元未満株式の買増による減少       8株 

 ストック・オプション行使による減少  8,000株 

 株式報酬制度による減少        4,380株 
  

 ３．新株予約権等に関する事項 

 
(注)  １ 2022年６月14日満期米ドル建転換制限条項付転換社債型新株予約権付割引社債の当中間会計期間中の減少は、

新株予約権の行使及び社債の一部償還によるものであります。 

２ 平成18年新株予約権の権利行使開始日は、平成20年６月21日であります。 

３ 平成19年新株予約権の権利行使開始日は、平成21年７月５日であります。 

  

 ４．配当に関する事項 

 配当金支払額 

 
  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(千株) 91,518 325 ― 91,843

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 263,614 185 12,388 251,411

内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当中間会計
期間 
末残高 
(百万円)

前事業年度
末

増加 減少
当中間会計
期間末

2022年６月14日満期
米ドル建転換制限条
項付転換社債型新株
予約権付割引社債

普通株式 2,542,276 ― 289,994 2,252,282 ―

平成18年新株予約権 ― ― ― ― ― 1,114

平成19年新株予約権 ― ― ― ― ― 225

合計 2,542,276 ― 289,994 2,252,282 1,340

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年５月17日 
取締役会

普通株式 11,863 130.00 平成19年３月31日 平成19年５月17日



前へ   次へ 

 前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 １ 発行済株式に関する事項 

   
(変動事由の概要)  
増加数の内訳は、次の通りであります。 
新株予約権の行使による増加                                424千株 
2007年満期転換社債の転換による増加                            211千株 
2022年６月14日満期米ドル建転換制限条項付転換社債型新株予約権付割引社債の転換による増加  592千株 

  

 ２ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要)  
増減数の内訳は、次の通りであります。 
単元未満株式の買取による増加        362株 
単元未満株式の売渡請求による減少      30株 
ストック・オプション行使による減少   112,100株 
株式報酬制度による減少          2,110株 

  
 ３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 当事業年度中の減少は、2022年６月14日満期米ドル建転換制限条項付転換社債型新株予約権付割引社債の転

換によるものであります。 

２ 平成18年新株予約権の権利行使開始日は、平成20年６月21日であります。 
  
 ４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株) 90,289 1,228 ― 91,518

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 377,492 362 114,240 263,614

内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業 
年度末残高 
(百万円)

前事業
年度末

増加 減少
当事業 
年度末

2022年６月14日満期米ドル建転換制
限条項付転換社債型新株予約権付割
引社債

普通株式 3,135,170 ― 592,894 2,542,276 ―

平成18年新株予約権 ― ― ― ― ― 672

合計 3,135,170 ― 592,894 2,542,276 672

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年５月18日 
取締役会

普通株式 8,092 90.00 平成18年３月31日 平成18年５月18日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年５月17日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 11,863 130.00 平成19年３月31日 平成19年５月17日



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)

所有権移転外 

ファイナンス 

・リース取引

 

１ 借手側(当社が借手となっているリース取引)

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間会計期間末残高相当額

備品等

取得価額相当額 40百万円

減価償却累計額相当額 14百万円

中間会計期間末残高相当額 26百万円

   (注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間会計期間末残高が有形固定資産の中間会

計期間末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。

 

 (2) 未経過リース料中間会計期間末残高相当額

１年以内
(百万円)

１年超
(百万円)

合計 
(百万円)

未経過リース料中間会計期間末
残高相当額

1,269 1,813 3,083

   (注) 未経過リース料中間会計期間末残高相当額は、未経過リース料中間会計期間末残

高が有形固定資産の中間会計期間末残高等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 3百万円

減価償却費相当額 3百万円

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 

２ 貸手側(当社が貸手となっているリース取引)

 (1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び中間会計期間末残高

情報・事務
用機器 
(百万円)

産業・土木・
建設機械 
(百万円)

その他
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額 997,455 268,495 472,496 1,738,447

減価償却累計額 610,663 229,705 342,417 1,182,786

中間会計期間末残高 386,792 38,790 130,078 555,661

 

 (2) 未経過リース料中間会計期間末残高相当額

１年以内
(百万円)

１年超
(百万円)

合計 
(百万円)

未経過リース料中間会計期間末
残高相当額

188,777 424,260 613,038

    このうち転貸リース取引に係る貸手側の未経過リース料の中間会計期間末残高相当額

は2,973百万円(うち１年以内1,227百万円)であります。なお借手側の残高相当額は同

一であります。

 (3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

受取リース料 120,707百万円

減価償却費 97,792百万円

受取利息相当額 23,654百万円

 (4) 利息相当額の算定方法 

   利息相当額の各期への配分方法については、利息法によっております。

オペレーティン 

グ・リース取引
 

１ 借手側(当社が借手となっているリース取引)

１年以内
(百万円)

１年超
(百万円)

合計 
(百万円)

未経過リース料 1 6 8

２ 貸手側(当社が貸手となっているリース取引)

１年以内
(百万円)

１年超
(百万円)

合計 
(百万円)

未経過リース料 1,601 2,912 4,513



 
  

当中間会計期間 (自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)

所有権移転外 

ファイナンス 

・リース取引

 

１ 借手側(当社が借手となっているリース取引)

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間会計期間末残高相当額

備品等

取得価額相当額 34百万円

減価償却累計額相当額 15百万円

中間会計期間末残高相当額 18百万円

   (注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間会計期間末残高が有形固定資産の中間会

計期間末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。

 

 (2) 未経過リース料中間会計期間末残高相当額

１年以内
(百万円)

１年超
(百万円)

合計 
(百万円)

未経過リース料中間会計期間末
残高相当額

941 1,094 2,036

   (注) 未経過リース料中間会計期間末残高相当額は、未経過リース料中間会計期間末残

高が有形固定資産の中間会計期間末残高等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 3百万円

減価償却費相当額 3百万円

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 

２ 貸手側(当社が貸手となっているリース取引)

 (1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び中間会計期間末残高

情報・事務
用機器 
(百万円)

産業・土木・
建設機械 
(百万円)

その他
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額 918,141 263,880 448,745 1,630,767

減価償却累計額 592,425 219,794 330,416 1,142,636

中間会計期間末残高 325,715 44,086 118,328 488,130

 

 (2) 未経過リース料中間会計期間末残高相当額

１年以内
(百万円)

１年超
(百万円)

合計 
(百万円)

未経過リース料中間会計期間末
残高相当額

168,392 377,761 546,153

    このうち転貸リース取引に係る貸手側の未経過リース料の中間会計期間末残高相当額

は1,956百万円(うち１年以内906百万円)であります。なお借手側の残高相当額は同一

であります。

 (3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

受取リース料 111,962百万円

減価償却費 92,817百万円

受取利息相当額 22,055百万円

 (4) 利息相当額の算定方法 

   利息相当額の各期への配分方法については、利息法によっております。

オペレーティン 

グ・リース取引
 

１ 借手側(当社が借手となっているリース取引)

１年以内
(百万円)

１年超
(百万円)

合計 
(百万円)

未経過リース料 6 19 25

２ 貸手側(当社が貸手となっているリース取引)

１年以内
(百万円)

１年超
(百万円)

合計 
(百万円)

未経過リース料 899 3,064 3,964



前へ   次へ 

 
  

前事業年度 (自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)

所有権移転外 

ファイナンス 

・リース取引

 

１ 借手側(当社が借手となっているリース取引)

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

備品等

取得価額相当額 34百万円

減価償却累計額相当額 12百万円

期末残高相当額 21百万円

   (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内
(百万円)

１年超
(百万円)

合計 
(百万円)

未経過リース料期末残高相当額 1,201 1,464 2,665

   (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 7百万円

減価償却費相当額 7百万円

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 

２ 貸手側(当社が貸手となっているリース取引)

 (1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

情報・事務
用機器 
(百万円)

産業・土木・
建設機械 
(百万円)

その他
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額 959,922 269,669 459,167 1,688,760

減価償却累計額 600,329 225,215 336,802 1,162,347

期末残高 359,593 44,454 122,365 526,413

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内
(百万円)

１年超
(百万円)

合計 
(百万円)

未経過リース料期末残高相当額 171,709 402,923 574,632

    このうち転貸リース取引に係る貸手側の未経過リース料の期末残高相当額は2,562百

万円(うち１年以内1,157百万円)であります。なお借手側の残高相当額は同一であり

ます。

 (3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

受取リース料 237,379百万円

減価償却費 192,081百万円

受取利息相当額 46,432百万円

 (4) 利息相当額の算定方法 

   利息相当額の各期への配分方法については、利息法によっております。

オペレーティン 

グ・リース取引
 

１ 借手側(当社が借手となっているリース取引)

１年以内
(百万円)

１年超
(百万円)

合計 
(百万円)

未経過リース料 3 11 14

２ 貸手側(当社が貸手となっているリース取引)

１年以内
(百万円)

１年超
(百万円)

合計 
(百万円)

未経過リース料 1,638 3,477 5,115



(有価証券関係) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

  

 
  

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

  

 
  

前事業年度末(平成19年３月31日) 

  

 
  

中間貸借対照表計上額
(百万円)

時価 
(百万円)

差額 
(百万円)

 関連会社株式 44,711 141,441 96,730

中間貸借対照表計上額
(百万円)

時価 
(百万円)

差額 
(百万円)

 関連会社株式 44,817 97,988 53,171

貸借対照表計上額 
(百万円)

時価 
(百万円)

差額 
(百万円)

 関連会社株式 44,711 146,418 101,707



(ストック・オプション関係) 

  前中間会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

 １．ストック・オプションにかかる当中間会計期間における費用計上額及び科目名 

   販売費及び一般管理費 224百万円 

 ２．当中間会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 
  

  当中間会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

 １．ストック・オプションにかかる当中間会計期間における費用計上額及び科目名 

   販売費及び一般管理費 667百万円 

 ２．当中間会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 
(注) 株式数に換算して記載しております。 

  

平成18年付与ストック・オプション

付与対象者の区分および人数

当社取締役 11名

当社執行役 18名

当社従業員及び当 
社子会社等の取締 
役・監査役・従業員

1,268名

株式の種類別のストック・オ 
プションの付与数

普通株式 194,200株

付与日 平成18年７月19日

権利確定条件

 新株予約権者は、平成20年６月20日
以前においては、新株予約権行使時に
おいて、当社または当社子会社等の使
用人の地位を自己の都合により退職し
ていないことを要することとします。

対象勤務期間 平成18年７月19日～平成20年６月20日

権利行使期間 平成20年６月21日～平成28年６月20日

権利行使価格(円) 30,626

付与日における公正な評価単 
価(円)

9,310

平成19年付与ストック・オプション

付与対象者の区分および人数

当社取締役 11名

当社執行役 18名

その他当社割当名
簿に記載の者

479名

株式の種類別のストック・オ 
プションの付与数(注)

普通株式 144,980株

付与日 平成19年７月19日

権利確定条件

 新株予約権者は、平成21年７月４日
以前においては、新株予約権行使時に
おいて、当社または当社子会社等の使
用人の地位を自己の都合により退職し
ていないことを要することとします。

対象勤務期間 平成19年７月19日～平成21年７月４日

権利行使期間 平成21年７月５日～平成29年６月22日

権利行使価格(円) 32,072

付与日における公正な評価単 
価(円)

12,640



  前事業年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

 １．ストック・オプションにかかる当事業年度における費用計上額及び科目名 

   販売費及び一般管理費 672百万円 

 ２．当事業年度において存在したストック・オプションの内容 

 
  

 
  

平成10年ストック・オプション 平成11年ストック・オプション 平成12年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 18名 当社取締役 ９名 当社取締役 10名

当社使用人 ６名 当社使用人 12名 当社使用人 468名

株式の種類別のストック・オプショ 

ンの付与数(注)
普通株式 146,000株 普通株式 145,000株 普通株式 316,700株

付与日 平成10年10月１日 平成11年10月16日 平成12年７月19日

権利確定条件 ― ―

平成15年６月29日以前に当社

または当社子会社等の使用人

の地位を自己の都合により退

職していないことを要するこ

ととします。

対象勤務期間 ― ―
平成12年７月19日～ 

平成15年６月29日

権利行使期間
平成10年10月１日～ 

平成20年６月26日

平成11年10月16日～ 

平成21年６月29日

平成15年６月30日～ 

平成22年６月29日

権利行使価格(円) 7,784 10,393 16,272

付与日における公正な評価単価(円) ― ― ―

平成13年ストック・オプション 平成14年ストック・オプション 平成15年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 ９名 当社取締役 10名 当社取締役 12名

当社使用人 558名 当社監査役 ３名 当社執行役 15名

その他当社割当名簿 

に記載の者
860名

その他当社割当名簿 

に記載の者
993名

株式の種類別のストック・オプショ 

ンの付与数(注)
普通株式 300,900株  

普通株式 453,300株
 
普通株式 516,000株

付与日 平成13年７月12日 平成14年11月５日 平成15年８月６日

権利確定条件

平成15年６月28日以前に当社

または当社子会社等の使用人

の地位を自己の都合により退

職していないことを要するこ

ととします。 

 

 

新株予約権者は、平成16年６

月26日以前においては、新株

予約権行使時において、当社

または当社子会社等の地位を

自己の都合により退職してい

ないことを要することとしま

す。

新株予約権者は、平成17年６

月25日以前においては、新株

予約権行使時において、当社

または当社子会社等の地位を

自己の都合により退職してい

ないことを要することとしま

す。

対象勤務期間
平成13年７月12日～ 

平成15年６月28日

平成14年11月５日～ 

平成16年６月26日

平成15年８月６日～ 

平成17年６月25日

権利行使期間
平成15年６月29日～ 

平成23年６月28日

平成16年６月27日～ 

平成24年６月26日

平成17年６月26日～ 

平成25年６月25日

権利行使価格(円) 12,329 7,452 7,230

付与日における公正な評価単価(円) ― ― ―



 
(注) 株式数に換算して記載しております。 

  

平成16年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 12名 当社取締役 12名 当社取締役 11名

当社執行役 17名 当社執行役 19名 当社執行役 18名

その他当社割当名簿 

に記載の者
1,077名

その他当社割当名簿 

に記載の者
1,160名

その他当社割当名簿 

に記載の者
1,268名

株式の種類別のストック・オプショ 

ンの付与数(注)  
普通株式 528,900株

 
普通株式 477,400株

 
普通株式 194,200株

付与日 平成16年８月４日 平成17年９月22日 平成18年７月19日

権利確定条件

新株予約権者は、平成18年６

月23日以前においては、新株

予約権行使時において、当社

または当社子会社等の使用人

の地位を自己の都合により退

職していないことを要するこ

ととします。

新株予約権者は、平成19年６

月21日以前においては、新株

予約権行使時において、当社

または当社子会社等の使用人

の地位を自己の都合により退

職していないことを要するこ

ととします。

新株予約権者は、平成20年６

月20日以前においては、新株

予約権行使時において、当社

または当社子会社等の使用人

の地位を自己の都合により退

職していないことを要するこ

ととします。

対象勤務期間
平成16年８月４日～ 

平成18年６月23日

平成17年９月22日～ 

平成19年６月21日

平成18年７月19日～ 

平成20年６月20日

権利行使期間
平成18年６月24日～ 

平成26年６月23日

平成19年６月22日～ 

平成27年６月21日

平成20年６月21日～ 

平成28年６月20日

権利行使価格(円) 12,121 19,550 30,626

付与日における公正な評価単価(円) ― ― 9,310



前へ 

(重要な後発事象) 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ ㈱あおぞら銀行の株式一部売却

  当社が所有している㈱あおぞら

銀行の普通株式のうち62,546,000

株を、同社が11月14日に東京証券

取引所へ上場したことに伴い売却

致しました。これにより平成19年

３月期において投資有価証券売却

益29,233百万円を特別利益に計上

する予定であります。

 関連会社Korea Life Insurance 

Co.,Ltd.を平成19年９月中に売却

したことに伴い、当該投資を行っ

て い た 当 社 の 子 会 社 (OIFS 

Partners NV)が当社に対して配当

を行うことを平成19年10月24日に

決議致しました。当該金額46,465

百万円を平成20年３月期中に特別

利益に計上する予定であります。

なお、OIFS Partners NVは、当社

が出資しておりました組合(OIFS 

Cayman Limited Partnership)が平

成19年９月中に解散したことに伴

い当社がその投資を引き継いだ

100％出資の子会社であります。

    ───────

２ 米ドル建無担保普通社債の発行

 以下のとおり米ドル建無担保普

通社債を発行致しました。

  (1) 払込金額

    額面金額の100％

  (2) 発行総額

    1,000,000,000米ドル

  (3) 額面総額

    1,000,000,000米ドル

  (4) 利率

    5.48％

  (5) 払込期日

    平成18年11月22日

  (6) 償還期限

    平成23年11月22日

  (7) 募集方法

    海外における募集

  (8) 担保

    なし

  (9) 資金使途

当社子会社への投融資、運

転資金や借入金等の返済を

含む一般事業資金に充当



(2) 【その他】 

  該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

  

(1) 有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第44期)

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年６月27日 
関東財務局長に提出。

(2) 有価証券報告書の訂正報告書   平成19年７月10日 
  関東財務局長に提出。

上記有価証券報告書の訂正報告書であります。

(3) 発行登録書(普通社債)及びその添付書類   平成19年６月27日 
  関東財務局長に提出。

(4) 発行登録追補書類(普通社債)及びその添付書類   平成19年４月11日 
  平成19年５月18日 
  平成19年７月18日 
  平成19年８月30日 
  平成19年９月20日 
及び平成19年11月14日 
  関東財務局長に提出。

(5) 訂正発行登録書(普通社債)   平成19年５月11日 
  平成19年７月５日 
  平成19年７月10日 
  平成19年７月18日 
  平成19年10月25日 
  平成19年11月７日 
  平成19年11月14日 
及び平成19年12月13日 
  関東財務局長に提出。

(6) 有価証券届出書(ストックオプションによる新株予約権付与)
及びその添付書類

  平成19年７月４日 
  関東財務局長に提出。

(7) 有価証券届出書の訂正届出書(ストックオプションによる 
新株予約権付与)

  平成19年７月５日 
及び平成19年７月18日 
  関東財務局長に提出。

(8) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号
(財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象)の規
定に基づく臨時報告書であります。

  
   平成19年10月25日 
  関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号
(代表執行役の異動)の規定に基づく臨時報告書でありま
す。

 平成19年12月13日 
  関東財務局長に提出。

(9) 
 

自己株券買付状況報告書  平成19年12月７日 
  関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月21日

オリックス株式会社 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているオリックス株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期

間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結資本勘定計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監

査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連

結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

(中間連結財務諸表注記１参照)に準拠して、オリックス株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  天  野  秀  樹  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  羽  太  典  明  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  畑  岡    哲   ㊞

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月20日

オリックス株式会社 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているオリックス株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間

連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結

貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結資本勘定計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書につい

て中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

(中間連結財務諸表注記１参照)に準拠して、オリックス株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  天  野  秀  樹  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  浜  嶋  哲  三  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  畑  岡    哲   ㊞

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月21日

オリックス株式会社 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているオリックス株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第44期事業年度の中間会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、オリックス株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

追記情報 

１. 重要な後発事象1に記載されているとおり、会社は平成18年11月14日に保有する(株)あおぞら銀行

の普通株式の一部を売却している。 

２. 重要な後発事象2に記載されているとおり、会社は平成18年11月22日に米ドル建無担保普通社債を

発行している。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  天  野  秀  樹  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  羽  太  典  明  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  畑  岡   哲    ㊞

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月20日

オリックス株式会社 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているオリックス株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第45期事業年度の中

間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、オリックス株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

 

 追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社の子会社であるOIFS Partners NVは、平成19年10月24日に

会社に対して配当を行うことを決議している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  天  野  秀  樹  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  浜  嶋  哲  三  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  畑  岡   哲    ㊞

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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